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平成２９年 予算特別委員会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成２９年３月８日 

２．招集の場所  熊野町議会議場 

３．開会年月日  平成２９年３月８日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１５名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎    １５番 馬 上 勝 登  

   １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（１名） 

   １４番 中 原 裕 侑 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のために出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      民 生 部 長         清 代 政 文 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 参 事         石 井 節 夫 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 
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      民 生 部 次 長         光 本 一 也 

      建 設 部 次 長         奥 野 哲 哉 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      商 工 観 光 課 長         時 光 良 弘 

      税 務 課 長         立 花 太 郎 

      高齢者支援課長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         堀 野 辰 夫 

      子育て・健康推進課長         隼 田 雅 冶 

      生 活 環 境 課 長         堂 森 憲 治 

      都市整備課長代理         穂 坂 俊 彦 

      開 発 指 導 課 長         林   武 史 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 議案第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算について 

 議案第２２号 平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 議案第２３号 平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について 

 議案第２４号 平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 議案第２５号 平成２９年度熊野町介護保険特別会計予算について 

 議案第２６号 平成２９年度熊野町上水道事業会計予算について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 午後２時４９分） 

○予算特別委員長（藤本） ただいまの出席委員は１５名です。定足数に達していますので、
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ただいまから予算特別委員会を開会します。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会の議事録公開については、公開することとしておりますが、閲覧用の

会議録については、委託料･工事請負費の金額を非公開にしたいと思いますが、これに

異議ありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議がないようなので、閲覧用の会議録については、委託

料･工事請負費の金額を非公開とすることに決定しました。 

  それでは、本委員会に付託されました、 

  議案第２１号から第２５号までの平成２９年度 熊野町一般会計予算及び各特別会計

予算、議案第２６号、平成２９年度 熊野町 上水道事業会計予算についてを議題としま

す。 

  初めに審査の手順でありますが、お手元にお配りしております、平成２９年 予算特

別委員会 進行方法 案をご覧ください。 

  まず、本委員会の進め方についてでありますが、昨年と同様に３つの分科会を設置し

て審査を進めることとし、審査の分担については、進行方法案に記載のとおりとします。 

  なお、それぞれの分科会には、議員の皆さんどなたでも出席し、質疑できることとし

たいと思います。 

  次に、進行役ですが、それぞれの常任委員長を進行役とさせていただきます。 

  また、分科会は、本予算特別委員会の正副委員長のいずれかが出席しなければ開会で

きないこととさせていただきたいと思います。 

  続いて、今後の審査の進め方についてですが、概要説明の後、第１委員会室へ移動し、

順次、総務厚生分科会、産業建設分科会、文教分科会により審査を行っていただき、そ

れぞれの費目・会計ごとに質疑の時間を設けたいと思います。 

  分科会終了後、本委員会を再開して、各分科会の報告をそれぞれの常任委員長からし

ていただいた後に総括質疑を行い、委員会としての意見をまとめたいと思います。 

  以上のような手順で審査を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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（「異議なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。 

  本委員会の審査手順については、以上のとおり決定しました。 

  暫時休憩いたします。再開は１５時１５分とさせていただきます 

（休憩 午後２時５２分） 

（再開 午後３時１５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  それでは、早速本日の審査に入りたいと思います。 

  予算の概要につきまして、一般会計と各特別会計は副町長から、上水道事業会計予算

は、建設部長から説明を受けたいと思います。 

  それではまず副町長から説明を求めます。 

  内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） それでは、平成２９年度熊野町一般会計予算（案）と４つの特別会計

予算（案）につきまして、事前に配付させていただきました資料１８のほう、「平成２

９年度歳入歳出予算説明資料」により、説明をさせていただきます。御準備をいただき

たいと思います。 

  資料１８の１ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

  １ページには、各会計予算の規模を掲載しております。 

  一般会計の平成２９年度当初予算案は、８１億６９３万円で、前年度と比べ、４億１,

２６４万９,０００円、４.８％の減となっております。 

  次に、平成２９年度の各特別会計予算案でございますが、全体では、７２億８,３６

９万３,０００円で、前年度に比べ、５,１９９万５,０００円、０.７％の減となってお

ります。 

  参考までに、一般会計と特別会計を合わせた熊野町全体の予算の規模は、１５３億９,

０６２万３,０００円となっております。企業会計を含めた全体額は、合計欄のとおり、

１５９億４,６９６万円となっております。 

  ２ページ及び３ページをごらんください。 
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  ２ページには、２９年度と２８年度の一般会計当初予算の歳入を比較した表を、３ペ

ージには、「歳入構成比較」としまして、２９年度と２８年度の各歳入科目の構成額の

比較を棒グラフであらわしたものと、２９年度予算案の歳入構成を、円グラフであらわ

したものを掲載しております。 

  まず、２ページをごらんください。歳入科目のうち、主なものについて、御説明させ

ていただきます。 

  第１款「町税」は、２３億４,５４２万７,０００円で、町民税においては、所得増を

見込むことから、個人町民税が増。景気予測調査における景気指数の減少傾向から、法

人町民税が減。固定資産税では、新築家屋の建築数の伸びによる増。軽自動車税につい

ては、制度改正に伴う税率の変更による増を見込むことから、町税といたしましては、

前年度に比べ２,３３３万円、１.０％の増となっております。 

  第２款から第８款及び第１０款の地方譲与税や各交付金は、県が示した見込み額を計

上しております。これらの合計額は、４億８,６７９万７,０００円、前年度に比べ５,

４６８万２,０００円、１０.１％の減となっております。 

  中でも、第６款「地方消費税交付金」は、３億７,１２１万５,０００円で、４,４２

９万２,０００円、１０.７％の減となっております。 

  このうち、地方消費税率引き上げ分は、１億７,６７０万６,０００円を見込んでおり、

これを社会保障経費に充てるよう、使途の明確化をしているところございます。このた

め、６ページになりますが、引き上げ分の地方消費税交付金の充当先を掲載しておりま

す。「地方消費税交付金」自体が一般財源ですので、資料により使途を明示させていた

だいたものです。後ほど御確認をお願いをいたしたいと思います。 

  いま一度２ページにおきまして、説明をさせていただきます。 

  第９款「地方交付税」は、１９億８,３４８万９,０００円で、普通交付税から臨時財

政対策債への振り替え分の増などから、５,５４２万３,０００円、２.７％の減となっ

ております。 

  第１３款「国庫支出金」は、１１億２,９９６万７,０００円で、事業の終了等に伴う

「社会資本整備総合交付金」や、「児童手当負担金」、臨時福祉給付金支給事業の終了

に伴う「臨時福祉給付金支給事業費補助金」や、「学校施設環境改善交付金」の減額な

どにより、２億５,７３５万円、１８.６％の減となっております。 

  第１４款「県支出金」は、５億６,９１２万２,０００円で、「子どものための教育・
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保育給付費県費負担金」、「障害者自立支援等諸費県費負担金」、「福祉医療費公費負

担事業費補助金」、「県知事選挙委託金」の増額などにより、７４４万円、１.３％の

増となっております。 

  第１７款「繰入金」は、５億３,３７１万４,０００円で、財政調整基金繰入金や、公

共施設等整備基金繰入金等の繰り入れによるもので、７,８９６万１,０００円、１２.

９％の減となっております。 

  第２０款「町債」は、５億６,２８０万８,０００円で、都市再生整備事業、保育所建

てかえ補助、中学校大規模改造事業等に伴う借り入れが減となったことから、１,４３

３万４,０００円、２.５％の減となっております。 

  このうち、地方交付税を補てんし、後年に交付税措置のある臨時財政対策債は、３億

３,４１０万８,０００円を予定しております。 

  続いて、３ページの棒グラフですが、歳入費目ごとの棒グラフのうち、左側の斜線が

２９年度、右側の網掛けが２８年度の当初予算額でございます。 

  本町における歳入の主要な財源が、町税と地方交付税であることが、グラフ表示で明

瞭に見てとれます。町税は、若干の増加、地方交付税は、若干の減少となっております。 

  次に、下の円グラフですが、右側が町税などの自主財源、左側の色の濃い部分が、地

方交付税などの依存財源で、自主財源が４１.６％、依存財源が５８.４％の割合となっ

ており、自主財源の比率は、予算総額に占める町税割合の伸び等により、対前年度で１.

５ポイントの増となっております。 

  歳入の内訳では、先ほど申しましたように、自主財源の町税が全体の２８.９％で最

も多く、次いで、依存財源の地方交付税の２４.５％、同じく依存財源の国庫支出金の

１３.９％と続いております。 

  続いて、歳出につきまして、御説明をさせていただきます。４ページ及び５ページを

ごらんください。 

  ４ページには、２９年度と２８年度の一般会計の当初予算の歳出を比較した表を、５

ページには、２９年度と２８年度の「歳出構成比較」といたしまして、各歳出科目の構

成額の比較を棒グラフであらわしたものと、２９年度予算案の歳出構成を円グラフであ

らわしたものを掲載しております。 

  まず４ページの歳出科目の主なものについて、御説明をさせていただきます。 

  第１款「議会費」は、１億１,４８０万３,０００円で、議事録反訳業務委託料の増な
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どにより、１８万８,０００円、０.２％の増となっております。 

  第２款「総務費」は、９億９,３２６万円で、第１項の「総務管理費」では、広島県

市町総合事務組合負担金を増額し、町制施行１００周年記念事業の実施に要する経費を

計上しております。 

  第２項の「企画費」では、生活福祉交通「おでかけ号」の運行経費を計上しておりま

す。また、筆の里工房事業として、完了した筆の里工房玄関付近改修工事に係る経費を

減額し、ホール音響設備改修工事、空調改修実施設計に要する経費を、計上しておりま

す。 

  第３項「徴税費」では、鑑定評価業務委託に係る経費を減額し、第５項の「選挙費」

では、参議院議員選挙、町長選挙に係る経費を減額し、県知事選挙に要する経費を計上

しております。 

  総務費全体では１,７５０万３,０００円、１.７％の減となっております。 

  次に、第３款「民生費」は、３３億４,５４１万１,０００円で、第１項「社会福祉

費」は、都市再生整備事業として、西部ふれあい広場の整備や大型遊具設置に係る経費、

平成２８年度に実施した、臨時福祉給付金事業に係る経費を減額し、障害者総合支援事

業に係る扶助費の増額を見込んでおります。 

  特別会計への繰出金につきましては、国民健康保険事業特別会計繰出金が減額、介護

保険事業特別会計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金は、増額となっております。 

  第２項「生活保護費」は、生活保護費支給事業の医療扶助、生活扶助などの増額を見

込み、第３項「児童福祉費」は、平成２８年度に実施した保育所「ひかり学園」の全面

建てかえに係る補助を減額し、保育所運営事業においては、委託に要する経費を増額し

ております。 

  民生費全体では、１億９,６５４万１,０００円、５.５％の減となっております。 

  第４款「衛生費」は、６億７,２６８万４,０００円で、第１項「保健衛生費」は、予

防接種等の感染症対策事業に要する経費を増額し、第２項「清掃費」は、浄化槽汚泥減

少化対策の終了による、浄化槽減少化対策措置事業交付金の減額、平成２８年度に終了

した環境センターのトラックスケールの更新工事に係る経費の減額、安芸地区広域ごみ

焼却場の長寿命化に伴う事業負担金の減額を見込んでおります。 

  衛生費全体では、６,９３８万４,０００円、９.４％の減となっております。 

  第５款「農林水産業費」は、５,２５１万円で、小規模崩壊地復旧事業として、昨年
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の豪雨災害の被災地の復旧に係る経費や、林道施設の維持補修に要する経費を増額して

おります。 

  農林水産業費全体では１,２６３万６,０００円、３１.７％の増となっております。 

  第６款「商工費」は、１億４,８９０万５,０００円で、くまの産業団地の立地企業へ

の奨励金交付に要する経費を計上し、平成２８年度に熊野町で実施した「文房四宝まつ

り」の補助に係る経費を減額しております。 

  全体では、３１６万８,０００円、２.１％の減となっております。 

  第７款「土木費」は、７億５,８３２万８,０００円で、第２項「道路橋梁費」では、

平成２８年度までに、町道全ての橋梁の点検を終えたところではありますが、引き続き、

道路網の安全性と利便性を確保するため、通学路の歩道、側溝設置等の新設・改良など、

町道の改良工事等に係る経費や、専用住宅地である熊野団地の住環境を保全し、利便性

の高いまちづくりを推進するための、都市再生整備事業に係る経費などを計上しており

ます。 

  第４項「都市計画費」では、子育て世代「住むならくまの」応援事業として、住宅購

入費の助成による、子育て世代の定住促進を引き続き実施するための経費、都市再生整

備事業として熊野団地内に、休憩場所等として活用できるポケットパークの設置工事に

要する経費を計上しております。 

また、「建築物土砂災害対策改修促進補助事業」として、本町で初めて土砂災害警戒区域

が指定されることから、特別警戒区域内の既存建築物に対し、その改修費の一部を補助

するための費用を新たに計上しております。 

  土木費全体では、１億３６６万１,０００円、１２.０％の減となっております。 

  第８款「消防費」は、３億５,５８５万３,０００円で、旧西公民館解体の実施設計・

解体工事に係る経費の減額、防災コミュニティセンターの建設工事、ハザードマップ作

成、防災行政無線デジタル化実施設計に要する経費を計上しております。 

  全体では、３,０７４万７,０００円、９.５％の増となっております。 

  第９款「教育費」は、１０億２７３万６,０００円で、第２項「小学校費」では、第

一小学校東校舎の大規模改造実施設計等に要する経費、パソコン教室で使用しているパ

ソコンの更新、今後のＩＣＴ教育の充実に向けた環境整備のため、各学校の学習形態に

応じてタブレット端末、または電子黒板の配置に要する経費を計上しております。 

  第３項「中学校費」では、平成２８年度からの繰越事業として「熊野東中学校普通教
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室棟大規模改修工事（第１期）」を実施するため、中学校大規模改修事業に係る経費の

減額、小学校費と同様にパソコン教室のパソコン更新、各校へのタブレット端末の配置

に要する経費を計上しております。 

  第４項「学校給食費」では、平成２８年度に両中学校において実施した、ダムウェー

ター設置工事や、給食運搬配膳台の購入に係る経費を減額しております。 

  第５項「幼稚園費」では、幼児を私立幼稚園へ通園させておられる保護者に対し、各

幼稚園を通じて入園料等の助成を行うため、「幼稚園就園奨励費補助金」に要する経費

を、引き続き計上しております。 

  第６項「社会教育費」では、熊野町民会館が開館から３１年を経過し、施設の老朽化

が著しいことから、空調設備の改修工事、駐車場の簡易舗装整備工事等に要する経費を

計上しております。 

  第７項「保健体育費」では、町民グラウンドの雨水排水機能等の抜本的な改修工事に

要する経費を計上しております。 

  教育費全体では、７,７７５万６,０００円、７.２％の減となっております。 

  第１１款「公債費」は、６億４,１５９万円で、平成２６年度借り入れ分の「臨時財

政対策債」、水路改修事業、防災備蓄倉庫建築事業に借り入れた「一般補助施設整備等

事業債」などの元金償還開始により、全体で１,２１６万６,０００円、１.９％の増と

なっております。 

  続いて、５ページの歳出科目ごとの棒グラフですが、歳入と同様に、左側の斜線が２

９年度、右側の網掛けが２８年度の当初予算額でございます。 

  このグラフでも御確認いただけるように、「民生費」の構成割合が高いことが見てと

れ、予算の中で非常に大きなウエイトを占めております。 

  また、下の円グラフですが、「民生費」の構成比率４１.３％に次いで、「教育費」

１２.４％、「総務費」１２.３％、「土木費」９.４％となっており、この順位は２８

年度と同様となっております。 

  次の６ページは、引き上げ分の地方消費税交付金の使途でございます。 

  以上、一般会計予算（案）について、その概要を御説明させていただきました。 

  次に、７ページをごらんください。 

  各会計の１０年間の当初予算の推移を載せております。 

  ここ５年間の予算額を見ますと、一般会計においては、２６年度まではおおむね７５
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億円前後の規模で推移しておりましたが、２７、２８年度は８５億円を超えておりまし

た。２９年度当初予算案については、前年度と比較すると４.８％減となる８１億円程

度となっております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  ８ページでは、一般会計の款別の５年間の推移を、掲載しております。 

  次に、各特別会計の予算について御説明を申し上げます。 

  ９ページをごらんください。 

  平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算（案）でございます。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ３６億５,５５４万１,０００円で、前年度比１億１,

３３９万８,０００円、３.０％の減となっております。 

  歳入の主なものでは、第１款「国民健康保険税」は、５億２,７４６万９,０００円で、

３６８万３,０００円、０.７％の増。 

  第３款「国庫支出金」は、５億８,７３７万円で、調整交付金の減額などにより、９,

１２６万円、１３.４％の減。 

  第５款「前期高齢者交付金」は、１３億３,８４３万５,０００円で、１億９,３１８

万３千円、１６.９％の増。 

  第６款「県支出金」は、１億７,１６９万３,０００円で、調整交付金の減額などによ

り、３,２４４万４,０００円、１５.９％の減。 

  第７款「共同事業交付金」は、７億８,８３２万８,０００円を計上しており、保険財

政を安定させるための共同事業費の減等により、９,１９３万円、１０.４％の減。 

  第９款「繰入金」は、１億９,９７６万１,０００円で、国民健康保険事業の基盤安定

などを目的とした一般会計からの繰入金で、１,７２３万円、７.９％の減となっており

ます。 

  歳出では、第２款「保険給付費」が、２３億６,１１８万９,０００円で、実績等から

医療費を推計した結果、９,２５６万９,０００円、３.８％の減。 

  第７款「共同事業拠出金」は、７億９,７４４万２,０００円で、保険財政を安定させ

るための共同事業に係る拠出金の減により、２６３万１,０００円、０.３％の減となっ

ております。 

  次に、１０ページをごください。 

  平成２９年度公共下水道事業特別会計予算（案）でございます。 
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  予算総額は、歳入歳出それぞれ、８億９,３６０万１,０００円で、前年度比２,９７

９万８,０００円、３.２％の減となっております。 

  整備地区は、新宮、中溝、呉地地区の約５.５２ヘクタールの整備を予定しておりま

す。 

  歳入では、第１款「分担金及び負担金」が、１,４５２万円で、３７２万１,０００円、

３４.５％の増。 

  第２款「使用料及び手数料」は、２億７,１４６万７,０００円で、４４１万５,００

０円、１.７％の増となっております。 

  これらは２８年度の新宮地区工業団地整備に伴う、受益者負担金の増及び使用料の増

によるものです。 

  第７款「町債」は、２億２,４００万円で、公共下水道整備費の減少などに伴い、４,

２６０万円、１６.０％の減となっております。 

 

  歳出では、第１款「総務費」は、２億８８９万２,０００円で、認可計画図面作成業

務等の委託料、流域下水道維持管理負担金の増により、１,０２４万５,０００円、５.

２％の増となっております。 

  第２款「事業費」は、１億７,６５６万９,０００円で、公共下水道整備の減少などに

伴い、３,７０８万９,０００円、１７.４％の減となっております。 

  次に、１１ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算（案）でございます。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ、６億３,１８３万３,０００円で、前年度比３,６７

６万５,０００円、６.２％の増となっております。 

  歳入では、被保険者から徴収する、第１款「後期高齢者医療保険料」が、２億８,１

４９万４,０００円で、１,９２４万円、７.３％の増。 

  第３款「繰入金」は、３億４,９２７万３,０００円で、１,７５２万５,０００円、５.

３％の増となっております。これらは、被保険者の増などによるものです。 

  歳出では、広域連合に納付する「後期高齢者医療広域連合納付金」が、被保険者の増

に伴う医療費及び保険料の増額等により、６億２,９１５万７,０００円で、３,６８６

万４,０００円、６.２％の増となっております。 

  次に、１２ページをごらんください。 
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  平成２９年度介護保険特別会計予算（案）でございます。 

  介護保険特別会計につきましては、地域包括支援センターの業務のうち、介護予防プ

ランを作成する一事業所としての会計を明確に区分するため、介護サービス事業勘定を

設け、保険事業勘定と分けて予算計上を行っております。 

  まず、保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ２０億８,９９２万８,０００円で、前年

度比５,４７９万３,０００円、２.７％の増となっております。 

  歳入では、第１款「保険料」は、５億６,０５９万５,０００円で、これまでの実績及

び６５歳以上の１号被保険者の増加により、２,２５１万２,０００円、４.２％の増と

なっております。 

  第３款「支払基金交付金」は、５億５,８６４万１,０００円で、６５４万６,０００

円、１.２％の増。 

  第４款「国庫支出金」は、３億７,７８８万３,０００円で、１,２６８万９,０００円、 

３.５％の増。 

  第５款「県支出金」は、２億９,９５６万１,０００円で、３２８万６,０００円、１.

１％の増となっており、これらは、給付費に対するそれぞれの負担割合により、算定し

ております。 

  第６款「繰入金」は、２億９,１５０万２,０００円で、介護予防・日常生活支援総合

事業の実施や、専門職の増員による事務費繰入金が増加したことにより、９２９万３,

０００円、３.３％の増となっております。 

  歳出では、第１款「総務費」は、２,４９０万６,０００円で、介護保険法改正に伴う

システム改修費が必要となったことから、前年度比５０２万１,０００円、２５.３％の

増となっております。 

  第２款「保険給付費」は、１９億４,７７５万円で、対象者の増等により、１,２２２

万８,０００円、０.６％の増。 

  第３款「地域支援事業費」は、９,５２７万２,０００円で、保険給付費から日常生活

支援総合事業等への移行に伴う経費を計上したことにより、２,２３１万７,０００円、

３０.６％の増となっております。 

  次に、介護サービス事業勘定では、歳入歳出それぞれ１,２７９万円で、前年度比３

５万７,０００円、２.７％の減となっております。 

  以上、平成２９年度の一般会計及び各特別会計予算（案）について、その概要を説明
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させていただきました。 

  なお、各予算の詳細につきましては、後ほど、予算書にそって、各課長から事業ごと

に、説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

  私からの説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） はい、続いて、建設部長から上水道事業会計予算について、

説明を求めます。 

  沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） はい。それでは、議案第２６号、平成２９年度熊野町上水道事業会

計予算(案)につきまして、「平成２９年度歳入歳出予算書」を用いて、概要を説明させ

ていただきます。 

  予算書の上水道事業会計の１ページをごらんください。 

  まず、第２条の業務の予定量、（１）給水戸数でございますが、過去の実績と近年の

動向をもとに、前年度に比べ６８戸の増加を見込み、９,１４２戸の給水戸数としてお

ります。 

  次に（２）の年間総配水量、及び（３）の一日平均配水量につきましては、前年度に

比べ約０.２％の増加を見込み、年間総配水量は１８１万４,４１５立方メートル、一日

平均配水量は ４,９７１立方メートルとしております。 

  次に（４）の主要な建設改良事業につきましては、前年度と比較して１.６％増の６,

３２０万円としております。 

  内訳といたしましては、未給水地区解消事業として２,２２０万円のほか、熊野団地

等の老朽管の更新事業として、４,１００万円を予定しております。 

  続いて、５ページをお開きください。 

  「収益的収入及び支出」についてですが、収入の水道事業収益は、前年度と比較して、

０.９％増の５億３,２５３万１,０００円としております。 

  主な要因としましては、給水戸数の増加による、使用水量の増加見込みによるもので

ございます。 

  続いて、支出の水道事業費用でございますが、前年度と比較して０.２％減の４億８,

２５２万円としております。 
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  主な要因といたしましては、今年度に実施した熊野町水道事業ビジョン策定業務の完

了により、委託料が減少するものでございます。 

  続いて、６ページをごらんください。 

  資本的収入及び支出の収入ですが、前年度と比較して１１.２％減の２,２４５万４,

０００円としております。 

  この主な要因としましては、高所配水団地の施設整備の完了により、基金取り崩し金

を減額したものでございます。 

  次に支出ですが、前年度と比較して４.２％増の７,３８１万７,０００円としており

ます。 

  この主な要因としましては、計画的に実施しております、老朽管路更新事業及び未給

水地区解消事業に係る工事費の増加によるものでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 以上で予算の概要説明が終了しました。 

  以上をもちまして、予算特別委員会は散会とします。再開は、３つの分科会の終了後

とさせていただきます。 

  暫時休憩といたします。 

（休憩 １５時４８分） 

（再開 １５時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） それでは休憩前に引き続き会議を再開します。 

  それでは総務厚生分科会は、第一委員会室におきまして、あす明日、９時３０分より

開催いたします。 

  お疲れでございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（散会 １５時４９分） 
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平成２９年 予算特別委員会 総務厚生分科会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成２９年３月９日 

２．招集の場所  第１委員会室 

３．開会年月日  平成２９年３月９日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１５名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎     

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（１名） 

   １４番 中 原 裕 侑 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のために出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      総 務 部 参 事         石 井 節 夫 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      商 工 観 光 課 長         時 光 良 弘 

      税 務 課 長         立 花 太 郎 
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      会 計 課 長         光 本 琴 音 

      収 納 推 進 室 長         桐 木 和 義 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 議会費 

 総務費 

 商工費 

 消防費 

 公債費 

 諸支出金 

 予備費 

 民生費 

 衛生費 

 商工費 

 国民健康保険事業特別会計 

 後期高齢者医療特別会計 

 介護保険特別会計 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 ９時３０分） 

○総務厚生分科会進行役（時光） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、平成２９年予算特別委員会総務厚生分科会を開催いたします。 

  それでは、平成２９年度の事業毎における歳入歳出予算について、説明を受けたいと

思います。 

  はじめに、議会費と総務費について、説明をお願いいたします。 

  西村財政課長。 

○企画財政課長（西村） それでは、予算書の５８ページ、５９ページをお願いいたしま
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す。５８ページ、５９ページでございます。 

  １款議会費から御説明いたします。ページの右上、議会事務一般でございます。この

事業は、議員報酬などのほか、議会運営に要する事務費等を計上するもので、事業全体

で９,７９３万４,０００円、本年度より１０万円、０.１％の増となっております。増

額の要因といたしましては、共済費におきまして、議員共済会給付費負担金の算定率の

変更から、６４万９,０００円の減額となりましたが、職員手当等の議員期末手当が支

給率の増から、５１万１,０００円増となったことなどによります。 

  事業内容は全般的に、従来からの変更はなく、報酬や期末手当は、条例に基づく所定

の額を計上するほか、旅費は費用弁償及び特別旅費といたしまして、昨年度と同額の４

２８万６,０００円を計上し、また、委託料は、本会議、全員協議会及び予算・決算特

別委員会の議事録反訳業務を委託するもので、反訳量の増から２７万５,０００円増の

●●●●●●●●●円を計上いたしております。 

  続く人件費は、職員給与でございます。各費目に計上しております人件費につきまし

ては、説明を省略させていただきます。 

○総務部次長（宗條） それでは、６０、６１ページをお願いいたします。 

  第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、人事管理事業について御説明

いたします。 

  この事業は、嘱託職員や産業医の報酬、臨時職員の賃金等、給与システムの電算処理

業務や宿日直業務の委託料、職員の健康診断や県からの派遣職員負担金などを計上して

おります。事業費全体で３,６６９万５,０００円、対前年度比で、２８５万４,０００

円、約８.４％の増額となっております。  

  歳入の特定財源、国県支出金１０４万円は、広島県の地域廃棄物対策支援事業補助金、

その他１９４万２,０００円は、臨時職員等の社会保険料納付金でございます。  

  増額の主な要因でございますが、労働安全衛生法の改正により、労働者のストレスの

状況を検査するストレスチェックと面接指導が義務付けられ、同法に基づき職場内に設

置する衛生委員会に保健師等の有資格者による衛生管理者を置き、職場の衛生業務に係

る技術的事項を管理させる必要があり、その任用に係る嘱託職員報酬等を計上したこと

によるものでございます。  

 主な事業費は、嘱託職員等の報酬４４４万円、臨時職員４名分の賃金８５８万９,００

０円、宿日直業務等の委託料●●●●●●●●円、派遣職員負担金等の負担金補助及び
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交付金１,０２１万４,０００円でございます。 

  ６２、６３ページをお願いします。 

  ページ中段からの職員研修事業でございます。  

  この事業は、広島県自治総合研修センターや市町村アカデミー、自治大学等の実施す

る研修へ職員を参加させるために必要な費用を計上するもので、事業費全体で１６４万

４,０００円、対前年度比で４万５,０００円、約２.７％の減額となっております。  

歳入の特定財源、その他７３万１,０００円につきましては、県町村会及び市町村振興協

会からの研修助成金でございます。  

 主な事業費は、研修参加に伴う旅費５９万７,０００円、職員研修の委託料●●●円、

自治大学校入校負担金等の負担金補助及び交付金４８万円でございます。 

  このページの下３行から６５ページにかけた「事務管理事業」でございます。  

  この事業は、役場庁舎内で使用する事務用品、コピー機、印刷機を一元管理するほか、

例規集の管理・更新のための費用を計上しております。事業費全体で１,０９７万９,０

００円、対前年度比で１８４万４,０００円、約２０.２％の増額となっております。  

  歳入の特定財源、その他１５万円につきましては、広告料収入でございます。増額の

要因は、高速印刷機の利用増に伴う消耗品１３９万１,０００円の増、高速印刷機の保

守料３８万８,０００円の計上によるものでございます。  

  主な事業費は、消耗品等の需用費４９５万８,０００円、例規集の維持管理等の委託

料●●●●●●●●円、コピー・印刷機に係る使用料及び賃借料３８０万７,０００円

でございます。 

  ６４、６５ページをお願いします。中ほど、一般管理事業について御説明いたします。  

  この事業は、郵便料、電話代、町の所有管理する施設での事故に対する賠償保険料、

顧問弁護士委託料、各種の公的団体への負担金等を計上しておりまして、事業費全体で

１,６５２万４,０００円、対前年度比で１万４,０００円、約０.１％の減額となってお

ります。 

  歳入の特定財源、その他２２万５,０００円は、庁舎１階ロビーに設置しております

公衆電話使用料２万５,０００円及び町村会からの助成金２０万円でございます。  

  主な事業費は、電話料金ほか通信運搬費等の役務費９９０万２,０００円でございま

す。 

  ６６、６７ページをお願いします。庁舎維持管理事業でございます。  
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  この事業は、役場庁舎の維持管理経費としまして、光熱水費、清掃業務、エレベータ

ー・消防設備・空調設備などの保守点検委託料、機械警備や議会インターネット中継に

係る委託料、庁舎敷地借地料などを計上しております。  

  事業費全体で４,０１９万１,０００円、対前年度比５１８万９,０００円、約１４.

８％の増額となっております。  

  歳入の特定財源、国県支出金１３３万２,０００円は、庁舎内への授乳室整備に対す

る子ども・子育て支援交付金、その他８０８万７,０００円は、行政財産目的外使用料

２９５万７,０００円、公共施設等整備基金繰入金１３０万円、職員駐車場使用料３２

７万６,０００円、自動販売機設置負担金４３万２,０００円、広告収入１２万２,００

０円でございます。  

  増額の主な要因は、庁舎清掃業務委託料の増によります。平成２８年度の当該予算額

は、長期継続契約による確定額を計上したものでございますが、新年度からの業務は、

改めて入札により長期継続契約による契約相手方を選定することとなりますので、予算

計上額を、競争の原理が働く前の参考見積額としたことによる増額でございます。 

  主な事業費は、光熱水費等の需用費１,４４３万１,０００円、施設設備保守点検等の

委託料●●●●●●●●●●●円でございます。 

  ６８、６９ページをお願いいたします。公用車集中管理事業でございます。 

  この事業は、総務課において集中管理をする公用車１４台に係る燃料費、車検代、損

害保険料及び重量税などを計上するもので、事業費全体で３０１万６,０００円、対前

年度比２１万１,０００円、約６.５％の減額となっております。 

  減額の要因につきましては、ガソリン価格の低下に伴う燃料費の減でございます。 

  主な事業費は、燃料費等の需用費２１８万２,０００円でございます。 

  続いて、町制施行１００周年記念事業でございます。 

  この事業は、平成３０年に迎える町制１００周年を記念する企画事業として、ＩＴを

活用した情報発信、記念誌や絵本の発刊、筆の都ならではの記念イベントなど、新年度

から手掛ける必要のある事業費として、５０５万８,０００円を計上しております。 

  ＩＴツールの活用といたしまして、観光大使やＩＴ協力隊を募り、通信技術を活用し

た町の魅力発信、１００周年を表すロゴマークをホームページや印刷物に用いて１００

周年をＰＲするなど、本町のブランド向上の取組みを行います。 

  また、平成３０年度にかけ、１００周年記念誌の作成、本町にまつわる民話などを絵
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本にして子供たち、更には次世代へとつなぐ取組みを進めてまいります。 

  筆の都ならではの記念イベントとしましては、子どもたちを中心とした１,０００人

の住民が同時に「百」の字を書くことで、ギネス記録としての認定に挑戦する事業を予

定しており、新年度は、その準備を進めることとしております。 

○企画財政課長（西村） 続きまして７０、７１ページをお願いいたします。下段、２目

財政管理費の財政管理事業でございます。 

  この事業は、財務事務に要する経費を計上するもので、事業全体で１,３１４万９,０

００円、本年度より９３万５,０００円、７.７％の増となっております。 

  増額の主な要因は、財務諸表により町の財政状況をお知らせする公会計につきまして、

平成２９年度から全国統一基準が採用されることになりますが、これに対応するための

システム機器の備品購入費９７万２,０００円を計上したことによります。 

  その他の主な事業費は、予算の編成・執行、決算管理等に係る電算処理や電算機器の

保守等に要する経費でございまして、財務会計システムの利用料といたしまして、役務

費、手数料５８７万１,０００円を計上しております。 

  続く委託料では、公会計対応のための支援業務に、公会計システム及び契約管理シス

テムの保守料等を加え、●●●●●●●円。また、使用料及び賃借料では、それらシス

テムのソフトウェアの使用料７９万円でございます。 

  続きまして、７２、７３ページの中段、３目会計管理費の会計事務でございます。 

  この事業は、出納事務を執行する会計課の業務全般に係る経費を計上するもので、事

業全体で１２６万９,０００円、本年度より９万３,０００円、７.９％の増となってお

ります。 

  増額の主な要因は、職員手当等及び役務費において、前年度の実績に応じて必要な経

費を計上したことにより、それぞれ増額となったことによるものです。 

  主な事業費は、職員手当のほか、参考図書の購入や納入通知書の印刷など、需用費２

１万３,０００円や、口座振替取扱手数料など役務費７５万２,０００円でございます。 

  続いて４目、財産管理費の公有財産管理事業でございます。 

  この事業は、企画財政課所管の普通財産などを管理する経費を計上するもので、事業

全体で２３０万７,０００円、本年度より３０万７,０００円、１１.７％の減となって

おります。 

  減額の主な要因は、委託料における草刈り業務の対象を見直したことなどによるもの
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です。 

  その他の主な事業費では、土地鑑定等に要する役務費・手数料９０万円、草刈りや測

量等に要する委託料●●●●●円を計上しております。 

  続きまして、このページの最も下段にございます、５目交通安全対策費、交通安全対

策事業から、次の７４、７５ページの中段、６目防犯対策費、防犯対策事業につきまし

ては、後ほど民生部から御説明いたします。 

  このページの下段、７目諸費の労働金庫預託事業でございます。 

  この事業は、町内に勤務又は居住する労働者への融資資金として、中国労働金庫への

預託金を計上するもので、事業費は２,３００万円、本年度と同様の額でございまして、

同額の預託金返還金を財源とするものでございます。 

○税務課長（立花） 続きまして、その下から、次の７６、７７ページにかけて、収納金

還付事業でございます。 

  この事業は、償還金利子及び割引料の費目で町税等の還付金・還付加算金に係る経費

を計上しております。事業全体で、６００万円、本年度と同額となっております。歳入

の国県支出金２５２万３,０００円は、県からの県民税・徴税委託金でございます。 

○総務部次長（宗條） 続きまして、第２項企画費第１目、企画総務費、行政情報化事業

について御説明いたします。 

  この事業は、事務の効率化を図るための庁舎内及び国・県との情報ネットワークに係

る保守運用並びに情報システムのセキュリティー強化対策経費を計上するもので、事業

費全体で４,５６６万３,０００円、対前年度比７３６万２,０００円、約１９.２％の増

となっております。  

  歳入の特定財源、その他１１６万７,０００円は、企業会計である水道会計からの、

庁舎内ＬＡＮ利用負担金でございます。増額の主な要因につきましては、インターネッ

トを介した行政情報の漏えいを防止するため、平成２８年度に構築いたしますセキュリ

ティー強化機能の保守運用経費が生じることによります。主な事業費は、情報化支援業

務等の委託料●●●●●●●●●●円、情報化機器等の使用料及び賃借料２,５１９万

３,０００円でございます。 

  ７８、７９ページをお願いします。地域情報化事業について御説明いたします。  

  この事業は、町内の公共施設に整備した情報ネットワークの維持管理費用に要する経

費で、事業費全体で１,６１９万３,０００円、対前年度比で８,０００円の増額でござ
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います。  

  主な事業費は、回線使用料等の役務費５２１万４,０００円、ネットワーク機器の保

守に係る委託料●●●●●●●●●円、ネットワーク機器の賃借に係る使用料及び賃借

料３０４万５,０００円でございます。 

○企画財政課長（西村） 続いて、ページ中ほどの、企画一般事務事業でございます。 

  この事業は、企画関係事務や広域行政の推進に関する経費を計上するもので、事業全

体で、３４７万３,０００円、本年度より１３６万５,０００円、６４.８％の増となっ

ております。 

  増額の主な要因は、本町を応援いただくふるさと納税につきまして、新たな取組みに

必要な経費を計上したことによります。 

  具体的な内容といたしましては、これまで、もっぱら自前でふるさと納税の運営を行

ってまいりましたが、さらなる本町の魅力発信が強化できることに加え、利用者の利便

性が向上するなどから、今回ふるさと納税に関する住民の閲覧件数が最も多い、民間の

ウェブサイトでございますふるさとチョイスに参加し、運営をしていこうとするもので

す。また、これによる件数の増加に伴いまして、記念品料も増額しております。 

  主な事業費は、職員手当等３８万２,０００円、ふるさと納税として寄附をいただい

た方への記念品料２０５万６,０００円、また、同じく記念品の発送料などとして役務

費、通信運搬費の２６万７,０００円や、ふるさとチョイスへの参加にかかる手数料１

１万５,０００円等を計上しております。なお、２月末時点におけるふるさと納税の寄

附申出は、２１１件、９１１万２,０００円となっております。 

○商工観光課長（時光） 次に、８０、８１ページ中段の２目広報費の広報広聴事業でご

ざいます。 

  この事業は、町広報の発行、町ホームページの管理を行うもので、町広報の編集、印

刷、配布に必要な経費を計上しております。 

  事業費は、１,１３５万８,０００円、本年度より７万２,０００円、０.６％の増とな

っております。 

  歳入の特定財源「国県委託金」は、自衛官募集の町広報掲載委託料で●●●●●●●

円、その他は、７１万６,０００円で、町広報、ホームページ等の広告収入が３７万４,

０００円、県民だより、広島県議会だよりの配布負担金が合計で、３４万２,０００円

でございます。 
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  主な事業費は、町広報の印刷製本費３８２万６,０００円、熊野町能力活用協会への

広報配布委託料●●●●●●●●円、各自治会への文書配布負担金６８４万円でござい

ます。 

  次に、このページ下段の３目地域振興費の地域振興事業でございます。 

  この事業は、地域住民の参画によるまちづくりを推進するもので、各地区のコミュニ

ティセンター、老人集会所の管理、修繕に係る補助金のほか、まちづくり協働の推進に

係る経費を計上しております。事業費は、２,６８６万円６,０００円、本年度より９５

万７,０００円、３.７％の増となっております。 

  歳入の特定財源その他は、１,８１０万円で、内訳は、筆の里づくり基金繰入金１,８

００万円、協働のまちづくり事業助成金１０万円でございます。 

  増額の主な要因は、昭和５７年に撮影された町の紹介フィルムに、当時の熊野町の風

景や筆づくりの様子が映されており、町制１００周年を機に資料として保存するための

映像デジタル化業務委託料●●●●●●●●●円の計上によるものでございます。 

  ８３ページをお願いいたします。 

  主な事業費は、行政協力員報酬４７０万４,０００円、コミュニティセンター管理費

等補助金１２１万３,０００円、熊野町まちづくり協働推進事業補助金１００万円、ミ

ント事業の住民参加型まちづくり施設整備補助金１,８００万円でございます。 

  次に、同じページの定住交流促進事業でございます。この事業は、ふでりんマーケッ

トや２年に一度実施しております芸術系の大学生、大学院生を対象に体験研修を行い、

町の魅力を発信するとともに、本町への定住交流の促進を図るものです。 

事業費は、３７３万円、本年度より９５万２,０００円、３４.３％の増となっております。 

  増額の主な要因は、大学生、大学院生の体験研修を実施するための熊野町観光推進協

議会への補助金の増によるものです。 

  主な事業費は、ふでりんマーケットや定住フェアのちらし等の印刷製本費５１万５,

０００円、続いて８５ページになりますが、熊野町観光推進協議会補助金２００万円で

ございます。 

○企画財政課長（西村） 続いて、上段、交通輸送対策事業でございます。 

  この事業は、町内の生活交通を維持・確保する取組を中心とした交通輸送対策に関す

る経費を計上するもので、事業全体で３,００７万７,０００円、本年度より 

  １７６万２,０００円、６.２％の増となっております。 
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  増額の主な要因は、広電阿戸線にかかるバス路線補助金の増によります。 

  また、主な事業費は、生活福祉交通おでかけ号の運行業務委託料●●●●●●●●●

●円、バス路線補助金１,７７５万７,０００円、広島空港整備のための広島県への負担

金４５万２,０００円。 

  続いて計上しておりますバスＩＣカードシステム高度化補助金１２万２,０００円に

つきましては、現在、バス乗車において利用できるＩＣカードは、パスピーを含む２種

類となっておりますが、これを全国で利用されている１０種類のカードが利用可能とな

るようシステム改修をするにあたり、国や、広島県、そして県内各市町がバス協会に対

して補助をするものでございます。 

  歳入の特定財源、その他１,３５９万２,０００円は、地域福祉基金からの繰入金１,

０８３万４,０００円、雑入といたしまして、阿戸線補助に対する広島市負担金が２５

３万３,０００円、同じく雑入、広島空港整備費市町負担金助成金２２万５,０００円で

ございます。 

○商工観光課長（時光） 次にこのページの下段になりますが、４目、筆の里工房費の筆

の里工房事業でございます。 

  この事業は、筆の里工房の円滑な運営のために必要な経費を計上しております。事業

費は、１億３,８２５万３,０００円、本年度より３６９万１,０００円、２.６％の減と

なっております。 

  減額の主な要因でございますが、筆の里工房の指定管理委託料、施設管理業務委託料、

本年度観光推進事業に計上しておりました地域の芸術環境づくり事業補助金等は増額と

なっておりますが、本年度実施しております筆の里工房外溝工事が減となることから、

全体予算で減額となっております。 

  主な事業費は、委託料では、指定管理委託料●●●●●●●●●●円、スポットライ

トのＬＥＤ化、３０年度に計画しております空調改修工事に合わせて行う予定の常設展

示の改修のための基本設計などを計上した施設管理委託料●●●●●●円、筆の里工房

空調改修実施設計業務委託料●●●●円でございます。 

  ８７ページをお願いします。地階ホールの音響改修に係る工事請負費は●●●●円、

負担金補助及び交付金では、企画展等への補助の自主事業補助金２,２００万円、人件

費補助の管理運営事業補助金４,７１４万７,０００円、地域の芸術環境づくり事業補助

金５００万円で、合計７,４１４万７,０００円でございます。 
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  次に、このページ中段、５目国際交流費の国際交流事業でございます。この事業は、

国際交流事業を通じて、町民の国際理解を図るもので、米軍岩国基地の隊員、家族の筆

まつりへの招致、昨年実施できませんでしたが、町内小学生の基地への訪問、交流を計

画しております。また、ホームステイで来町される外国人の方への支援を行います。 

  事業費は、４４万８,０００円、本年度より２万３,０００円、５.４％の増額となっ

ております。増額の主な要因は、有料道路通行料金とバス借り上げ料の見込みを増額し

たことによるものです。 

  主な事業費は、需用費の消耗品費９万８,０００円と使用料及び賃借料では、バス借

り上げ料と筆の里工房入館料で２５万３,０００円でございます。 

○税務課長（立花） 続きまして、このページ下段から次の８８、８９ページにかけて、

３項徴税費１目、税務総務費の町民税総務事業でございます。 

  この事業は、町県民税の賦課徴収に係る時間外手当、臨時職員賃金といった人的経費

及び負担金などの経費を計上しております。 

  事業全体で２８１万４,０００円、本年度より２２万７,０００円、７.５％の減とな

っております。減額の主な要因といたしましては、職員手当の減によるものです。 

  歳入の特定財源、国県支出金２４９万１,０００円は、県からの県民税・徴税委託金、

その他１８万５,０００円は、臨時職員の社会保険料個人負担分でございます。主な事

業費は、臨時職員の賃金１２６万円でございます。 

  続きまして、固定資産税総務事業でございます。 

  この事業は、固定資産税の賦課徴収事務に係る人的経費を計上しております。事業全

体で、３００万８,０００円、本年度より１８万９,０００円、６.７％の増となってお

ります。増額の主な要因は、職員手当の増によるものです。 

  歳入の特定財源、その他２３万３,０００円は、臨時職員の社会保険料個人負担分で

ございます。主な事業費は、臨時職員の賃金１５６万３,０００円でございます。 

  続きまして、収納総務事業でございます。 

  この事業は、収納した町税の消し込み管理事務、滞納整理事務に係る人的経費を計上

しております。 

  事業全体で３０７万８,０００円、本年度より６万９,０００円、２.２％の減となっ

ております。減額の主な要因は、職員手当の減に伴うものです。 

  歳入の特定財源、その他２４万６,０００円は、臨時職員の社会保険料個人負担分で
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ございます。主な事業費は、臨時職員の賃金１５６万３,０００円でございます。 

  続きまして、人件費を飛ばしまして、９０、９１ページの税務総務事業でございます。

この事業は、税務課の業務全般に係る経費を計上しております。 

  事業費全体で、１０４万４,０００円、本年度より３万９,０００円、３.９％の増と

なっております。増額の主な要因は、地方税電子化協議会負担金の増に伴うものです。 

  歳入の特定財源、国県支出金６１万５,０００円は、県からの県民税・徴税委託金で

ございます。 

  主な事業費は、軽自動車等取扱負担金、地方税電子化協議会負担金等の７５万１,０

００円でございます。 

  続きまして、２目賦課徴収費、町民税事務事業でございます。 

  この事業は、町県民税の賦課徴収のための経費として電算関係の委託料などを計上し

ております。事業費全体で６９８万６,０００円、本年度より３５７万８,０００円、３

３.９％の減となっております。減額の主な要因は、法改正対応に伴うシステム改修等

の減によるものです。 

  歳入の特定財源、国県支出金５９０万８,０００円は、県からの県民税・徴税委託金

で、その他１０７万８,０００円は、所得証明などの証明手数料でございます。 

  主な事業費は、電算処理業務等の委託料、●●●●●●●●円でございます。 

  続きまして、９２、９３ページの固定資産税事務事業でございます。この事業は、固

定資産税の賦課徴収に係る経費を計上しております。 

  事業費全体で１,３３７万６,０００円、本年度より９９８万２,０００円、４２.７％

の減となっております。減額の主な要因は、評価替え基準年度における標準宅地の鑑定

業務委託料の減によるものでございます。 

  歳入の特定財源、その他３６万５,０００円は、土地台帳等の閲覧手数料及び証明手

数料でございます。主な事業費は、路線価等算定業務、標準宅地鑑定業務等の委託料、

●●●●●●●●●円でございます。 

  次に、収納事務事業でございます。この事業は、税の収納消し込みや滞納整理のため

の電算システムの委託料や使用料に係る経費を計上しております。事業全体で４７９万

８,０００円、本年度より１４２万２,０００円、２２.９％の減となっております。減

額の主な要因は、電算システム委託料（運用支援）の減によるものでございます。 

  歳入の特定財源、その他８３万７,０００円は、納税証明手数料及び督促手数料でご
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ざいます。 

  主な事業費は、電算システム利用料といたしまして、役務費、手数料２２６万８,０

００円を計上しております。 

  続きまして、このページの最終行から次の９４、９５ページにかけて、税務一般事業

でございます。 

  この事業は、次に説明する軽自動車税事務事業を除き、これまでの分類に属さない税

務事務全般的なもので、納付者等の送付先データを管理する電算システム委託料、通信

費に係る経費を計上しております。 

  事業費全体で４５７万１,０００円、本年度より１５万７,０００円、３.３％の減と

なっております。減額の主な要因は、郵便物の郵送に伴う通信運搬費の減によるもので

す。 

  歳入の特定財源、国県支出金８６万６,０００円の内訳は、県からの県民税・徴税委

託金でございます。主な事業費は、納税通知書などの郵送代３６０万円でございます。 

  続いて、軽自動車税事務事業でございます。この事業は、軽自動車税の賦課徴収に係

る経費を計上しております。事業費全体で１００万円、本年度より２０万３,０００円、

１６.９％の減となっております。 

  減額の主な要因は、電算システム委託料の減によるものです。主な事業費は、電算シ

ステム利用料等といたしまして、役務費、手数料８４万９,０００円でございます。 

○総務部次長（宗條） 次の４項、戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳等事業につきまし

ては、後ほど、民生部から御説明いたします。  

  少し飛びまして、９８、９９ページをお願いいたします。中ほど、５項、選挙費、１

目選挙管理費、選挙管理事務事業でございます。  

  この事業は、選挙管理委員会の運営経費として、選挙管理委員の報酬、選挙システム

に係る経費等を計上するもので、事業費全体では１９４万円、対前年度比１２万１,０

００円、約５.９％の減額となっております。 

  減額の要因は、クラウドに移行した選挙システムについて、外部支援による運用から、

職員による運用へと切り替えたことに伴います。  

  歳入の特定財源、国県支出金１,０００円は、在外選挙人名簿登録事務委託金でござ

います。主な事業費は、選挙管理委員報酬３８万５,０００円、選挙啓発等に伴う需用

費７３万５,０００円、選挙システム使用に係る役務費７７万８,０００円でございます。 
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  続きまして、このページ下段から次のページにかけて、２目県知事選挙費、県知事選

挙事業でございます。この事業は、本年１１月の任期満了に伴う県知事選挙に係る経費

を計上するもので、事業費は９０５万８,０００円でございます。  

  歳入の特定財源、県支出金９０５万８,０００円は、県知事選挙委託金で事業費と同

額でございます。 

  支出科目につきましては、投票日及び期日前の立会人、管理者の報酬、事務従事者の

時間外手当、消耗品等となっております。 

  主な事業費は、投開票等の従事に伴う職員手当３８６万８,０００円、入場券郵送等

に係る役務費１３３万円、投票用紙自動交付機取得に係る備品購入費８３万７,０００

円でございます。 

○商工観光課長（時光） 続きまして、１０２、１０３ページをお願いいたします。２款

総務費、６項統計調査費、１目統計調査費の広島県統計協会、統計庶務でございます。 

  この事業は、広島県統計協会に関する庶務等の事務を行うもので、事業費は、１万３,

０００円で、主な事業費は、広島県統計協会市町負担金の９,０００円でございます。 

  次の、経常統計調査事業は、学校基本調査、工業統計調査に係る事務を行うものです。

事業費は、３７万４,０００円で、本年度より２８万円、２９７.９％の増となっており

ます。 

  増額の理由でございますが、本年度、経済センサス活動調査の実施のため、実施され

なかった統計調査の事務費分が増額となったものでございます。歳入の特定財源、国県

支出金は、統計調査交付金で、事業費と同額の３７万４,０００円でございます。主な

事業費は、統計調査員報酬の２３万６,０００円、需用費、消耗品費の１０万２,０００

円でございます。 

  次の臨時統計調査事業でございますが、来年度は、就業構造基本調査と住宅・土地統

計調査単位区設定を行うもので、事業費は、５４万２,０００円、本年度より７８万３,

０００円、５９.１％の減額となっております。 

  減額の理由でございますが、今年度は大規模な経済センサス活動調査があったため全

体予算が減額となったものでございます。 

  歳入の特定財源、国県支出金５４万２,０００円は、就業構造基本調査交付金、住

宅・土地統計調査単位区設定交付金等の統計調査交付金で、歳出額と同額でございます。 

  主な事業費は、就業構造基本調査の調査員報酬２９万４,０００円、住宅・土地単位
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区設定指導員報酬１０万７,０００円、１０５ページになりますが、需用費の消耗品費

１０万円でございます。 

○企画財政課長（西村） 続いて、このページの下段から次のページにかけて、７項監査

委員費、１目監査委員費の監査事務一般でございます。 

  この事業は、監査委員の報酬及び監査委員活動に係る事務費等を計上するもので、事

業全体で１３４万８,０００円で、本年度より３万２,０００円、２.４％の増でござい

ます。 

  主な事業費は、監査委員報酬９６万８,０００円、費用弁償等の旅費１７万３,０００

円でございます。 

  議会費、総務費は以上でございます。 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。それでは、ただいま説明が

ありました５８ページの議会費と１０７ページまでの総務費について、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） ８７ページの筆の里工房の補助金が前年度より増額されているんですけ

れども、補助金団体がふえたのか、できれば内訳を教えていただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 補助団体等がふえたということではなくて、内訳を言いますと、

企画展示１,３００万円、筆の里工房の自主事業の補助金で言いますと２,２００万円、

こちらは昨年度より減額になっておろうかと思います。それから、筆の里工房管理費運

営事業、こちらは人件費でございますが、こちらが若干の増。それから、一番大きなも

のは地域の芸術環境づくり事業補助金、こちらが昨年度、観光推進事業のほうで計上し

ておりましたが、今年度、筆の里工房の事業ということで、こちらに予算を移したとい

うのが一番大きなものだと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 



－30－ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 多分総務が一番たくさん持ってらっしゃるんだと思うんですが、例えば

総合戦略推進会議とか、いろいろそういう委員会を持ってらっしゃると思いますが、ち

ょっとそのメンバーを、後でいいです、ちょっと資料をいただけませんか。いろいろな

委員会があると思います、協議会とかね。よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） ８３ページの定住交流促進事業の中で、草刈り業務とか警備業務とい

うのがあるんですが、これはどこのことでしょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 草刈り業務、警備業務につきましては、ふでりんマーケットを

筆の里工房の下の芝生の池との間のところで開催するんですが、その際、駐車場から渡

ったりするのに危ないということで、警備員を配置したり、事前の草刈りを行って、皆

さんにきれいなところで過ごしていただきたいということで草刈り業務を上げておりま

す。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） ということは単発のことということなんでしょうけど、委託料が●●

●●●●円ぐらい計上されているようなんですが、これは別のものも入ってるんでしょ

うか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村企画財政課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画財政課長（西村） この費目につきましては、交通輸送対策等を計上しております。

委託料はそういった意味で●●●●●万という形になっております。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山吹委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山吹） 私が説明を聞いて忘れておるんだと思うんですけども、ちょっと聞かせ

てほしいんですが、８３ページ、２款総務費、２項企画費、３目地域振興費の住民参加

型まちづくり施設整備事業補助金の１,８００万がありますね。ちょっと内訳、内容を

ちょっと。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 住民参加型まちづくり施設整備事業補助金、こちらのミント、

民間都市開発推進機構から受けました拠出金をもとに行っているもので、補正予算で今

回減額させていただいたんですが、来年度、また募集を行いまして、住民の参加を募り

たいというふうに考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） ６９ページですが、町制１００周年に向けての５００万の支出というこ

とになってますが、６９ページ。町制施行１００周年記念事業で５００万ありますが、

これはどの程度のものをことし計画されて、来年のために準備されるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） まず、１００周年事業全体像でございますが、記念式典、これま

でも節目節目の記念事業として実施しております。これにつきましては、平成３０年の

秋の実施を軸に、今後検討を進めてまいりたいと思っております。それ以外に、例えば

夏祭りの開催でありますとか、フラワーフェスティバルへの参加、あるいはＮＨＫのど

自慢の招致、こういったものも現在考えているところであります。 

  また、いわゆる冠事業につきましても、年間を通じて設定いたしまして、各種団体か
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らも１００周年を盛り立てていただきたいというようなことを考えております。 

  このたび２９年度の当初予算で計上させていただきました５０５万８,０００円につ

きましては、これはただいま申し上げました事業とは別に、１００周年という大きな節

目でありますので、職員でプロジェクトチームを編成いたしまして、記念事業の提案を

受けて採択した事業にかかるものであります。 

  具体的に申し上げますと、町制施行１００周年のロゴマークを制作する事業を進めて

おります。これにつきましては、芸術類型を持っております熊野高校のほうに協力をい

ただきまして、既にロゴマークについては決定をさせていただいております。現在、ポ

スターを制作中でございます。このロゴマークをさまざまな面で活用して、町制１００

周年、あるいは熊野町をＰＲしていきたいというふうに考えております。 

  また、町制１００周年の記念誌を制作することといたしております。これにつきまし

ては２９年度、３０年度の２カ年を通じて制作することといたしております。 

  また、記念イベントといたしまして、ギネスに挑戦するイベントを予定しております。

これも２９年度と３０年度の２カ年を通じて準備を進めることといたしております。こ

れは先ほど申しましたが１,０００人が同時に漢字の「百」の字を書くことに挑戦をい

たします。 

  また、ＩＴを活用するなどして１００周年を迎える本町をＰＲするとともに、熊野町

のオリジナルの絵本を制作するといったことも考えてございまして、それに関連する経

費として５０５万８,０００円を計上させていただいております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 続いて、７１ページに委託料、町制１００周年の委託料ということで、

金額は出てないんですけど、これは何をするための委託料になるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 委託料のうち主なものにつきましては、町制１００周年記念誌を

作成する業務について、出版社等に委託をする経費、これ●●●●円ほど計上させてい
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ただいております。そのほか、先ほど申しましたギネスに挑戦ということで、これにつ

いては専門のコンサルティングを行う業者のほうにギネスへの申請から本番までをサポ

ートいただく。例えば公式の記録員を派遣していただいてギネス計画どおりに達成でき

たかどうかといったような判定をしていただくにしても、専門のコンサルにお願いする

必要がございますので、そういった経費を計上させていただいているところでございま

す。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 続きまして、ページ８５、バス路線補助金で１,７００幾らでしたっけ、

出てますよね。これって今後、広島電鉄さんが頑張っていただいていってるわけですけ

ど、この金額というのは今後、これ去年、おとどし、その前とずっと比較して、どうい

う状態で推移しておるんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村企画財政課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画財政課長（西村） バス路線ですけども、阿戸線につきましてですけども、平成２

６年に補助の見直しを１回行っております。その後の状況ということで申しますけども、

平成２６年に１,７３０万余りを支出しております。その後、平成２７年、昨年度は１,

６００万円でございました。平成２８年、本年度が１,７７０万円を支出することにな

っております。今年の予算というか、２８年度の支出を見て２９年度計上させていただ

いておるといった状況でございまして、上がったり下がったりというのが現状１００万

円単位で、現状で１００万円単位で上がったり下がったりといった状況でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） だから、今後の見込みとして、利用者が減ってきてるじゃろうと思うん

ですね。当然、就業して広島へ出ていく人も減ってきてるはずですから。そうした場合、

バス路線補助金がどんどんどんどん上がっていくんかな、どうなんかなという。当たり
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前のことですけど、ちょっと確認したいですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） おっしゃるように、利用者のほうは減ってきとるのが現状で、それに

対しましてバスの利用促進という形のもので運動もやっております。実際に、今後の形

態としてどうするかというところなんですけど、やはり町内に公共交通が走ってなかっ

た場合には、いろいろな形の面において、地域の中の資産価値が下がったり、またバス

路線がないからということで人口減にもつながっていく可能性もあるということを考え

ていきますと、やはり町としてもバス路線は維持をしていきたいと思ってます。 

  また、これにつきましては、現時点では広島市さんも負担を一部分していただいてる

というのがございまして、こちらのほうとも、広島市さんともよく協議をしながら、今

後ともできる限り、町とすればこの路線がなくならないような形を考えていきたいとい

う思いでおります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） これは将来の話になるとは思うんですけど、例えば営業所までは広電さ

んにお願いして、そこから先は、例えば阿戸までの路線バスを広電さんの子会社である

とかなんとかに委託をするとか、そうした場合の試算をされて、資産価値が、当然この

熊野町に路線バスがないということになれば資産価値もどんどん下がっていくし、人が

来るとかそれ以前の問題になってしまうので、そこらも含めた研究をそろそろ始めてい

いんじゃないですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 実は、以前にちょっと調査をしたことがございまして、広電さんと協

議をさせていただきましたそのときが、１日６便で２,０００万の負担金を払っていた

だきたいということだったです。今現在の現状が２,０００万ちょっと以内ということ
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なんですけど、それで便数も多いと。いうのはやはり公共交通として全体的なところの

スケールメリットという形の中に、バス会社さんのほうが企業努力の中で運営していた

だいてるとこもございますので、これは町単独で補助金を出すということになってきま

すと、ただいま申しましたように、実はこれは何でやったかというのが、今のおでかけ

号の前身となる町内のバス路線というのを広電さんのほうとちょっと話をしてたんです

けど、それで１日６便で走らせた場合の単価というのを出していただきました。それが

２,０００万という金額で、なおかつバスも購入をしなければいけないとかいろんな形

の観点がございましたんで、できる限り今の状況の中で広電さんのほうを有効に活用し

ていきたいなという感じは持っております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） しつこく言います。広電さんが呉地区を引き受けてやられてますよね。

そうした中で、例えば焼山あたりは朝日交通さんという、名前を出させていただきます

けど、広電さんから委託を受けて巡回をしていると。富士交通さんがやられたりとか。

要は、主要路線は広電さんがやっておられて、枝になるところはそれぞれのタクシー会

社に広電さんのほうから委託をして十分に回しているというのもあるんで、ちょっと前

とは考え方が変わってきてるんかなというふうに思うので、そこらあたりが恐らく研究

はされていると思いますけど、再度研究していただきたいなと思いますが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 確かにいろんな形で形態が変わってきてると思います。 

  実は、以前に研究させてもらったときの例で、ちょっと古い話になるんで申しわけな

いんですけど、以前にもお答えをさせていただいた状況の中で、メイン道路を通るので

あれば、これは路線としては確定できるんですけど、城之堀線とか、いろんな形の路線

を使った形の交通体系というのは、熊野町でははっきりいって困難なとこがございます。

というのは道幅が狭いということで、そこの中を一定の公共交通を走らすためには一定

の整備をしなければいけないと。城之堀線だけを整備するんでも２億円程度はかかるだ
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ろうという形のその当時試算をしておりました。 

  また、ならメイン道路のほうを、そこの中では重複した形で走れるかということにな

ってきますと、それはまた広電さんとされても、できることであれば、もし民間、もし

くは町が独自でやられるんであれば、広電とすれば協力はするよというお話で、そうい

うお話を以前から協議をしておりました。 

  今、現時点でまたその形が変わってるかもわからないんで、そういった形のものにつ

いては、またさらに広電さんのほうとも協議をさせていただきながら、今後の対応とい

うのは考えさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） ７７ページの行政情報化事業なんですけれども、先ほど情報漏えい防止

のためにシステムを変えたといったお話があったと思うんですが、今までと何がどのよ

うに違って、どのように強化されているのか、具体的に教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 情報システムのセキュリティー強化というところでございますが、

ちょっとこれ繰り返しになるかもわかりませんけれども、ちょっと説明させていただき

ますと、平成２７年に日本年金機構から大量の個人データが流出するという、これはイ

ンターネットを通じて流出するという漏えい事故が起きました。当時、マイナンバーの

制度を導入する直前であったということがありまして、国のほうが、個人情報を管理す

るシステムについてインターネットから完全に遮断するようにという、自治体に指示が

ございました。従来のように通信を一定制限をしてセキュリティーを強めるという対策

ではなくて、もう通信自体を遮断するようにという、極めて厳しい内容の取り組みを求

められたというところであります。 

  御存じのように、今の時代、インターネットを利用しなければ全ての業務がとまって

しまうというような状況にございます。それで、これは本町については３段階に分けて

このセキュリティー対策を講じるということといたしました。 
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  第１段階目につきましては、住民の個人情報を扱う基幹系と呼んでおりますネットワ

ークがあるんですけれども、まずこれについては住民の皆様の情報がかなりのものが蓄

積しているということで、これをインターネットから遮断いたしました。これは平成２

７年度に完了しております。 

  ２段階目といたしまして、第１段階でインターネットから遮断いたしました基幹系に

ついて、庁舎内のネットワークからも切り離すと、基幹系と情報系というシステムをそ

れぞれ切り離すということで、住民の情報が入っている基幹系というシステムは完全に

孤立化を図るということといたしました。これも２７年度に完了いたしました。 

  このたび行政情報化について増額をお願いするということになるのは、この３段階目、

最終段階の対策でございますが、情報系というネットワークにつきましてもインターネ

ットから遮断をしていくという対策になります。これについては、先ほども御説明いた

しましたように、インターネットから遮断いたしますと業務そのものが立ち行かなくな

るということでございますので、インターネットから得られる情報について、詳しく私

も説明できませんけれども、機器を用いて完全に情報の中を無害化をいたしまして、イ

ンターネットからの情報を入手したり、インターネットを通じたメールのやりとりを完

全に無害化するという仕組みがどうもあるようでございますので、そういった仕組みを

導入して、セキュリティー強化、強靱化を図るというものでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） それについては業務には支障がないんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 全く支障がないわけではございませんけれども、支障がないよう

な形でシステムを組むと。多少使い勝手が悪くなろうかとは思いますけれども、支障の

ないような形でシステムを組んでいくということでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ９３ページをお願いします。収納事務事業なんですが、収納率向上のた

めに徴収をする、そういった考え方をちょっと教えていただきたい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花税務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○税務課長（立花） 徴収率向上につきましては、従前より公正公平な課税、収納に努め

ておるわけでございます。まず、課税のものにつきましては、本当に正規な課税を徹底

するということ。それから収納にいたしましては、収納の機会をふやす、例えばコンビ

ニ収納、それから銀行窓口、そこら辺で徹底をするようにしております。それから、納

期限内に納められてない方につきましては、従前よりやっております督促状、それから

催告を３回ぐらいいたしております。それから、それに応じられない方につきましては、

滞納処分という差し押さえ予告でありますとか、実際に銀行預金であるとか、そういう

債券類を中心に差し押さえを強化させていただいております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ありがとうございます。 

  コンビニでの振り込み状況は、毎年どのような状況ですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花税務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○税務課長（立花） 収納額といたしましては３億２,４００万程度ございまして、割合

といたしましては、全体で言いますと２５％弱ぐらいの割合で推移をしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（民法） ありがとうございます。 

  それと、新たにまだそういった施設いうか、ふやすと言われたんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） ちょっと待ってください。今、数字を確認します。パーセントがちょっ

とね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 実は私も資料を持ってないんでほんと申しわけないんですが、今の

収納額は３億３,０００万近くを収納しております。コンビニ収納は現年度分のほうは

非常に多くて、これは５割近くて４８％ぐらいあると思うんですけど、そういう状態で

す。今の２０というのは恐らく滞納分。滞納分というのはなかなか入らないで、これが

２５％ぐらい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花税務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○税務課長（立花） 先ほど申し上げたパーセントにつきましては、主な収納方法といた

しましては、コンビニ収納、金融機関、それから口座振替というのがございまして、全

体の中で言いますと２５％弱ぐらいということでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） コンビニでの利用者は年々どうなんですか、ふえつつあるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花税務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○税務課長（立花） 年々ふえる状況でございまして、特に滞繰分、過年分のものにつき
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ましては、顕著に伸びておるような状況がございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） ２款２項５目の国際交流費、８６ページでございますが、筆まつりにお

いて米軍基地から米兵のほうを招待されておるということでございますが、これで町民

がどれだけ国際交流をしておるのかということと、あと例年続けてるようなんですが、

どれだけの効果があるのかなということと、あとどう評価しておるのか、お願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 筆まつりへのアメリカ岩国基地の方の招致でございますけど、

昨年で言いますと、雨で残念ながら二十数名ということになったんですが、予定では４

０名ぐらいの方が来られるということ。これは続けてきた結果でございますが、そのツ

アー以外に独自にお越しになられる方も結構多いというふうに伺っております。町民の

方、それから町外の方も多くいらっしゃる祭りで、そういった外国人の方がどんどんふ

えてくるというのは、町民の方にとってもそういう触れ合いの場につながるんではなか

ろうかと思います。 

  また、その当日は筆を使った競書のほうにも皆さん積極的に参加してくださっており

まして、そういう書の体験等を通じて熊野町のことをまた基地に帰られていろんなお話

をしていただくのではないかというふうなことで、ある程度の効果はあるんじゃないか

というふうに見込んでおります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 聞きたかったのが、町民がどれだけ交流をしておるのか。そういう場を

設けてこういう事業をされているのか、そういったことをちょっとお伺いしたいです。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 直接町のほうでそういう企画をというのは、１回目のときにＫ

－ＪＩＮで町民の方と一緒に絵手紙等の作品の制作というのをさせていただいたんです

が、最近でも筆まつりのほうへ来ていただいて、そこでいろんな人と、特に競書大会で

はそこでお世話いただいてる高校生の方たち、そういった方との触れ合いにはなろうか

と思いますし、例えば自由時間を設けて自由行動等もされております。そういったとこ

で、いろんな道を聞かれたりとか、そういうことはあるんじゃないかというふうには思

っております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 済みません。直接町民と交流ができる事業ならまだちょっと納得もでき

るんですけども、将来的にこれをどのようにつなげていきたいのか。そのあたりをお願

いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） この事業につきましては、当初は町のほうでいろいろバスのお

世話とかを考えておったわけでございますけど、米軍基地のほう、バス、それからいろ

んなイベントの参加費、全て自前でしていただいておりまして、町のほうで一切費用が

かからない、ただ関係を町は持っていくというようなレベルでございますので、どんど

ん来ていただく、町に費用がかからずに来ていただくということは可能だと思っており

ますので、お声かけはしていきたいというふうに考えてます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） あと別件なんですけど、小まいところなんですが、全体的な通信運搬費

のことでございますが、ことしの６月から郵便料金、少し値上がりする事項があるんで
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すが、その辺も加味してこちらのほうの通信運搬費のほうを算定されているのか、お願

いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村企画財政課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画財政課長（西村） 通信運搬費、増額を見込んで計上いたしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） ７９ページ、企画一般事務事業なんですけれども、ふるさとチョイスに

参画されるということで、これいいことかなとは思うんですが、費用対効果はどのぐら

い見込まれてるのか、お伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村企画財政課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画財政課長（西村） ふるさとチョイスでございます。民間の運営するウエブサイト

ということでございますけども、これに参画することによりまして、現在はそれこそ申

込書をメール、あるいはファクス等でいただいて、申込書が来られたらその方に郵便局

で納付できる納付書というのをお送りしてる状態です。それで納付していただいており

ますので、ちょっとあれなんですけども、それがふるさとチョイスに入りますと、ふる

さとチョイスのサイトそのものから直接申し込みができて、クレジット決済で、直接そ

こから納付までしていただけるような状態になります。これが年度途中になりますので、

今回ここで見込ませていただいているのは平成２７年度の２割増ぐらいを見込ませてい

ただいて、計上させていただいてるといった状態でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） それは見込みということで、例えば他町で参画されているところが、そ

れまでと変わったというようなところを調査されてしてるというわけじゃないんですか。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村企画財政課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画財政課長（西村） 若干調査はいたしますけども、やはり記念品等の内容が異なる

ということがございまして、なかなか結果のほうには結びつけてないといった状態もご

ざいます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 今、課長がお答えしたとおりでございますが、非常にアクセスの多

いサイトがありまして、また今言いましたように、我々の事務が簡素化するんじゃなく

て、利用していただく方がすごく便利になる、する機会の選択肢としてふえるというこ

とがありまして、そういうことでそこにぜひ我々もエントリーしたいということでござ

います。 

  事務がというのもあるんですけども、どうもその利用者のほうが支払いの都合なんか

もあって便利がいいというのもどうもあるようなふうで、ぜひこういうのに期待してお

るということです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） 先ほどの国際交流という、８７ページのとこなんですが、大げさな話じ

ゃない、個人的にホームステイを２年間ほどさせていただいたときに、先般、先日させ

ていただいたときに熊野町で３名の方がたまたま顔を合わせて、今度一緒にやりましょ

うやというような話になった。私個人はお土産というか、記念にと思って筆とすずりの

セットの小さいやつがあるんで、それを差し上げたんですが、今回来られたのはスリラ

ンカの人で、前回はタジキスタンで、全く筆なんかを扱うようなところじゃないみたい

なんで、交流になるかどうかわかりませんけども、これからもしそういうことがあった

ときに、できれば以前話で聞いたようなことがあって、民俗芸能というか、熊野の筆踊

りを披露したとかいう話も聞いたことがありますんで、もしそういうような、１人でな

くて、何団体かそろって一緒にお招きするといったときには、何か協力してもらえるよ
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うなことがあるのかどうか。 

  今回、たまたま平谷の自治会の人が新年会のようなのをされておったとこ、そこに飛

び入りで入らせていただいて、いろいろと余興などにも参加したんですけども、非常に

盛り上がりました。それが何の効果があるのかよくわかりませんけども、できることな

らまたそういった面も少し振興していただけばいいんじゃないかなと思いますけども、

そこらあたりのことを何かお考えというか、ありましたらお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 国際交流事業４４万幾らということで本当に少ないんですが、将来的に

はやはりインバウンドということを考えると、今のうちから種をまいていきたいという

気持ちはあります。 

  それから、ホームステイは今完全にちょっと私的な部分が強うございまして、実を言

いますと、ホームステイの団体が集まる場所というのは、先ほどこの補助金の中に組ん

でおりますが、入館料であるとか、そこでは組んでます。その場所で私は呼ばれて挨拶

を今しております。先日も平和資料館、ここで挨拶をさせていただきました。六十何名

の高校生の前で熊野町の紹介。こういったことを将来的には町がもうちょっと力を入れ

て、西部に今地方創生で整備資金を使って整備する。ここら辺あたりも、２階あたりで

そういったおもてなしをしたいなという考えは持ってます。だから、この二つの面から

ですね。予算につきましてはいろいろ厳しい面があるんですが、もう少し増額、将来的

には増額していきたいという思いです。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 先ほどバスの話が出たんで、ちょっと２点ほどあるんですが、一つは、

教育部門のところで言うべきかと思っておったんですけど、今、阿戸線の利用者をふや

す手だての一つ、きっかけとして、小・中学生、特に中学生の東部の方々が東中学校へ

通うのに、今は自転車だと思うんですが、広電バスを利用してもらって通学してもらう

と。もちろん何らかの援助が必要だとは思うんですが。そういう少なくともそうやって
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バスに乗ってもらうというきっかけづくりになるんじゃないかと思って、小・中学生と

か熊高生あたりに何らかのアプローチができんかなというふうに思います。 

  それから、もう１点は、やっぱり同じことなんですけど、阿戸線は今営業所でとまり

ますから、営業所で乗りかえないといけない、広島のほうへ行くのにね。そうすると１

００円ぐらい余計にかかるんですよ。ちょっと記憶は定かでないんですが、西のほうで

カードを利用するとその乗りかえ費用がかからないようなやり方でやり出したという話

をちょっとぼんやり聞いたことがあるんですが、その辺、広電さんと何か協議してもら

って、そういうのを、乗りかえ費用がかからないようにすれば、やっぱり若干、町内外、

内側のほうのバスも利用しやすくなるんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいか

がでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） このバスの助成金のさっきの話もあるんですけども、まず乗客が減

ったりということで増減してるということだけじゃなくて、やはり会社がその区間に運

営する全体の経費を機械的に幾らかかったかということもあるから、そういう要因もあ

ってちょっと増減するというのをちょっと御理解いただいた上で話したいと思うんです

けど、いろいろ検討もしなければいけないんですが、御存じのように、阿戸線の運行に

係った経費のうち、収益部分、お客様が乗った部分以外を町が補填するような格好にな

っているんですよね。だから、それをほかに補助を回して乗ってもらって、そこをやっ

たら、またそういう問題もあるわけでございますので、慎重にやるべきかなというふう

にもちょっと思うんです。行政がお金を投資する効果を出すためにはですね、というの

がちょっとございます。 

  ただ、やっぱり公共交通機関を乗っていただくのに、先ほど乗り継ぎとか、やっぱり

どうしても定時制を保ちたいということで、それと矢野駅とのアプローチはすごく便利

がよくて多いという広電さんのお考えもあって、どうしてもそこを強化されるというこ

とがあってフィーダーのような格好になっております。 

  だから、我々がお願いできるのは、スムーズに乗り継ぎができることと、そこで料金

のロスの出ないようにということで、毎回、年に何度か会合を行っておりまして、その

分は強く強くお願いをしてるんですが、いろいろシステムのことなんかもあるんだと思
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いまして、広電さんのほうでも検討課題というふうに受け取っていただいております。

引き続き、強くは要望しますので、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、１０３ページの経常統計調査事業なんですけれども、ここ

に計上されてます報酬、工業統計調査員報酬というのがあるんですが、どういった方が

いらっしゃって、具体的にどういうことをされるのか、教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 統計調査費につきましては、今毎年募集をかけまして、登録制

という形で登録をしていただいている方がいらっしゃいます。そういった方の中から、

各地域のそういう工場、そういったところを回っていただいて、工場の現状についての

調査をするわけでございますが、毎年決まった方ではなくて、その中からしていただけ

ると、協力いただけるという方を調査員にお願いしまして、調査を行ってるというとこ

ろでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、どういった方をというふうにお聞きしたんですけども、今

の説明ではちょっと意味がわからないというか。いわゆる誰でもいいのか、何か条件が

あるのか、具体的にどういうことをされてるのかいうことをお聞きしたいんです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 先ほど登録と言いましたが、登録に条件というのがありますけ

ど、ただ調査員としていろいろ歩いていただいたりとかする必要がありますので、健康

な方で意欲のある方ということでしております。ただ、登録のときにはこういう仕事を

しますよというのを、歩いたりとか車で移動することもありますけど、そういった条件
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等はお話をしまして、登録をしていただいて、その方にお願いをしておるという形です。 

  内容といたしましては、国勢調査でも何の調査でも一緒なんですけど、対象のところ

に行って、調査表の聞き取り等、聞き取りじゃなかった、調査表をお渡しして、その内

容について説明をして、後で提出していただくと。配布と回収という形になると思うん

ですけど、そういう業務をしていただいております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） じゃあ専門的な知識がなくてもできるということですね。そういうふう

に捉えていいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） その調査ごとに事前に説明会を行っておりますので、その説明

会で、こんな内容の調査でこういうふうに説明をしてくださいというようなことも全て

説明をしまして、その後に調査に入っていただくという形ですので、特に必要な資格と

か、そういうものはございません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 具体的に調査というのは１年間に何回ぐらい行うんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 工業統計調査でいきますと、説明会があって、１回、一度配布

して回収。ただ、その中で回収に行ってもいただけない場合とかありますので、その場

合は何度か回収ってことですが、調査自体は１度ということになります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 暫時休憩いたします。 

  再開は１１時１０分です。 
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（休憩 １０時５８分） 

（再開 １１時１０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは休憩前に引き続き、総務厚生分科会を再開い

たします。 

  議会人総務費について引き続き質問があればお願いします。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、８３ページなんですが、定住交流促進事業、大学生の体験

宿泊というお話があったんですけども、これは具体的にもう流れているのか、できれば

教えていただきたいんですけど。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 来年度の事業につきましては、現在、受け入れ先、町内での受

け入れ先、宿泊場所ですね、そういったところのアンケートを行っているところです。

どうしても筆の関係者ということで、筆組合等も協力いただきまして、筆の事業所等に

アンケートを出しまして、来年度のお願いというのをしている状況でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 申し込みは今からということでよろしいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 新年度になりまして、観光推進協議会を開きまして、日程等を

調整した上で、各大学への申し込みの御案内をさせていただくという流れに考えており

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  竹爪委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） ６７ページの庁舎の維持管理事業でございますけど、需用費の中の光熱

水費、今電気量とか水代でございますけど、昨年度に比べてもあると思うんですけど、

電力の自由化ということもありまして、その辺の中身をちょっと教えてほしいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 庁舎の維持管理事業で、需用費の中に光熱水費ということで１,

２８０万４,０００円ほど計上させていただいております。その中で一番大きいのが今

御指摘いただきました電気料金ということで、１,１００万円強ということになってご

ざいます。 

  電力の自由化ということで、近隣の市町でも新電力を導入してるというようなところ

も確かにございます。また、一方で、これは呉市で起きたことでございますが、新電力

を導入した後、その新電力の経営が立ち行かなくなってというようなことも起きてまい

っております。 

  この新電力を入れることによって、確かに経費的な面では下がってまいりますので、

ただこれは今現在我々が検討しておりますのは、中電のほうと協議をして、この料金体

系は何とかならないかというところを、今のところは協議をしているところでございま

す。というのが、やはりただ単に電気を購入するだけではなくて、中電さんとはいろん

な防災関係の協定等も結んでいるということで、非常に町行政ともつながりが深い面が

あるということで、新電力に近いような単価でもし中電さんが供給いただけるのであれ

ば、そういった選択もあるのかなというようなことも考えられますので、今ちょっと研

究をさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 竹爪委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） よろしくお願いいたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、続いて商工費、消防費、公債費、諸支出金、予備費について説明

をお願いいたします。 

  時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯商工観光課長（時光） それでは、商工費から御説明をさせていただきます。１７２、

１７３ページをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費の商工振興事業でございます。 

  この事業は、熊野町商工会への助成を行うとともに、熊野町中小企業融資制度の運用

による、中小企業向け融資の円滑化を通じて、地域商工業の振興を図るもので、事業費は、

１億３,２９６万８,０００円、本年度より５９３万８,０００円、４.７％の増額となって

おります。 

  歳入欄の特定財源「その他」の１億２,０００万円は、中小企業融資預託金元金収入

でございます。 

  増額の主な要因は、昨年、くまの産業団地で操業を開始された事業所への企業立地奨

励金の増によるものです。 

  主な事業費でございますが、熊野町商工会への補助金６３０万円、就業促進事業分３

０万円、くまの産業団地企業立地奨励金５９５万円、中小企業融資制度預託金１億２,０

００万円でございます。 

  次の、消費者啓発事業は、民生部生活環境課から御説明いたします。 

  １７４、１７５ページをお願いします。筆産業振興事業でございます。 

この事業は、筆産業振興に係る熊野筆事業協同組合や筆まつり実行委員会等に対し、補助

金の交付等の支援を行うもので、事業費は、９８０万６,０００円、本年度より、３５４

万５,０００円、２６.６％の減額となっております。歳入の特定財源その他は８６５万５,

０００円で、内訳は、筆の里づくり基金繰入金４７５万５,０００円と、広島県振興協会

の協働のまちづくり事業助成金３９０万円でございます。 

  減額の主な要因は、本年度、本町で開催いたしました文房四宝まつりの実行委員会補

助金の減によるものです。 

  主な事業費は、筆組合への筆職人後継者育成事業の町補助金２４４万６,０００円、
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筆の日実行委員会補助金１２６万円、筆まつり実行委員会事業補助金５１５万円でござい

ます。 

  筆まつり実行委員会事業補助金は、昨年の筆まつりが雨のため、例年生じておりまし

た繰越金が見込めないことから、本年度に比べ３０万円の増額としておるところでござい

ます。 

  次に同じページ下段の、２目観光費の観光推進事業でございます。 

  この事業は、町の観光推進を行うもので、広島県観光連盟や広域市町と連携した観光

ＰＲ、誘客活動の実施、筆の里工房や観光案内所筆の駅を活用した観光推進を行います。 

  事業費は、４２８万９,０００円で、本年度より６２４万１,０００円、５９.３％の

減額となっております。 

  歳入の特定財源、その他は名刺の台紙販売による観光推進諸収入６万円、広島県町村

会の町の魅力発信事業助成金６０万円と町イチ村イチ助成金３０万円の計９６万円でござ

います。 

  減額の主な要因は、商工会に新たな食の開発を委託して実施しておりました魅力ある

観光地づくり事業委託料の減と、地域の芸術環境づくり事業補助金の筆の里工房事業への

予算の組み替えによるものでございます。 

  主な事業費は、町イチ村イチへの参加とオリンピック・パラリンピック首長連合の打

ち合わせ会や事業への参加に係る旅費４６万３,０００円、町の散策マップ等のパンフレ

ットの印刷製本費１２５万５,０００円、負担金補助及び交付金では、広域的に連携し観

光ＰＲを行っております関係協議会への負担金と筆の駅への運営費補助金の観光ＰＲ推進

事業を合わせて 

１３５万３,０００円でございます。 

◯総務部次長（宗條） 続く、７款、土木費につきましては、建設部から後ほど御説明を

させていただきます。 

  それでは、２０４、２０５ページをお願いいたします。  

  ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、常備消防運営事務事業でございます。 

  この事業は、火災、災害時における町民の生命・財産を保護するため、広島市への常

備消防事務の委託に要する経費を計上しております。  

  事業費は２億４,９１７万１,０００円、対前年度比５０９万９,０００円、約２％の

減額となっております。 
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  歳入の特定財源、その他１５０万６,０００円につきましては、行政財産目的外使用

料１,０００円と消防ヘリコプター運営助成金１５０万５,０００円でございます。  

  減額の主な要因でございますが、広島市への委託料５０２万４,０００円の減額でご

ざいまして、これは人件費等の減額によるものでございます。  

  主な事業費は、広島市への消防事務の委託料●●●●●●●●●●●●円でございま

す。 

  ２０６、２０７ページをお願いいたします。２目、非常備消防費、消防団運営事業に

ついて御説明をします。  

  この事業は、熊野町消防団員の報酬、災害時の出動や災害を見据えた訓練実施への費

用弁償、その他退職報奨金、災害補償などへの負担金を計上するもので、事業費全体で１,

９９６万８,０００円、対前年度比６４万円、約３.１％の減額となっております。  

  歳入の特定財源、その他６００万円につきましては、消防基金からの消防団員退職報

償金４００万円、消防団員安全装備品整備等助成金１００万円、消防団の装備拡充に対す

るコミュニティ助成金１００万円となっております。 

  減額の要因でございますが、訓練回数の見直しや消防団装備品の積算単価見直しによ

るものでございます。 

 主な事業費は、消防団員の報酬３２５万３,０００円、団員退職報奨金等に係る報償費

４０６万４,０００円、出動手当等に係る旅費５０９万８,０００円、消防装備品取得等に

係る需用費３０１万円でございます。 

  ２０８、２０９ページをお願いいたします。３目消防施設費、消防水利、機械器具維

持管理事業について御説明いたします。 

  この事業は、火災などの災害発生時に欠かすことのできない消防水利や防災用資機材

の整備、維持管理に要する経費を計上するもので、事業費全体で９０６万２,０００円、

対前年度４８９万２,０００円、１１７.３％の増額でございます。 

  増額の要因でございますが、消防積載車両及び小型動力ポンプ各１台の更新を見込む

ことによるものでございます。 

  主な事業費は、車両及びポンプ各１台の取得に係る備品購入費７０１万円、消火栓修

繕等に係る負担金補助及び交付金１００万円でございます。 

  なお、車両及びポンプにつきましては、経年によっても動力部分の性能が良好な状態

で保たれておりますので、現在、更新の在り方の見直しを進めているところでございます。 
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  続きまして、４目水防費、災害予防及び応急対策事業でございます。  

  この事業は、豪雨・地震などの各種災害に対する予防措置、被害の軽減及び応急避難

対策などを目的に、食料や生活必需品の備蓄、防災行政無線の維持管理、自主防災組織の

育成支援助成、自治会による安全安心まちづくりへの助成、広島県防災ヘリコプター負担

金などの経費を計上するものでございます。 

  事業費全体で７,７６５万２,０００円、対前年度比３,１５９万４,０００円、６８.

６％と大きく増額となっております。これは、西公民館跡地における、交流広場及び（仮

称）防災コミュニティセンターの整備に係る所要額、並びに、防災行政無線デジタル化実

施設計業務に係る所要額の計上によるものでございます。  

  歳入の特定財源のうち、国県支出金２,３２４万７,０００円、地方債３,２３０万円、

その他のうち繰入金２２０万円は、いずれも西公民館跡地整備及び防災行政無線デジタル

化に係る事業費に対するもの、その他に含まれております諸収入４０３万８,０００円に

つきましては、防災ヘリコプター負担金及び安心安全まちづくり事業に対する広島県市町

村振興協会からの助成金でございます。 

  増額要因のうち、交流広場の整備費として１,５００万円、（仮称）防災コミュニテ

ィセンターの整備費として３,０４０万円、防災行政無線デジタル化実施設計業務費とし

て１,２５２万８,０００円を計上しております。 

◯企画財政課長（西村） 続いて、２１２ページからの９款、教育費は教育部から、そし

て、１０款、災害復旧費は建設部から、それぞれ、後ほど御説明いたします。 

  少し飛びまして、２７４、２７５ページをお願いいたします。 

  中段、１１款、公債費でございます。 

  １目、元金につきましては、平成２６年度借入分までの町債に係る償還金でございま

して、５億８,４８６万３,０００円、本年度より２,２３１万１,０００円、４.０％の増

となっております。 

  増額の要因は、平成２６年度に借り入れた臨時財政対策債の償還が開始することなど

によります。 

  次に、２目、利子につきましては、平成２８年度借入分までの町債に係る利子及び一

時借入金に係る利子でございまして、５,６７２万７,０００円、既借入れ分の償還終了に

伴って、本年度より１,０１４万５,０００円、１５.２％の減となっております。 

  続いて、このページの下段、１２款、諸支出金の基金事業でございますが、この事業
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は、７つの基金財産の預金から配当される利子を、一般会計を通じて各基金に積み立てる

もので、８４万６,０００円、本年度より３７万３,０００円、３０.６％の減を見込んで

おります。 

  続いて、２７６、２７７ページをお願いいたします。一般会計の最後になります１３

款、予備費でございます。 

  予算編成時に予期しなかった予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、本年度

と同額の２,０００万円を計上いたしております。 

  総務部につきましては、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、ただいま説明がありました１７２ページか

ら１７７ページの商工費、２０４ページから２１３ページの消防費、２７４ページから

の公債費、諸支出金、予備費について質疑を行います。何かありませんか。 

  大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） くまの産業団地の奨励金ですが、これのいきさつですよね。誘致した

ときの約束とかそういうことなんでしょうかね。この辺のいきさつをちょっと聞かせて

ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） こちらのくまの産業団地の売却の際に、他の産業団地におきま

してもそのような奨励金等のものがございまして、同じ条件を熊野町でも、同じ条件と

いいますか、同じような条件を熊野町でも準備しておこうということでこの奨励金とい

うのを設けたものでございます。交渉の際にはそのようなことの準備をしておるという

ことも相手にはお伝えをしておるところでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） これは、ということはどこもある意味常識だということなんでしょう

かね。それで、この算定額といいましょうか、額ですが、どのように決められて、例え
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ば面積ですとか、雇用人数とか、そういうのに関係したものなのか。この中身の額の根

拠というのはどういうものなんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 奨励金につきましては要綱で決めておるんですが、操業を開始

した、操業開始後の固定資産税の納付額と同額を奨励金としてまずお払いするというこ

とと、あそこの土地が条件的に下水がありませんので、浄化槽の規模に応じた一部補助、

それから人の面につきましては、雇用に対しては雇用後次の１月１日を基準日といたし

まして、１年間雇用された場合、これは熊野町内にお住まいの方に限るんですが、お１

人当たり３０万円、１回限り３０万円の奨励金を支出するということになっております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） この５９５万円というのは、もうこれ１回限りということでいいんで

すね。これ２年度目、３年度目にはどうなるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 済みません、説明不足でございました。これは５年間、同様の

奨励金を支出すると。これはあくまで固定資産税のほうでございまして、雇用は１人１

回限りになりますし、浄化槽につきましても、これは初回限りということになります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 今の質問、かぶるところもあるんですけど、雇用実績とかいうのはもう

出てきてるんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） こちらの聞き取りでのものになるんですが、ニッポーさんのほ

うは今のところ町内の方というのは雇用されてないということでございます。これは人

の移動だけで、新規雇用もないというふうに伺っております。 

  ただ、ロジコムさんのほうでございますが、現在、あの団地で熊野町在住の方が８名

働いてらっしゃると。このうち新規採用者、町内からの新規採用者が５名、残り３名な

んですが、転勤で熊野町ということですが、住所ごと変えられた方が１人いらっしゃる

というふうに伺っております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 今後、例えばこれは産業団地の２社ですけども、別のパターンで、例

えば業者が勝手にということはないけれども、来た場合に、何かこういった契約という

のは起こり得るんですかね、どうなんでしょうか。このくまの団地に限った話だという

ことなんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 現在の要綱はくまの産業団地での奨励金の要綱ということにな

っておりますので、今のところは産業団地に限ったものということになっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） となると、これはないことかもしれませんが、２社のうちどちらかが

撤退を５年後にした後、また次の業者が来たとして、やっぱり起こり得るということで

すか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務部長（岩田） 済みません。業者さんがかわるというのは想定をしておったわけで

はないですけども、まず固定資産税は５年間というふうに先ほど説明があったと思いま

すので、５年の後にまた業者が変わったりしても、もうそれは終わってます。 

  それから、浄化槽の分も、本来ならどういう割合で補助をもらったら幾らぐらいかい

うのも考えた上で相手さんに幾ら出すかいうのを決めてるんですが、これはもうできて

ますので、これで終わってます。 

  問題はあと人だと思うんですけども、人はもう一応今固定資産税と同じように５年と

いうふうに要綱上つくってございますので、それ以降に業者さんが変わったり、また今

の業者さんが継続して５年以上過ぎても、それ以降の助成金については、今のところ想

定はしてないということでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 消防の負担金のことでちょっとお聞きしたいんです。２０７ページの消

防ヘリコプターの負担金と、２１１ページ、広島県防災ヘリコプターの負担金なんです

が、その実績いうか、出動いうか、出動、活動実績をちょっと教えていただきたいと思

います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 広島市の消防ヘリと広島県の防災ヘリについての負担金は、これ

は例年負担しているところでございます。運行経費に係るものについて、県と市町のほ

うで費用負担を行っているというところでございます。 

  運行実績については、詳細には把握はしておりません。会議等で示される場合もござ

いますけれども、ちょっとそれを今手元のほうで、どの程度飛行しているかといったよ

うな情報は今手元にございませんので、御説明はすることができませんけれども、年度

が始まる前に、例えば消防ヘリであるとか、防災ヘリについて、利用の希望があるかど

うかといったようなものについては、調査ものがございまして、例えば本町でいいます

と消防出初め式のほうに市消防のヘリを要請するであるとか、総合防災訓練を実施する

場合には県の防災ヘリのほうを要請するとか、そういったような形で申し込みをさせて
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いただいているところでございます。 

  済みません、運行実績については把握いたしておりません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 今年の出初め式ですか、雨で中止になり、体育館でやったわけなんです

が、これは１回の出動で幾らいうか、そういった計算になるんですか。それとも。例え

ば、最近はどうか知らんけど、新宮のほうのグラウンドへ病人が、ドクターヘリですか、

ああいったふうの関係なんかはどういうふうなんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 飛行１回当たり幾らという形でお支払いするのではなくて、年間

の運行経費の見込みに対して、県と各市町のほうで費用負担をするということになって

おりますので、熊野町の飛来回数がふえたとしても、その負担金というものは変わって

まいりません。ただ、運行経費全体が増額となった場合には、当然ながら負担費用も上

がってくるということでございます。 

  それと、ドクターヘリについては、特段町のほうで負担しているというものではござ

いません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ありがとうございます。ヘリが活動せんのが一番いいんですが。 

  それと、もう１点、２０９ページなんですが、備品購入費でちょっとお金が、機械器

具費なんですが、これはどこの分団かわかりますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務部次長（宗條） 予定では初神分団の積載車とポンプを予定をさせていただいてお

ります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 済みません、しゃべりにくいんでさっきからずっと黙ってたんですが、

一つまた内容的にもちょっと言いにくいことをまた言うんですが、補助金ですよね。い

ろんな先ほどから筆組合の補助金であるとか、いろんな補助金がありますけども、これ

は金額的に、全部は難しいですけども、ある程度一定の補助金がずっと継続しておると

いうように見ていいんですか。ちょっとそこら辺を教えてください。 

  １７３ページの例えば熊野町商工会補助金であるとかいうのがありますよね。こうい

う補助金の額ですよね。こういった額に変更があったりするか、してないか、教えてい

ただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 補助金に関しましては、毎年度、団体のほうから事業計画を提出し

てもらって、その事業明細の中で公費で負担すべきところを幾らというような形で、適

正な補助額を出して、それで執行が終わりますとその精算を出してもらって、返してい

ただく場合は返していただくと、こういうやり方を毎年繰り返します。団体の補助とい

うよりも事業に対して補助を出すということが前提になってますので、若干増減はその

年によってすることはあるかもしれませんけど、そういった作業を繰り返してやってる

というふうに理解をいただければと思うんですが。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 私は前、筆組合のことあたりを前、言ったことがあると思うんですけ

ども、やはり私はなれ合いになってもいけないし、ある程度行政としての厳しさといい

ますか、やはりそりゃ誰がというのはやりにくいと思うんですよ。担当課であるとかい
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うのはやっぱりやりにくいと思うから、できれば例えばそういう事業を実施された、そ

れに対するある程度評価委員会とか、評価をして、それに対してよくやってもらっとる

団体については、前も言ったと思います、上乗せするとかやってもらって、ない団体に

ついては厳しい査定をするとか、そういったような行政の厳しさがやはりあった、ある

程度ぴりぴりした関係でこういう補助金あたりというのはしてもらいたいなと。なれ合

いであっちゃいけないなというような気がしておるんですが、そのようなシステムは考

えておられる。今やっておられるか、あるいはやっておられないのなら今後検討される

か、ちょっと考えていただきたいと思うんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） まず結論から申し上げましたら、評価委員会というのは、補助金に

対するですね、評価委員会というのを、組織化してるってことはございません。それぞ

れ先ほど申しました方針に従って、適正にするように各課に通知を出して、処理をして

るというのが実態でございます。 

  で、先日、行革の結果をちょっと全協でお話ししたと思いますが、その中で確か、補

助金は結果的ですけど、５年間で３００万ぐらいちょっと減りましたっていう説明をし

たと思いますが、補助金の中にも当然やっぱり行政が必ず関与してやるべきものと、本

来官と民でやって、だんだんこう官のほうに自立していただいて、まあサンセットのよ

うな、こう終わっていく、補助を終わっていく事業もあると思うんですね。そういうの

を繰り返し、毎年やるうちに、だんだん減る補助金もあるし、逆に新しく始まる補助金

もあると。その結果として、３００万というのを、こないだ御紹介申し上げたと思うん

ですが、そのような形で、今のところ主務課においては、それぞれの補助金についてそ

ういった検証とかですね、積算をしっかりされとると思いますけども、今言われました

ように、まだちょっと惰性的なとこがあるんじゃないんかっていうようなこともありま

すので、そこら辺は、自分の部署に管轄する部分に関してはですね、やっぱりその専門

の部署のほうがいいでしょうから、そういったとこで検討するようにはちょっと内部の

ほうで、協議してみたいとは思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、諏訪本委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） まあ補助金だけじゃなしに、いろんな委託をしとる関係の団体もあり

ますから、やっぱりそれは、ほんと先ほど言いましたように個人じゃなしにですね、や

っぱり組織として厳しい関係をですね、それがやっぱりお互い言うんですか。まちのた

めにもなりますし、最小の経費で最大の結果という、成果、効果と言いますかね。そう

いったことにもつながると思いますので、ぜひそういう面での厳しさというのはやっぱ

り要ると思いますので、ぜひともひとつ、今後ともそういう方向でお願いしたいという

ふうに思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） はい。消防の事業費のことなんですが、先ほど聞きもらしたのかもわか

りませんけども、熊野町の消防団員が出動した回数というか、そういったこととですね、

以前、まあ私も消防団入っておりましたけども、やはり団員の団結力というか、そうい

ったものが大切だろうと思いますし、災害時には自衛隊さんと同じぐらいというか、そ

れ以上の働きを町内ではしてもらわないといけないようなことだろうと思います。 

  で、報酬というか、出動手当というか、そういったものが適正なのかどうかよくわか

りませんけども、そこらあたりのことも考えて、できることなら消防団員が不足なしに、

不満なしにですね、定数が足りなくなってもすぐに応募してもらえるような、そういう

状態になってるのかどうか、ちょっと聞かしていただきたいんですが、よろしくお願い

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、宗條次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） はい。まず出動回数でございますが、今手元に集計したものがご

ざいませんが、年間を通じて、消防団員が活動している状況について、御紹介させてい

ただきますと、水防技術習得訓練、県の防災訓練、郡の初級・中級幹部訓練、県消防ポ

ンプ走法協議訓練、普通救命講習、あと福祉施設文化財防火訓練、あと出初め式、年末

特別警戒、合同林野火災訓練、まあそのほか、駅伝等への協力、こういった内容の活動
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をしていただいているという状況でございます。年間トータルでの出動回数については、

今手元にございません。 

  それと消防団員に対する報酬の額についてどうなのかというところでございますが、

これは近年、額について改定を行っておりません。で、これまでこの額についてですね、

消防団、あるいは消防団員のほうからですね、まあ不満とかいったような声は届いてお

りませんので、この予算の中でですね、町の決めております報酬の中でですね、積極的

に訓練あるいは指導をしていただいているというふうに認識をしているところでござい

ます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） ちょっと直接の御質問とは違うんですけども、消防団員については、

退職金についてはですね、確か１年前、２年ぐらい前だったですかね。退職金の切り上

げっていうのは、議案のほうでお願いをしたように思います。 

  まあやめるときのことなんで、今消防団員さんが入っていただく、それがそのモチベ

ーションになるかどうか、ちょっとわかりませんけど、まあそういったこともやってる

ということは、御理解ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） はい。気持ちよくですね、町内の防災に努めていただくような環境づく

り、これからもよろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございません、あ、ございませんか。 

  ないようでございますので、以上で総務部門について、説明を終わりました。 

  暫時休憩いたします。再開は１３時半からということで、よろしくお願いします。 

（休憩 １１時４７分） 

（再開 １３時２６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） それでは休憩前に引き続きまして、総務厚生分科会を

開かせていただきます。 

  続きまして、総務部の一部と民生費について、説明をお願いいたします。 

  はい、堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 平成２９年度一般会計予算案の民生部門の説明をさせていただ

きます。 

  それでは、まず、７２、７３ページをお願いします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目交通安全対策費、交通安全対策事業でございます。

この事業は、年４回の交通安全運動期間中に、街頭啓発活動を実施するなど、交通事故

の防止、減少を図るための諸経費を計上しております。 

  事業費は、９１万７,０００円で、本年度より２７万８,０００円、４３.５％の増額

となっております。増額の要因といたしまして、交通安全運動推進隊の隊服購入に伴う

補助金の増額でございます。 

  主な事業費は、街頭啓発活動で使用するのぼり旗の購入や、公用車の燃料費など、需

用費２１万４,０００円、交通安全運動推進隊熊野支部への補助金５４万５,０００円で

ございます。 

  ７４、７５ページをお願いいたします。 

  次の６目防犯対策費、防犯対策事業でございます。この事業は、犯罪のない安全で 

安心して暮らせる「まち」の実現のため、町民一人一人の防犯意識を高める啓発活動や、

自主防犯組織に対する支援、夜間の犯罪防止のための防犯灯の設置補助など、町内の犯

罪件数の減少を目的とした経費を計上しています。 

  事業全体で、３９３万９,０００円、本年度より１３万１,０００円、３.２％の 減額

となっております。 

  特定財源としいたしまして、公益財団法人広島県市町村振興協会からの助成金６０万

円を充てております。 

  減額の要因といたしまして、原油価格の下落に伴う電気料金の値下げによる防犯灯補

助金が減少することによるものでございます。 

  主な事業費は、各自治会が管理する防犯灯の設置、維持管理に対する助成と、海田警

察署管内防犯組合連合会負担金の合計３７２万９,０００円でございます。 
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◯住民課長（堀野） 少し飛びまして９４ページ、９５ぺージをお願いいたします。 

  ４項戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳等事業でございます。この事業は、戸籍、住

民基本台帳及び印鑑登録原票の記載・登録・管理または諸証明の交付事務のほか、旅券

交付などの事務に係る諸経費を計上しています。 

  事業費は２,００３万５,０００円、本年度より７０万９,０００円、３.４％の減とな

っています。 

  特定財源として、個人番号カード交付事務費補助金など、国・県支出金が２１５万４,

０００円と、諸証明の交付に伴う手数料収入など、その他収入を８９４万６,０００円

計上しています。 

  事業費が減額となった主な要因は、備品購入予算の減額によるものです。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金４５４万７,０００円、機器保守及び電算処理等の委

託料が●●●●●●●●●円、そして、電算機器・ソフトウェア等に係る使用料及び賃

借料が５９２万９,０００円です。 

  次の５項選挙費以降の総務費は、総務部により説明しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（光本） 続きまして、１０６ページ、１０７ページをお願いをいたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、社会福祉一般事務事業でござい

ます。この事業は、民生委員や町民相談、原爆被爆者援護に関する事務などに要する経

費を計上しております。 

  事業費は本年度とほぼ同額の８７２万９,０００円、特定財源としまして、民生委員

の権限委譲事務費など、県補助金３１８万８,０００円を計上しております。 

  主な経費としては、生活指導委員報酬５０７万６,０００円、民生委員報償費２７８

万５,０００円などでございます。 

  続きまして、１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。 

  福祉団体助成事業でございます。この事業は、町社会福祉協議会など、社会福祉４団

体に対する活動助成金を計上しております。 

  事業費３,１１６万６,０００円、本年度より１０３万円、３.２％の減となっており

ます。 

  減額の主な要因は、社会福祉協議会補助金について、福祉移送サービス事業費の減額

によるものでございます。 
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  主な経費といたしまして、社会福祉協議会３,０５０万３,０００円、民生委員児童委

員協議会５８万３,０００円、その他母子寡婦会、遺族会への補助金を計上しておりま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 続きまして、下段、原爆被爆者健康管理・医療事業で

ございます。この事業は、被爆者援護法に基づく保健分野の援護対策といたしまして、

年２回の健康診断、その記録の保存、結果に基づく健康相談等を行うもので、事業全体

で１２万２,０００円、本年度より１万円、８.２％の減となっております。 

  県から移譲された事務ではありますが、健診業者との契約や支払いは、引き続き県が

直接行っておりますので、主な事業費は、健康診断の案内に要する役務費の通信運搬費

１１万２,０００円でございます。 

  続きまして、１１０、１１１ページをお願いします。 

  都市再生整備事業でございます。この事業は、熊野団地地区都市再生整備計画の中で、

西部ふれあい広場整備の第２期工事に要する経費を計上しております。 

  事業費は２,７０２万２,０００円、本年度より４,３００万５,０００円、６１.４％

の減となっております。 

  減額の主な要因は、くまの・みらい交流館広場への大型遊具設置及び西部ふれあい広

場整備の第１期工事の完了によるものです。 

  特定財源として、社会資本整備総合交付金１,５３０万９,０００円、公共事業等債１,

０５０万円等を計上しております。 

  主な経費といたしましては、トイレ、パーゴラ等の整備に係る工事請負費でございま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（光本） 次に、生活困窮者自立支援事業でございます。 

  この事業は、生活保護に至る前の段階の自立支援策として、生活困窮者に対し、自立

相談支援事業及び住居確保給付金の支給などを行うもので、事業費９４万９,０００円、

本年度より１５万２,０００円、１９.１％の増となっております。 

  増額の主な要因は、広島市と連携し、開始する子どもの学習支援事業に伴う負担金の

増額によるものでございます。 

  特定財源としまして、生活困窮者自立支援費国庫負担金５０万４,０００円、生活困
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窮者就労準備支援事業費等補助金９万２,０００円を計上しております。 

  主な経費としましては、離職等により住宅を喪失または喪失する恐れがある就労意欲

のある者に対し、生活保護基準の住宅扶助費に相当する額を支給する、住居確保給付金

４５万６,０００円、子どもの学習支援事業負担金１６万２,０００円を計上しておりま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 続きまして、下段の２目老人福祉費、老人ホーム等入所措置

事業ですが、この事業は、環境上及び経済的理由により、居宅において養護を受けるこ

とが困難な、おおむね６５才以上の高齢者の養護老人ホームへの入所委託に係る経費を

計上しています。 

  事業全体で２,９９１万円、本年度より１１７万２,０００円、４.１％の増となって

おります。 

  増額の要因は、委託費単価の増額によるもので、主な事業費は、入所委託者１２人分

の委託料です。 

  その他の財源６８５万４,０００円は、入所者からの費用徴収金です。 

  １１２、１１３ページをお願いいたします。 

  敬老事業ですが、この事業は、８０才以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や、長

寿祝い金の支給に係る経費を計上しております。 

  事業全体で５０７万９,０００円、本年度より２５万５,０００円、５.３％の増とな

っています。 

  増額の要因は、対象者増による、敬老会実行委員会への補助金が増額となったもので

す。 

  主な事業費は、敬老会を開催するための実行委員会への補助金として、１８５万１,

０００円、長寿祝い金の扶助費３０５万円です。 

  続きまして、老人福祉一般事業ですが、この事業は、平成１０年度整備の在宅介護支

援センターの整備費補助金として、設置主体の社会福祉法人成城会が行った、借入金償

還額の補助金と、老人クラブ連合会への補助金、災害時要配慮者把握事業に係る経費を

計上しています。 

  事業全体で４５３万円、本年度より３万８,０００円の増となっています。 

  増額の要因は、災害時要配慮者把握事業の対象者増による郵送代が増額となったもの
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です。 

  歳入の県補助金６５万６,０００円は、老人クラブ活動事業に対する補助金です。 

  主な事業費は、災害時要配慮者把握事業に係る通信運搬費６２万７,０００円、在宅

介護支援センターの整備費補助金２１０万４,０００円、老人クラブ連合会補助金１７

０万円です。 

  続きまして、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業ですが、消防法の改正により、

避難が困難な要介護者を主として入居や宿泊させる施設について、スプリンクラーと自

動火災報知設備の整備が義務付けられたため、町が指定している３つの事業所に対する

整備費補助金９１９万６,０００円を計上しております。 

  歳入は、補助率１０分の１０の国庫補助金（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付

金）です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） １１４ページ、１１５ページをお願いします。 

  ３目障害者福祉費、障害者福祉一般事業でございます。この事業は、身体障害者手帳

認定事務、障害者相談員設置事業及び障害者福祉団体助成に係る経費を計上しておりま

す。 

  事業費５４６万７,０００円、本年度より４６３万６,０００円、５５８％の大幅増と

なっております。 

  増額の主な要因ですが、障害者保健福祉計画及び第５期障害福祉計画策定支援業務委

託料の計上によるものでございます。 

  主な経費といたしましては、障害者保健福祉計画策定委託料のほか、身体障害者福祉

協会など、３団体に対する補助金５６万６,０００円でございます。 

  次に、特別障害者手当等支給事業でございます。この事業は、特別障害者手当、障害

児福祉手当の２つの手当の認定及び支給と、特別児童扶養手当の認定に係る経費を計上

しております。 

  事業費は、本年度とほぼ同額の１,１２５万４,０００円。 

  特定財源としまして、特別障害者手当等給付費国庫負担金８４２万円、特別児童扶養

手当事務費・国庫委託金１０万９,０００円、障害者福祉費・県委託金５２万９,０００

円を計上しております。 

  主な経費といたしましては、２つの手当の支給費である扶助費１,１２２万８,０００
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円でございます。 

  次に、障害者総合支援事業でございます。この事業は、障害者総合支援法に基づく、

障害福祉サービスの給付等に係る経費を計上しております。 

  事業費５億４,１４３万２,０００円、本年度より２,３２８万４,０００円、４.５％

の増となっております。 

  特定財源としまして、障害福祉サービス給付費に対する国及び県からの負担金、補助

金等を、３億９,１３９万２,０００円計上しております。 

  増額の主な要因は、サービス利用者の増加及び１人当たりのサービス料の増加、また

人工透析治療に係る更生医療費の増額によるものございます。 

  主な経費といたしましては、１１９ページ上段に記載をしております。障害者福祉サ

ービス等の提供を行う扶助費で、まず、障害者自立支援事業としまして４億６,８２０

万８,０００円ですが、これは障害者総合支援法に基づき給付するホームヘルパー派遣

やあゆみ等の事業所への通いのサービス、施設への入所、放課後等デイサービスや就労

系のサービス、車いすなどの購入に係る経費でございます。 

  次の障害者医療費事業、３,２００万９,０００円ですが、治療効果が確実なものと期

待できる腎臓や心臓、肢体不自由などの身体障害者手帳保持者の、医療費の一部を助成

するというものです。 

  次の障害者地域生活支援事業、２,７６１万８,０００円は、障害者総合支援法に基づ

き、地域の実情に応じて実施する、ベッドやストマ用具等の支給を行う、日常生活用具

給付事業や、町単独事業である、重度障害者福祉タクシー利用助成及び腎臓障害者通院

助成などでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 続きまして、地域リハビリテーション事業ですが、この事業

は障害や生活機能低下のある人に対し、生活的・社会的訓練を行う機能訓練事業と、障

害児とその家族に、地域交流の場や相談の機会を提供するスマイルキッズの２つの事業

に係る経費を計上しています。 

  事業全体で、７９万１,０００円、本年度より１万８,０００円、２.２％減となって

います。 

  主な事業費は、車いす対応リフト車の車検に係る経費や、機能訓練事業の送迎業務委

託料です。 
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  次の、１２０、１２１ページの、４目人権推進費につきましては、後ほど、教育部か

ら説明いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） 下段の５目国民年金費、熊野町国民年金事業でございます。 

  この事業は、国民年金の資格関係の届出や、保険料免除申請の受理･審査など、国か

らの法定受託事務に係る諸経費を計上しています。 

  事業費は３０１万４,０００円、本年度より７万４,０００円、２.４％の減となって

います。 

  特定財源としまして、国民年金に係る国庫委託金など国・県支出金を２７６万９,０

００円、その他収入として、臨時職員社会保険料納付金２４万５,０００円を計上して

おり、事業費の全額を特定財源で賄っております。 

  事業費が減額となった主な理由は、臨時職員賃金の減額によるものです。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金１５１万３,０００円、クラウド利用料としての手数

料７５万２,０００円です。 

  １２２、１２３ページをお願いします。 

  続いて、６目国民健康保険費、熊野町国民健康保険事業でございます。この事業は、

国民健康保険事業の事務執行体制を設けるための諸経費と、特別会計への繰出金を計上

しています。 

  事業費は２億３２４万３,０００円、本年度より１,７２２万４,０００円、７.８％の

減となっています。 

  特定財源として、国民健康保険税の軽減に係る国や県の負担金など、国・県支出金が

１億３４１万７,０００円、その他収入として、臨時職員社会保険料納付金、２６万１,

０００円を計上しております。 

  事業費が減額となった主な要因は、特別会計への繰出金が減少したことによります。 

  主な事業費は、レセプト点検を行う嘱託職員の報酬１７４万２,０００円、職員手当

等１０９万７,０００円、嘱託職員の共済費５４万１,０００円、そして、特別会計への

繰出金１億９,９７６万円です。 

  繰出金につきましては、後ほど特別会計において説明させていただきます。 

  １２４、１２５ページをお願いします。 

  熊野町国民健康保険税事業でございます。この事業は、国民健康保険税の賦課に係る、
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時間外手当を計上しております。 

  事業費は１１万１,０００円、本年度より１万３,０００円、１０.５％の減となって

います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 次に、７目福祉医療費、福祉医療費公費負担事業でご

ざいます。 

  この事業は、乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者に対し、医療費の個人負担額を

助成することにより、経済的負担の軽減及び疾病の早期発見、重症化の予防に努めるも

ので、事業費１億３,４６６万円８,０００円、本年度とほぼ同額となっております。 

  特定財源として、県の福祉医療費公費負担事業費補助金５,９０９万２,０００円を計

上しております。 

  主な経費といたしましては、扶助費として、乳幼児医療３,９４４万３,０００円、ひ

とり親家庭等医療費１,１３４万３,０００円、重度心身障害者医療費７,５００万円、

児童の入院医療費３００万円を計上しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課（加島） 続きまして、１２６、２７ページの８目介護保険費、｢介護保

険一般事業｣ですが、この事業は、介護認定調査員の雇用に係る経費と、介護保険特別

会計への繰出金を計上しています。 

  また、来年度は３年に１回見直しを行っている高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画の第７期計画の策定年であるため、計画策定に必要な経費を計上しています。 

  事業全体で３億１,４４９万７,０００円、本年度より１,７６２万２,０００円、５.

９％増となっています。 

  歳入の国・県支出金３０７万５,０００円は、低所得者に対する介護保険料の軽減措

置に対する国・県の負担金等で、その他収入９３万６,０００円は、嘱託職員社会保険

料納付金です。 

  増額の要因は、第７期計画の策定に係る経費の計上を行ったことと、介護保険事業特

別会計繰出金の増額によるものです。 

  また、主な事業費は、３名の嘱託職員報酬６３３万１,０００円、介護保険事業計画

策定委託料と、介護保険特別会計への繰出金２億９,９２８万７,０００円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○民生部次長（光本） １２８ページ、１２９ページをお願いいたします。 

  ９目地域健康センター費の地域健康センター等運営管理事業でございます。この事業

は、多世代交流を促進し、健康増進・介護予防などの普及啓発を推進するための地域拠

点施設である「中央地域健康センター」「西部地域健康センター」「東部地域健康セン

ター」及び「中央ふれあい館」の管理運営経費を計上しております。 

  事業費４,４５６万３,０００円、本年度より１０４万４,０００円、３.２％の増とな

っております。 

  特定財源としまして、中央地域健康センター等の行政財産目的外使用料等３３９万８,

０００円を計上しております。 

  増額の主な要因は、西部地域健康センター及び中央ふれあい館に設置をしております、

ヘルストロンの買いかえに伴う指定管理委託料の増によるものです。 

  主な経費といたしましては、西部及び東部地域健康センター、中央ふれあい館の指定

管理料、中央地域健康センターに係る警備・清掃・機械器具保守点検等の委託料●●●

●●●円でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） １３０、１３１ページをお願いします。 

 １０目後期高齢者医療費、後期高齢者医療事業でございます。この事業は、後期高齢者

医療特別会計の事務執行体制を設けるための諸経費と、特別会計への繰出金を計上して

います。 

  事業費は３億４,９５０万３,０００円、本年度より１,７４７万円、５.３％の増とな

っています。 

  特定財源として、保険料の軽減に係る県の負担金など国・県支出金を４,２８７万３,

０００円計上しております。 

  事業費が増額となった要因は、特別会計への繰出金が増加したことによります。 

  主な事業費は、特別会計への繰出金３億４,９２７万３,０００円です。 

  繰出金につきましては、後ほど特別会計において、説明をさせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（光本） 続いて、２項生活保護費、１目生活保護総務費の生活保護一般事務

事業でございます。この事業は、生活保護に係る事務に要する経費を計上しております。 

  事業費は５２０万円、本年度より９８万４,０００円、２３.３％の増となっておりま
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す。 

  特定財源としまして、国の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金２７万９,０００

円を計上しております。 

  増額の主な要因ですが、レセプト管理システムのクラウド化に伴う手数料及び保守点

検委託料の増によるものでございます。 

  主な経費としては嘱託医報酬３３万６,０００円、生活保護電算システム利用負担金

１５９万２,０００円でございます。 

  続いて、１３２ページ、１３３ページをお願いいたします。 

  次に、２目扶助費の生活保護費支給事業でございます。この事業は、生活保護受給者

に対する扶助費で、事業費３億３,０８４万５,０００円、本年度より３,４０５万円、

１１.５％の増となっております。 

  増額の主な要因ですが、保護世帯数の増加による生活扶助費、住宅扶助費が増額、及

び高額医療患者がふえたことによります医療扶助の増でございます。 

  特定財源としまして、国・県の生活保護費等負担金合わせて、２億５,５７９万８,０

００円、負担割合として国が４分の３、町が４分の１となっております。 

  なお、２月末現在の認定者でございますが、１３５世帯１９２人、認定率０.７９％

となっております。 

  また、扶助費の内訳としましては、医療扶助費が６１％、次いで、生活扶助費が２

７％となっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） １３４、１３５ページをお願いいたします。 

  続いて、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費の児童関係諸手当支給事務事業でござ

います。この事業は、児童手当及び児童扶養手当の認定、及び支給事務に要する経費を

計上しています。 

  事業費は、１６２万１,０００円、本年度とほぼ同額となっております。 

  主な経費といたしましては、認定通知等に係る郵送料等の通信運搬費、及び手数料の

１１２万３,０００円でございます。 

  次に、保育所運営一般事務事業でございます。この事業は、保育所入所申請、保育所

利用料収納、保育所入所委託等に係る事務経費を計上しております。 

  事業費は２１３万９,０００円、本年度より１３９万４,０００円、３９.５％の減と
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なっております。 

  減額の主な要因は、備品購入費の減額によるものです。 

  特定財源として、国庫の子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金６万７,

０００円を計上しております。 

  主な経費としましては、保育所利用料決定通知書等に係る郵送料等の通信運搬費及び

手数料の９４万９,０００円でございます。 

  １３６、１３７ページをお願いします。 

  母子家庭等自立支援事業でございます。この事業は、母子家庭の母や、家庭の人間関

係の悩みを抱える家庭の相談に応じ、その支援に必要な情報提供や指導を行うものです。 

  事業費は、６０８万７,０００円、本年度より５２万円、９.３％の増となっておりま

す。 

  増額の主な要因は、学習支援事業の負担金４８万４,０００円の増額によるものです。 

  特定財源として、国の母子家庭等対策総合支援事業補助金等９５万７,０００円、そ

の他として、嘱託職員の社会保険料自己負担分４３万７,０００円を計上しております。 

  主な経費としましては、母子自立支援員報酬２７５万５,０００円、母子家庭自立支

援給付金１２０万７,０００円でございます。 

  次に、１３８、１３９ページをお願いいたします。 

  次世代育成支援対策事業でございます。この事業は、子ども・子育て支援事業計画に

基づく子育て支援事業や、平成２９年１０月から事業開始する、産前産後ヘルパー派遣

事業に係る経費を計上しているもので、事業費は１,２３８万８,０００円、本年度より

２４４万４,０００円、２４.６％の増となっております。 

  増額の主な要因は、子育て支援のワンストップサービス、子育て世代包括支援センタ

ー事業に係る、妊産婦等の家庭訪問をするための、公用車購入経費等の増額によるもの

です。 

  特定財源として、国庫、県費の子ども・子育て支援交付金８０５万２,０００円を計

上しております。 

  主な経費としては、西部地域健康センターで実施している子育て支援センターの運営

委託費のほか、子育て世代包括支援センター事業に係る備品購入費でございます。 

  １４０、１４１ページをお願いいたします。 

  ２目児童措置費の児童手当支給事業でございます。この事業は、中学校卒業までの児
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童を養育する家庭に手当を支給することにより、家庭の生活の安定と、次代の社会を担

う子どもの健全育成を図るものでございます。 

  支給額は、３才未満と小学生以下の第３子以降が１万５,０００円、その他は１万円

で、事業費は３億９,０３６万円、本年度より７９８万円、２％の減となっております。 

  減額の主な要因は、３才未満児童数の減によるものです。 

  特定財源として国庫、県費の負担金を合わせ、３億３,０４３万８,０００円を計上し

ております。 

  次に、児童扶養手当給付事業でございます。この事業は、母子や父子家庭等に対して、

生活の安定と自立促進を通じ、その児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当を支給

するもので、２月末現在、２０７人が受給しております。 

  事業費は、９,８７７万円、本年度より１１１万４,０００円、１.１％の増となって

おります。 

  特定財源として、国の児童扶養手当給付費負担金３,２９２万３,０００円を計上して

おります。 

  次に、児童福祉施設入所委託事業でございます。この事業は、ＤＶ等による帰宅先の

ない母子の保護及び施設入所措置とともに、自立の支援を行うものです。 

  事業費は、本年度とほぼ同額の２５２万１,０００円となっております。 

  特定財源として、児童入所施設措置費等負担金、国庫、県費を合わせて１８０万円を

計上しております。 

  次に、３目保育所費の保育所運営事業でございます。この事業は、町内４つの保育所

へ保育を必要とする乳幼児の入所等を行うことにより、保護者の就労と子育てを支援し、

乳幼児の健全育成を図るというものです。定員は４５０人で運営しております。 

  また、本年度から学校法人猪野学園が運営する２つの幼稚園へ、施設型給付費を給付

しております。 

  事業費は、５億７,５７４万１,０００円、本年度より２,６９１万４,０００円、４.

９％の増となっております。 

  増額の主な要因は、公定価格単価の増額、及び０・１・２才児の入所児童数の増加に

よる保育委託料の増額によるものです。 

  特定財源として、国庫、県費の子どものための教育・保育給付費負担金、子ども・子

育て支援交付金を合わせて、２億１,１５５万６,０００円、利用者負担の保育所利用料
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１億７０４万１,０００円を計上しております。 

  主な経費といたしましては、保育に係る委託料●●●●●●●●●●●●円、延長保

育等の特別保育事業及び新制度に移行した幼稚園に給付する、施設型給付費等の負担金、

補助金及び交付金、１億２,３４８万３，０００円を計上しております。 

  １４２、１４３ページをお願いいたします。 

  ４目児童福祉施設費の放課後児童健全育成事業でございます。この事業は、昼間、家

庭に保護者のいない小学１年生から４年生までの児童に対し、適切な遊びや生活の場を

与えて、児童の健全育成を図るものでございます。 

  事業費は、３,６５４万６,０００円、本年度より３４６万２,０００円、１０.５％の

増となっております。 

  増額の主な要因は、支援の必要な児童に対する支援員等の配置増の見込みによる、報

酬の増額によるものです。 

  特定財源として、国庫、県費の子ども・子育て支援交付金１,８２０万２,０００円、

その他、保護者負担金９１３万６,０００円を計上しております。 

  主な経費といたしましては、支援員等報酬３,２２３万３,０００円、教材費や光熱水

費などの需用費１４５万円でございます。 

  以上、民生費の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、ありがとうございました。 

  それではただいま説明がありました７２ページの総務費の交通安全対策費、７４ペー

ジの防犯対策費と、９４ページの戸籍住民基本台帳費と、１０６ページから１４５ペー

ジの民生費について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

  大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） はい。ちょっと今の、最後の保育所の件ですけど、ちょっと聞き間違

えたのかもしれませんけど、増加って聞こえたんですが、減ったんじゃないんでしたっ

け。保育所費。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○子育て・健康推進課長（隼田） はい、保育所運営事業でございますよね。今年度、５

億４,８８２万７,０００円の予算額、平成２９年度５億７,５７４万１,０００円という

ことで、増額になって。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、清代民生部長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長(清代) はい。保育所運営事業自体はふえとるんですが、この保育所費が全体

で減ってるということだと思うんですが、これはひかり学園が建てかえをしておりまし

て、それの費用を助成している、大きな金額が減っているということで、保育所費全体

では減ってると。事業費自体はふえてるということで、すいません。事業一つがなくな

ったということでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） それからですね、基本的なことをちょっと教えてもらいたいんですけ

ど、住民基本台帳っていうのをまあ、ずっとやってるわけですが、去年、今年か、去年

か。マイナンバーが始まりましたけど、これはずっとこれ、基本台帳は基本台帳でずっ

と続け、今までどおり、今後も続いて、なおかつマイナンバーもやると、両方やってい

くということでいいんですかね。どうなんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、堀野住民課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） マイナンバー制度が本格運用、今年の７月からになりますけども、

引き続き住民基本台帳のほうも、平行していくようになります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。１０９ページ、福祉団体助成事業なんですが、先ほど福祉移送サ

ービス減っていうふうにお聞きしたんですけども、どういうことなのか、教えてくださ
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い。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、光本民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。社会福祉協議会の補助金に、本年度まで福祉移送サービス

事業に対して、助成をしておりました。この福祉移送サービスという事業でございます

が、通常車いすなどで、生活を余儀なくされておられる方で、タクシーとかバスに乗れ

ない方。特に通院とか買い物とか、そういった日常生活を送る上で交通手段が現状では

ないという方を対象に、社会福祉協議会のほうが実施をしておるものでございます。 

  で、当初実はこれ、町の委託事業で、平成１１年度から行っておりました。で、その

当時は、まだ法整備、道路運送法等の法整備ができていなかったもので、町のほうの事

業ということで、スタートして、社協委託しておりました。 

  その後、道交法のほうが、関係法律が整備されまして、民間参入自由にできるという

ことで、現在、社会福祉協議会のほかにですね、ＮＰＯ法人の芸南たすけあい、という

ＮＰＯ法人が、熊野町においてはこの２社が、参画をして運営をしております。 

  ということで、本来そういった自由参入するということで、芸南たすけあいさんは自

主財源でしておるということで、これはまあ要件等々整えて、国土交通省のほうに申請

すれば、自由にできるというものでございますので、新年度からは町の補助金を廃止し

たということでございます。それによる減額が、社協の補助金の減額に反映されたもの

でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい。７５ページなんですが、防犯灯の設置の基準と申しましょうか。

今、町内にもあちこち団地が、新しい団地ができるじゃないですか。そこへ入られた方

が、防犯灯を設置していただきたい。まあ自治会の会長さんに申し入れたら、もうだめ

だと言われるらしいですが、そういった場合、どういうふうにしたらいいんですか。危

険な箇所いうか、やっぱり夕方になると、危険な箇所で自治会長に言うたけど、それは

無理だと言われるような箇所が何カ所かあるみたいなんですが。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） はい。防犯灯ですけども、基本的にまあ自治会が設置していた

だくものに対しては、町のほうで補助を出しておるということで、基本は自治会のほう

で、まずは相談をいただくと。で、あとは町のほうの基準。まあ距離が近くても影にな

るとか、いった部分もございますので、そういった部分を勘案して、設置が可能かどう

かっていうのは、町のほうで判断するわけですけども、基本的に設置費用について、ま

た維持・管理に要する電気代については、町として補助はしておりますが、あくまでも

自治会さんがお支払いいただいておるということもありますので、自治会さんのほうで、

よくまあ話をしていただくいうのが、第一義になろうかと思うんですけども、そういっ

た場合で、危険箇所であるとか、どうしても暗いとかいうものについて、自治会を窓口

として申請いただくことにはなるんですが、そういった自治会でとりあってもらえない

とかいうようなことがあれば、ちょっと御相談にはいただければとは、思っております。

ただ町のほうで設置等をしておるものではございませんので、あくまでも申請をいただ

きたいというふうには考えておるんですけども、場所によって、また自治会とのほうと

もお話もできることもあろうかと思いますので、その辺は御相談をいただければとは考

えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい、わかりました。一応、あれは何メーター。あれは１００メーター

間隔ですか。防犯灯というのは。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） はい。既存の防犯灯の位置から２５メートルという距離を、一

応目安にしております。で、それでも距離の中に入っておっても、先ほど申しましたよ

うに、建物の影になって日が当たらないとかいう部分については、臨機応変に対応はし
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ております。基本は２５メートルの範囲ということで、設置条件としております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい。まあ影になるいうか、ちょっと距離は、確かに短いのは短いかも

わからんですが、ちょっと出来庭のことで、何度か自治会長さんに相談したんですが、

そこ大変だから、つけてください、いうて言われるんですが、って言ったら、とてもじ

ゃないけど、役場へお願いしにいったけど、無理だったとか。ほいで、どういうんです

か。距離はあるんだけど、まあ設置する電信柱いうか、柱がないいうことで、つけられ

んといったようなことがあるんですが、その柱というものは、それは自治会がやるん？ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） はい。基本的には電気の器具のみの補助を、現在考えておりま

す。で、既存の電柱もしくはＮＴＴ柱、ほいで中電柱ですね。そういったもので、あと

最近あるのは、個人で設置された太陽光の引き込みあたりに利用されている電柱も、所

有者の承諾をもらってもらった上で、その辺の了解がとれれば、その辺でも承認はして

おります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい。おき･･･ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ちょっともう一個ええやろ。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） まあ例えばですね、家のその私有地の屋根のほうへ、その例えば家庭の

許可いうか、「ここへつけてもらえればええんじゃのう」いう人もおってですが、それ

は許可にならんですか。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 現在のところですね、個人さんの所有する建物への設置ってい

うのは、ちょっと前例がないんですけれども、その辺について、御相談があればあれで

すけども、ちょっと原則は、電柱であるとか、そういった構造物を基本に、考えたいと

考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい、わかりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい。沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。１２９ページ、地域健康センター費なんですけども、これ委託料

がかなりの金額になってるんですが、ヘルストロンの買いかえのためというふうにおっ

しゃったんですが、この器具のことと考えていいんですか。どういうふうにとらえたら

いいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい。光本次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。健康センター今、ヘルストロン、西部の健康センターに、

４台、中央ふれあい館、もと役場の跡地の中央ふれあい館に３台。東部健康センターに

２台設置をしております。で、東部以外実は、中央ふれあい館、西部健康センター、も

う１５年以上設置をして経過をしておりまして、かなりもうメーカーの修理も部品がな

いような状況でございます。ようなことで、当初は備品購入いう形で、購入したんです

けども、まあ修理・保守・点検等も、やはりちょくちょくかかるいうことで、西部と中

央ふれあい館を新年度に、新しくリース導入するということで、健康センターの予算の

増になっておるということでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、藤本委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） １４３ページですが、放課後児童クラブの件ですが、これ５年生６年生

までいつごろになったら広げられるんか。２月２７日の子育て会議に行ったときにはや

っぱり、何人か委員の方から、この児童クラブに関してですね、気にされてたのがある

んで、まあもちろん広島市とかそこらのあたりの話も出てきたような気がするんですが、

何かそのとき、委員の人にも答弁、というか、されたんですが、そこはどういうふうに

なりましたか。その後。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） はい。児童クラブの年齢、小学校６年生までの拡大と

いうことで、ただいま検討しております。２９年度の予算においてですね、アンケート

のほう実施したいと思います。で、その要望、住民のニーズいうか、保護者のニーズで、

人数把握をしまして、あと施設の確保、空き教室かまたは新たに建物を建てるのか。そ

こらへんを検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） やっぱり他の市町がそういう６年生まで広げ始めたというところは、や

っぱり重要視してですね、熊野町にしても、ね、こういう人口ふやそうとか、そんな話

がある中で、他の町よりも落ちるところが一つでもあると、これはやっぱり評価点下が

りますので、そこはまあ町長のことですからやるつもりじゃあるらしいんですけど、と

にかく早急にやっていただければ、とほんとにそれは思います。 

  そういうことです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 清代部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） ５年生６年生の需要がどれだけあるのか。来年度、まあ早目に調べ

ましてですね。場合によったら現状のケースでできるかもわかりません。そこらも見す
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えてですね、早急に、いつの時点でするのか、早くても来年調査になりますから、再来

年以降ということにはなりますが、できるだけ早く方針をまとめてしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） まあ早く整備したい気持ちはあるんですが、中学校の給食、御存じのよ

うに、要望は確かに強かったです。いいですか。ふたあけると、２割という数字になっ

てますんで。 

  やっぱりね、声が大きいようで、ふたあけると、子どもらの意志をですね、反対いう

のはわかっとったんですが、やっぱり子育ての重要な施策の一つや思うて、いわゆる整

備費だけでも６,０００万７,０００万かけてやったわけでございますが、実際にそんだ

けの、例えば収容人数の関係から建物を建てるとかいうことになるとですね、募集して

みたら結果はほとんどなかったよと、そういうことになるとですね、まあ少ない財源で

ございますんで、今から事業がたくさん考えられておりますから、そこらへんは２９年

度は、アンケート調査をさせていただいて、もう少し時間的猶予をいただければ、じっ

くり検討したいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） アンケートのとり方ですけど、広くですね、今の現状入ってる１年４年

だけじゃなくてですね、トータル的な全体的な流れの中でですね、ぜひアンケートとっ

ていただきたい。 

  それからまあ、町長のおっしゃるように、給食あけてみたら２０％前後だったと、大

変残念でありますが、とは言いながらも、２０％、４００人のうちの２０％ですから、

８０人ぐらいは食べてる。もっと食べてるかもわかりませんけど、そういう少数のもの

を切り捨てるわけにもいかないはずですから、そこは私は失敗してると思っておりませ

んし。 

  で、これからどんどん両親ともどもが働き始める時代が、もっともっとやってくると

思うんです。そういったときにやはり、それはやっぱり、小学校の６年生までもそうで
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すし、中学校の給食にしてもそうだろうと思います。きっとみんな、男女平等にですね、

どんどん働かねば生活できないような時代がくるはずなんで、そこを見越してやってお

られるということで、ぜひお願いいたします。 

  はい、以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） ちょっと確認でございます。ヘルストロン、これは医療器具でございま

したっけ。どういう位置づけでございましたかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。これはヘルストロンは厚生労働省の認可をとっている医療

器具でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） はい。その中で、まあ勝手に利用していいものと、やっぱりだれかが指

導しなくちゃいけないものと、まあ随分こう、医療器具も幅が広がってきてるんだと思

うんですが、そのあたりの対応の仕方は、どういうふうにされてます？ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。まあ医療器具と一概に言いましても、全部医師の診断が要

るというものもないようでございます。調べてみたらですね。で、いわゆる医療機関、

病院のほうにあるものとは、全く電流もかなり弱いようなものというふうに、業者のほ

うとも聞いておりますので、厚労省のほうのホームページ等でも、ヘルストロンで、効

能も、血行障害とかですね、疲労回復程度ぐらいのものという表示になっております。

いうことで、確認したんですが、医師等の、使うに当たってですね、医師等の診断が必

須になっとるというものではない医療器具ということでございます。 
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  ただ、機械の前にも表示をしておるんですけども、１回１日２０分以内で、心臓にペ

ースメーカーとか、そういった使用がある者は控えてくださいということで、それぞれ

の指定管理者にも、そういったことの周知のほうは、お願いをしております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） ようデパートとかで、スーパーでこう、勧誘を受けることがあります。

でまあ、熊野のそこらのユアーズのとこにも、行列ができるほどの、それだけ健康には

関心が高いんだろうと。でまあ、病気のあととか、高齢化する。で、その中で誤解され

ないように。多分医療機器もね、どんどん幅が出るんです。薬もどんどん幅が広がりだ

しましたでしょ。もうそのあたりは、金もうけするなら何でもせえいうのが、政府の今

の状態でございまして、まあ変な勧誘がないように、これもう用心して、しっかり張っ

とってください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） まあそういったところを、指定管理者も含めてですね、特に今健

康障害等もあって、何かあればやはり、設置者の責任ということもございますので、そ

ういったところは事故のないように、誤解のないように努めてまいります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。１３９ページ、次世代育成支援対策事業ということでですね、子

育て世代包括支援センターを開設していただくということで、深く感謝申し上げます。 

  町長の市政方針にもありましたけれども、妊娠期から産後にかけて、家事援助が必要

な家庭にヘルプ派遣を行う、産前産後ヘルパー派遣事業っていうことで、もう少し具体

的に詳しくお聞きしたいのと、あと子育て支援包括支援センターに関してはどの市町も

なんですが、保健師の確保とか相談員の確保に大変苦慮されているということを伺って

いるんですけれども、そのあたりのほうはどうなのかな、ということをお伺いしたいと
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思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） はい。産前産後ヘルパー事業についてです。 

  母子手帳の交付時にですね、交付者に対して、体調不良とかにより、家事または育児

が行うことが困難であるというような方に対して、このヘルパー派遣を行うと。家事援

助ですね。家事援助の内容としましては、食事の準備、片づけであるとか、あと沐浴の

介助等を考えております。 

  一応、自己負担のほういただくということで、９０分１,０００円ということを設定

しております。今考えております。出産から１年。１２カ月になるまでですね、１０回

券。１０回を限度として、その家事援助、ヘルパー派遣を行いたいと考えております。 

  で、開始時期につきましては、今社会福祉協議会のほうに委託を考えておりまして、

社会福祉協議会への研修等、考慮しまして、１０月からをスタートさせていただきたい

と、今のところ計画をしております。 

  あと、子育て世代包括支援センター、議員おっしゃるとおり、専門職の確保というの

が非常に困難な状況はございます。一応予算的にはですね、保健師と専門職ということ

で、臨時職員を１名増して、今の体制でしていこうかというふうに考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。今の体制で大丈夫なのかなという、ちょっと心配があるんですけ

れども。 

  先ほどのヘルパーさんですよね。現在母子手帳を配付をもうされている方には、役場

のほうから何か通知か何かをされるということですかね。今から渡される方には、交付

時にお話をされるというようなことでよろしいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○子育て・健康推進課長（隼田） はい。生後１２カ月未満の方についてはですね、通知、

個別に通知をさせていただきたいと考えております。 

  で、まあこれから、交付を受けられる方については、交付時に、その案内をさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） すいません。１４１ページなんですが、毎年この時期になると話よく聞

くのは、まあ保育園、４つの保育園の定員が４５０名っていうことなんですが、今現在

待機児童というのは、どんなでしょうか。それと希望する保育園に入れんと。なぜまあ

それはわかるのはわかるんですが、よく言われるのが、希望する、まあ第一、第二希望

でも入れんといったようなことを聞くんですが、何かいい方法ないですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） はい。定員４５０名というふうに説明させていただき

ました。この４月入所が、４６２名の方を入所措置するようにしております。第一希望

に入れない方も当然いらっしゃいますが、第二希望、第三希望というところに、御案内

させていただきまして、待機児童のほうは出ておりません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） はい。ちょっとわからんところがあるんで、教えてもらいたいんです

けど、１１７ページのね、障害者総合支援事業の中の、手数料６３０万っていうのがあ

るんですよ。これの内訳を教えてもらいたい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。この手数料はですね、障害者の方が、障害福祉サービスを

使ったら報酬が発生をしまして、報酬については、各事業者が国保連のほうに請求する

と。これ介護保険と同じように、事業者が国保連のほうにサービスをした対価の報酬を

請求をしまして、それがまとめて国保連のほうから各市町のほうに請求が回ってくると

いうところで、国保連への手数料でございます。はい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） はい。３款３項４目の、児童福祉費、まあ放課後児童クラブの件なんで

すが、去年もちょっとお話しさせていただいて、先ほど藤本委員さんのほうから、５、

６年生も対象に、という話があったので、それに乗っかってちょっとお話しさせていた

だけたらと思うんですが、時間延長の件、昨年度お話させていただいたんですが、先ほ

ど保護者のニーズにこたえるために、アンケートを実施するということでしたので、時

間延長のことも合わせたアンケートをお願いできないかなと思いまして。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） はい。アンケート調査の、アンケートの項目ですね。

今から考えていきたいと考えております。その中に延長ですよね。時間等の要望、ニー

ズというところも、調査に入れたいと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） はい。あと、合わせてなんですが、ほんまは補正、今回の補正のときに

聞いてみりゃよかったんですけども、まあ児童クラブの件なんですが、国と県の支出金、

今回７００万円減額ということで、補正されとるんですけれども、これは必要であろう

人数の確保ができなかったから、これだけ減額になっとるのか？というのとですね、今

回の補正額が、３,７２２万７,０００円で、今年度の予算が、３,６５４万６，０００
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円。約７０万削減というか、されとるんですけども、当初必要であろう人数を確保でき

なかったものの、確保できなかった人数で、来年度対応するのか、そういうことをちょ

っとお伺いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 清代部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） 児童クラブの指導員等の体制としましては、クラスに１名、それか

ら障害等、何らかの配慮が必要な者について、そのクラスに１名。というような形で、

運営しております。で、最低限必要な人数については、確保し、その指導員の休暇、休

みですね。週に２日ぐらいを与えられるような形での、人数の確保はできております。 

  で、去年学年拡大をしたりとか、いろいろありまして、ちょっと予算のほうが多く積

算しておったということで、今年度補正で減額したということで、来年度この金額でい

けるであろうと。 

  ただ、現時点での障害児、障害児と言いますか、そういう配慮が必要な子どもの数で

算定しておりますので、新たに入って、何らかの行動的な問題があるとかいうことで、

１名追加が必要というような形になれば、また補正のほうさせて、お願いするようにな

ろうかと考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） はい。ありがとうございます。 

  次にですね、３款１項社会福祉総務費の中の、生活困窮者自立支援事業、まあ１１１

ページなんですけども、この事業の実績なり、今後、これを利用される方がふえていく

のではないかなというふうに、懸念しとるわけなんですが、今後の推移、どういうふう

に見込まれとるのか、ということと、合わせて生活保護の関係なんですが、これも利用

者が今後ふえていくような方向で、ちょっと私見とるんですけども、その今後の推移な

り、また増加した場合、その財源というのをどっから引っ張り出すのか、その辺をちょ

っとお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。まず生活困窮者の自立支援事業の状況でございます。これ

現在今、民生課に福祉事務所を置いております。この民生課福祉事務所の中で、相談窓

口ということで、対応しております。 

  昨年度２７年度については、相談は１７件ございました。で、今年度についても、ま

あ同じようにですね、今１２月段階で１０件ぐらい、相談がございました。で、基本的

には生活保護につなげないといけないいうケースもやはり３件ぐらい、あったような状

況でございます。なかなか制度的なものの周知が完全にできとるかいうたら、ちょっと

そのあたりも弱いような状況がございます。 

  まあ具体的に例えばリストラされて、生活に不安があるということで、いう方もおら

れたりとか、あと今現在は、そんなには困窮してないんだけど、やはり将来年金等、現

在でも年金等少ない、不安だ、ということで、なかなかそういった方については、望ま

れる支援に、というところは現状としては難しいような状況で、例えばそういった方に

ついて、社会福祉協議会の貸し付けのほうにつなぐとかいうケースもございます。 

  それと母子家庭の方につきましては、子育て・健康推進課のほうで、母子施策とか、

児童扶養手当等々の、やはり制度等もありますので、そちらのほうにつなぐとかいうこ

とで対応しております。 

  予算の、先ほどの説明でもいたしましたが、新年度のほうから、新年度からは広島市

のほうの学習支援ということで、これは熊野の場合、ちょっと安芸区役所まで若干距離

がありますので、中学生以上ということで、対象者を考えております。 

  そういったことで、まあ動きながら今、考えていきよるというような状況でございま

す。 

  それと、生活保護の推移でございます。保護費のほうもちょっとまあ増加したという

説明の中で、実は今年度秋ごろから、結構新規の保護、新規の保護がふえてまいりまし

た。いうことで、ちょうど１年前になりますが、２８年の２月の段階では１２８世帯、

１７０人でございました。で、１年後のこの２９年２月、１３５世帯、１９２人という

ことで、ちょうど１年前に比べまして、７世帯、２２人ふえております。ということで、

まあそれを新年度の予算に反映いうことで、一応１１％の増を見込んでおります。 

  生活保護の方については、これ世帯構成いうか、によりますけども、やはり年々高齢

世帯がふえておりまして、今約保護世帯の半数、５０％がやはり高齢世帯。６５才の方
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ばかりの世帯ということになっております。で若い世帯も、障害であるとか、疾病であ

るとかいう方も、６５才を迎えるいうことで、高齢世帯に移行されるという方が、今、

傾向としてはふえております。 

  ということで、あと病気で、例えば脳卒中で倒れた。入院されたという方で、まあ年

金等も少ないという方が、まあ入院と同時に保護の申請いう方もおられます。そういっ

た方については実は、手術入院、がんとか脳卒中、心臓病については、１回入院すると

１００万２００万円というようなこともありまして、医療費だけは、ちょっとそのあた

りがふえていっとるような状況は、やはり変わりそうにもございません。まあそういう

ような状況でございます。 

  それとすいません。言ってなかった。 

  まあ保護費の財源ということでございますが、財源のほうは４分の３が国の負担金、

４分の１が町の負担ということになっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） すいません。生活困窮者支援事業なり、生活保護の関係なんですが、不

正受給がないように、適正かつ、まあ審査を、適正な審査をまたお願いしたいというこ

となんですけども。例えば生活困窮者自立支援事業の中で、労働意欲の調査なりされと

るということでしたが、どういう基準で労働意欲があるなりないなり、判断しとるのか、

お願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。不正受給関連になりますが、防止策ということで、まず生

活保護申請をされましたら、まず資産のほうで預金調査、資産調査のほういたします。

預金調査については、銀行のほうに照会をかけて、銀行のほうからの預金状況のほうを

調査を入れております。それと固定資産。これは熊野町の固定資産に限られます。これ、

どこにどれだけ持っとるかいうところは、なかなか限界はありますが、固定資産のほう

の調査もいたしております。 
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  それと就労。働けるのに、働かないということをどうやって防ぐかということでござ

いますが、基本的には働ける方については、申請の際にきちっと説明をして、基本的に

はやはり、病気、障害があるということで、これも医者のほうの受診をまずは勧めます。

いうことで、医者のほうで、診断書的な意見書というものをきちっととった段階で、保

護の認否を判定するということで、不正受給を防いでおります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 最後なんですけども、生活保護の関係で、医療費扶助でございますが、

これが一番多いウエイトを占めておるわけなんですが、例えば薬なりをいただくときに、

ジェネリック薬品のほうを勧めて、まあ捻出を抑えるように、そういったお願いなりは

されておるんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 光本次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） はい。これは実は厚労省のほうからも強く指導言いますか、きて

おりまして、本町におきましても当然医療扶助を受けられた方については、レセプト点

検した中で、チェックできますので、まずは御本人に通知を出します。で、この薬につ

いては、ジェネリックがあるということで、使ってない方については、基本的にはジェ

ネリックを、まずは考えて、医者の、当然これ医者の診断でですね、これはジェネリッ

クふさわしくないというものもございますので、その点についてはチェックをしており

ます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 暫時休憩いたします。再開は１５時からとします。 

（休憩 １４時４６分） 

（再開 １５時０５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き総務厚生分科会を再開いたします。 



－92－ 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） すいません。ちょっと教えていただきたいんですけども、１２１ページ

国民年金事業なんですけども、政府のほうが無年金者への対策として、受給期間２５年

から１０年に短縮して支給される方が拡大されているんですけれども、今年１０月から

支給開始されるということで、町内にどのぐらい対象者の方がいらっしゃるのかなあっ

ていうことと、どのぐらいの金額になるのかなっていうのを、わかれば教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

総務厚生分科会進行役（時光） 堀野課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） はい。全く町のほうでは、その対象者何人いるか、まあ対象額がど

れぐらいになるかというところの数字は、まだ把握しておりません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） はい。すいません。ちょっと私発想がちょっと違うんですけども、直

接この予算とは関係、関係ないことはないんですけども。今の民生等の予算が、一般予

算の中でも４割を超える額の中でですね、全部じゃないですけども、報酬の関係あたり

が随分予算が多いわけですよね。そういう中で、やっぱり私は、こういったことについ

ては、どの全国どの市町もですね、やはりこれからまだまだ高齢化が進む中でですね、

ほんと厳しい財政いうんか、予算を組んでいかざるを得ないんじゃないんかなというふ

うに、思っております。 

  そういう中で、今、自助であるとか公助、あるいは共助と言うね、共助というような

こともありますけども、やはりお互いが助けおおたりしながらですね、しながら、ある

程度ボランティアとは言いませんが、ボランティアじゃなしに、お互いが助け合うとい

うような地域の社会の連携が図られればいいなあ、というようなことを思っております。 

  まあぜひこれは、ひとつどう言うんですか。魅力あるまちづくりとか、あるいは定住

交流促進等を考える、定住環境を考えたときに、熊野の地域として、ほんと魅力あるま

ちづくりにつながるんじゃないんかなということを思います。 

  そういう中で、全国的にこういうような、民生等の関係に関してですね、先駆者的に、
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先駆的に動いてるような市町がないんですか？わたしこの前ちょっと、観光の関係で、

川場村のことを随分しゃべらしてもらいましたけども、やっぱり全国をほんとやっぱり、

どの市町もこういう関係で随分苦しんで、予算化してると思うんですね。そういう中で、

そういう市町があれば教えてもらいたいなっていうのが、ちょっと思ったんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○ふく総務厚生分科会進行役（時光） はい、内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。確かに報酬という形の中でですね、いろんな費目を提示をさし

ていただいてます。 

  この報酬というのは、例えばお医者さんにきていただいて、いろんな形の意見いただ

く。またいろんな形の審議会なり委員会を開いてですね、その審議に来ていただいて、

そこに対して適正な対価を支払わなければいけないと。 

  特に福祉関係の今回の、費目の中にも多く費用が含まれておりますが、児童・障害・

高齢者の中でですね、報酬を組まれておりますが、これにつきましては、合わせて国の

ほうの補助がついてきてる、ひもつきの事業でもあるという形がございます。で、そこ

らのとこについてはですね、当然のことながら、正当な対価を支払わなければいけない

という形になりますので、これがなかなかこれを切ってやってるというところはないと

思います。 

  で、今議員さんおっしゃるように、中には例えば、こういう形の新たな事業を展開す

る。またこういう形の環境事業なんかで、どうだろうかと。町独自で単独でやるところ

についてですね、そういった形の協力をしていただけないだろうかということでですね、

やっていらっしゃる市町村については、そういう、例えばボランティアでやってたとか

いうのも、あるかもわかりません。 

  ただ、少なくとも一定のですね、意見なりいろんな責任をもった形で、来ていただく

ということでございますので、一定の人数集まっていただくとした場合にですね、夜中

に集まりましょうとか、昼に集まりましょうとか、いろんな形の中でですね、会議をす

る上においても、一定のルールを定めて、こういう形の時間帯で来ていただいて、御意

見をしていただきたいんだという形でやっていく上においては、町とすればやはり予算

化をしなければいけないんだろうなという感覚をもっております。 

  以上でございます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） まあお医者さん等のね、こういった分についてはそりゃもうやむを得

んということの分だと思いますし。ただ私が言ったのは、そういったレベルじゃなしに、

もうちょっと民間レベルでね、我々お互い同士が助け合えれるようなそういう地域社会

ができればいいなというようなことを、思っております。 

  ただ私も昔、学校の教員しとった関係で、昔あれですよ。７人の勤労者で１人を、ど

う言うんですか。働いてない人、あるいは働けない人を、経済的な負担をしていくとい

うのがありましたが、もう私らが教員しよる間にもう、７人が４人になり、３人になり、

今はもう、２ぐらいまでいっとるんじゃないかなと思いますけども、そういうような中

で、ほんとはやはりその、お互いが工面できるとこはね、これからもそういう社会をつ

くっていかなきゃいけないんじゃないかなという思いがあります。できればいろんな面

で、私もちょっと研究はしてみますけども、いい方法があれば、考えていきたいという

ふうに思います。すいません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。ないようでしたら、はい。 

  ないようでしたら、続いて衛生費と商工費の一部について、説明をお願いいたします。 

  はい、隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 予算書１４４、１４５ページをお願いいたします。 

  中段の４款衛生費、１項保健衛生費から御説明をいたします。 

  １目保健衛生総務費の保健衛生総務事業でございます。この事業は、日曜日における

在宅当番医制や、入院・手術など、緊急を要する夜間救急に対応する、病院群輪番制を

維持するための経費、県や他の市町、大学や医師会などが連携し、医師や診療科の偏在

解消などの課題に取り組む「広島県地域医療推進機構」の運営に要する経費のほか、健

康管理システムに係る役務費・手数料など、保健衛生諸施策の推進に必要な経費を計上

するもので、事業全体で２,１５６万９,０００円、本年度より４８２万８,０００円、

２８.８％の増となっております。 

  増額の主な要因は、子育て世代包括支援センター事業による専門職等臨時職員の賃金、
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健康管理システムの機能強化及び社会保障・税番号制システム整備による電算処理業務

委託料の増額でございます。 

  主な事業費は、臨時職員賃金６５２万６,０００円、健康管理システム改修、在宅当

番医制運営事業等委託料●●●●●●●●円、病院群輪番制の維持負担金３６２万８,

０００円でございます。 

  財源の国・県支出金３０５万２,０００円は、子ども子育て支援交付金２７５万２,０

００円、自殺対策関連経費に対する県補助金３０万円で、その他１０３万５,０００円

は、臨時職員の社会保険料本人負担分でございます。 

  １４６、１４７ページをお願いいたします。 

  感染症対策事業でございます。この事業は、乳幼児や高齢者に対して、各種予防接種

を行うことにより、感染症の発生やまん延の防止、感染症に対する正しい知識の普及・

啓発を行うとともに、感染症予防法に基づく結核検診を実施する経費を計上するもので

ございます。 

  事業全体で６,８６５万４,０００円、本年度より５４０万円、８.５％の増となって

おります。 

  増額の主な要因といたしましては、平成２８年度１０月より、Ｂ型肝炎ワクチン予防

接種が定期予防接種になったこと、また高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチ

ン接種者の増を見込み、予算計上したことによるものでございます。 

  主な事業費は、結核健診や予防接種等の委託料●●●●●円でございます。 

  １４８、１４９ページをお願いいたします。 

  生活習慣病予防対策事業でございます。この事業は、住民健診、結核健診結果に基づ

く保健指導や健康相談、広く一般住民を対象とした健康教育等を実施し、がんを始めと

する生活習慣病の予防や、早期発見・治療による重篤化の防止、保健指導や健康教育等

を通じ、健康増進に関する普及啓発を行い、個人の生活習慣の改善を支援する経費を計

上するものでございます。 

  事業全体で５,２４６万８,０００円、本年度より４６７万６,０００円、９.８％の増

となっております。 

  増額の主な要因といたしましては、各種健診業務委託料●●●●●●●●●円の増額

で、本年度から実施いたしました乳がん・子宮頸がん健診の個別健診、及び住民健診等

の受診状況を踏まえ、各種健診受診者数を見込み、予算計上したものでございます。 
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  主な事業費といたしましては、各種健診業務委託料●●●●●●●●●●円、栄養士

嘱託職員に対する報酬１２８万６,０００円、住民健診決定通知書等の通信運搬費１２

３万８,０００円でございます。 

  財源の国・県支出金１７２万円は、がん健診推進事業国庫補助金１４万８,０００円、

健康増進事業費県費補助金１５７万２,０００円で、その他３２４万７,０００円は、広

島県後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金２７６万３,０００円、特定保健指

導等受託収入３７万３,０００円等でございます。 

  １５０、１５１ページをお願いいたします。 

  中段の３目、母子保健費の母子保健事業でございます。この事業は、母子健康手帳の

交付や妊婦健診、乳幼児健診や育児相談、乳幼児家庭への訪問事業や母子の歯の健康づ

くり等を実施し、母性を育むとともに、妊産婦や乳幼児の健康の保持及び増進に係る経

費を計上するものでございます。 

  事業全体で２,５５０万７,０００円、本年度より４９万４,０００円、２％の増とな

っております。 

  増額の主な要因といたしましては、妊婦健診における健診料及び血液検査料単価の増

による、委託料の増額でございます。 

  主な事業費は、妊婦乳幼児等検査業務の委託料●●●●●●●●●●円、不妊治療費

等助成金３５０万円、乳児健診などに係る医師等出務手当などの報償費２０７万円、未

熟児養育医療費の扶助費１４４万円でございます。 

  財源の国・県支出金７４万７,０００円は、未熟児養育医療に係る国庫及び県費補助

金６３万９,０００円、乳幼児家庭全戸訪問事業等に係る国庫及び県費の子ども・子育

て交付金１０万８,０００円で、その他の３６万４,０００円は、未熟児養育医療費に係

る本人負担金３４万８,０００円、保健事業参加費１万６,０００円でございます。 

  なお、未熟児養育医療に係る本人負担分といたしましては、乳幼児医療費として町か

ら支給をすることとなっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 続いて１５２、１５３ページをお願いいたします。 

  ４目環境衛生費、環境衛生事業でございます。この事業は、環境衛生活動を行う団体

や、浄化槽設置整備などに取り組む住民への支援、また火葬場使用料の一部を助成する

ことによって、環境衛生上の危害発生防止や、公衆衛生の向上に努めることを目的とし
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た事業経費を計上しております。 

  事業全体で２,０４３万５,０００円、本年度より５万２,０００円、０.３％の増とな

っております。 

  特定財源といたしまして、国庫補助金２４１万２,０００円、県補助金１１７万３,０

００円、県の受託事業収入１５０万円を充てております。 

  主な事業費は、環境衛生活動を行う団体、葬祭費、浄化槽設置整備などの各補助金２,

０１２万７,０００円です。 

  なお、浄化槽設置整備補助金は、本年度２０基分の助成を予定しております。 

  次の狂犬病予防事業でございます。この事業は、狂犬病の感染、発症を防ぐため、飼

い犬の狂犬病予防注射の接種を促し、接種率向上を図るとともに、野犬からの狂犬病感

染や、人的被害防止に努め、安心して生活できる環境づくりに努めることを目的とした

経費を計上しております。 

  事業全体で ５９万７,０００円、本年度より２０万３,０００円、２５.４％の減とな

っております。 

  特定財源といたしまして、犬の登録等の手数料５９万７,０００円を見込んでおりま

す。 

  減額の要因といたしまして、畜犬管理システムがクラウドシステムへの移行が完了し

たことと、鑑札・門標・看板等の購入予定がないことによるものでございます。 

  主な事業費は、畜犬管理システム利用の手数料３８万９,０００円でございます。 

  １５４、１５５ページをお願いいたします。 

  続きまして、５目公害対策費、公害対策事業でございます。この事業は、環境騒音等

測定、大気簡易測定、河川水質調査を行い、大気汚染、水質汚濁、騒音振動等の公害抑

制及び防止に努め、快適な環境づくりを行うための経費を計上しております。 

  事業全体で３４４万１,０００円、本年度より２５万８,０００円、７％の減となって

おります。 

  特定財源といたしまして、騒音規制事務に係る県の事務委託金９万２,０００円を充

てております。 

  減額の要因といたしましては、公用車の車検が到来しないことによるものでございま

す。 

  主な事業費は、環境測定等の業務委託料●●●●●●●●円でございます。 
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  それぞれの環境測定の箇所数は、環境騒音等測定が５箇所、大気簡易測定２箇所、河

川水質調査は６箇所の調査を予定しております。 

  続きまして、１５６、１５７ページをお願いいたします。 

  ２項清掃費、１目清掃総務費、清掃事務事業でございます。この事業は、循環型社会

形成の推進に係る事務経費です。 

  事業全体で２４万６,０００円、本年度より１３６万８,０００円、８４.８％の減額

となっております。 

  減額の要因といたしまして、ごみ処理基本計画の策定が完了したことによるものでご

ざいます。 

  主な事業費といたしまして、廃棄物減量等推進審議会委員報酬６万９,０００円、職

員の時間外手当１３万８,０００円などでございます。 

  続きまして、２目塵芥処理費、廃棄物収集運搬事業でございます。この事業は、町内

の家庭で生ずるごみを、適正に収集運搬する業務に必要な経費を計上しております。 

  事業全体で ７,６５３万２,０００円、本年度より６５３万２,０００円、９.３％の

増額となっております。 

  特定財源といたしまして、廃棄物対策に係る県補助金１９３万４,０００円、紙など

の資源物の売却益６３５万４,０００円を充てております。 

  増額の要因といたしまして、資源物Ⅱ、ガラス瓶及び飲料缶等でございますが、これ

の収集サイクルの見直しや、労務単価の上昇によるものでございます。 

  主な事業費は、収集運搬業務等の委託料●●●●●●●●●●円、ごみボックスの設

置等工事費７０万円、資源回収団体補助金６０万円でございます。 

  １５８、１５９ページをお願いいたします。 

  続きまして、廃棄物中間処理・最終処分事業でございます。この事業は、熊野町から

発生した一般廃棄物を、業者委託によって適正に中間処理・最終処分を行い、生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図るものでございます。 

  事業全体で ２億７,５７８万９,０００円、本年度と比べまして７,４７４万６,００

０円、２１.３％の減となっています。 

  特定財源といたしまして、廃棄物対策に係る県補助金が４万６,０００円、その他収

入の１,３１６万２,０００円の内訳は、紙などの資源物売払い収入６９０万円、容器包

装リサイクル協会の拠出金１５０万円、一部事務組合の廃プラリサイクル補助金４２６
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万４,０００円、廃棄物処理手数料の４９万円、行政財産目的外使用料８,０００円を充

てております。 

  減額の主な要因といたしましては、広域ごみ焼却場「安芸クリーンセンター」の延命

化に関する負担金の減額でございます。 

  １６０、１６１ページをお願いいたします。 

  環境センター事務所棟維持管理事業でございます。この事業は、指定管理者に環境セ

ンターの施設及び設備の維持管理、搬入された一般廃棄物の一時保管、廃棄物処理手数

料の徴収などの業務を委託するものでございます 

  なお、本事業は、平成２８年度から５年間の債務負担行為を議決していただいており

まして、新年度が２年目となります。 

  事業全体で、１,２４８万８,０００円、本年度と比べて１,１３２万５,０００円、４

７.６％の減額となっております。 

  減額の要因といたしましては、環境センターに設置しております、計量機器の更新を

完了したことによるものでございます。 

  次の３目し尿処理費、し尿処理事業でございます。この事業は、広島市と安芸郡４町

が、安芸地区衛生施設管理組合で、し尿及び浄化槽汚泥を共同で処理し、効率的な施設

運営を図るものでございます。 

  事業全体で、３,１５９万８,０００円、本年度より５７７万８,０００円、１５.５％

の減額となっております。 

  内容といたしましては、安芸地区衛生施設管理組合の負担金でございます。 

  次の３項上水道費、１目上水道費、上水道会計繰出金でございます。これは、一般会

計から企業会計へ繰り出す児童手当負担金２５万円でございます。 

  少し飛びまして、１７２、１７３ページをお願いしたいと思います。 

  ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費で、１７３ページ下段から次のページにか

けての消費者啓発事業でございます。 

  この事業は、月曜日と水曜日に開設しております消費生活相談窓口において、消費生

活に関する苦情相談に対する助言や、あっせん等を実施するとともに、広報・啓発活動

を行うことにより、被害の未然防止に努め、住民が安全で安心して生活できる消費環境

の推進を図るための経費を計上しております。 

  事業全体で１８４万２,０００円、本年度より６８万円、５８.５％の増となっており
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ます。 

  増額の要因は、トビラフォン導入委託料によるものでございます。 

  内容といたしましては、迷惑電話防止装置の導入を支援するモニター事業を委託しよ

うとするものでございます。 

  財源といたしましては、県の消費者行政に関する補助金１８４万円を充てております。 

  主な事業費は、消費生活相談員の報酬１０８万９,０００円でございます。 

  以上で、一般会計の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それでは１４４ページから１６３ページの衛生費と、１７２ページから１７５ページ

の消費者啓発事業について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい。１７５ページなんですが、トビラフォン導入委託料なんですが、

トビラフォンって何ですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） はい。これはですね、よく特殊詐欺等で最近迷惑電話、知らな

い勧誘電話であるとか、いったものが頻繁にかかっておるようでございます。これを通

常の家庭の電話と回線の間に設置する装置なんでございますが、それを設置することに

よって、要は通常の電話機でも迷惑電話撃退機能であるとか、最近ついておりますけど

も、そういったものではなく、要は犯罪に使われた電話番号であるとかいうものが、全

国的にサーバーに蓄積されておるものが、網羅されておりまして、その電話から、その

番号からかかったものについては、危険であるとか、これは注意を要するものであると

かっていうメッセージが流れて、要は消費者が電話をとる際に、そういった被害に未然

にあわずに済む装置でございます。 

  で、これにつきましては、警視庁、広島県警等が推薦をされておる装置でございまし

て、各家庭等にかかった電話、犯罪であろうと思われる番号等がですね、蓄積されてい
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くことによって、要は全国的にそういったデータというものが、随時サーバーに蓄積さ

れまして、番号からかかれば自動的にそういった注意を促すというような装置でござい

まして、単なる要は迷惑電話を撃退するとかいうことにとどまらず、データも蓄積しな

がら、そういったものが未然に防げるというような装置になっておりまして、これにつ

きましては、要は県の補助金によりまして、導入して、そういったデータの収集である

とか、成果を見るということでの委託、ということで考えております。 

  なお、これにつきましては、今後また募集をかけていくということになろうかと思い

ますけども、ナンバーディスプレイ、通常電話機に先方の電話番号が出る装置ですが、

そういったものの契約等については、個人負担を一部行う必要はございますが、そうい

ったもので、初年度としましてモニターとして、実施していきたいというように考えて

おります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ありがとうございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） それともう一点いいですか。１４９ページなんですが、今テレビでよく

やりよるじゃないですか。６５才以上から肺炎ワクチンを受けなさい。あれは６５才、

７０才、７５才いうのが対象ですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） はい。対象は６５才いうことです。昨年度、高齢者の

インフルエンザワクチン、昨年度ですかね。始まりました。その間のキャッチアップと

いうか、フォローとして、５才きざみで、今５年間の特例措置として、５才きざみで受

けれるというようなことになっております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい、ありがとうございました。 

  ほいであれは、きざみいうことは、６５才、７０才いうことですよね。それが補助が

あるということで、あとのときには、まあ全額いうか、お金を出すということ。そうい

ったことは、６５才、７０才の方に通知とかいうのは、いうか、そういったことを配慮

いうか。よく聞かれるいうか、まあたまたま、わしゃ６５才なったけえ、って言われれ

ば、今テレビでやるよる「打ちんさいよ」言うても、それ「知らん」いう方が多いんで

すよ。そういった方に、極力１人でもそういった予防接種をしていただくような、対策

として、そういったもん、ないんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） はい。５才きざみの対象者の方に対してはですね、年

度当初、個別通知をさせていただいております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  はい、藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） すいません、１５３ページで、家庭用生ごみ処理機などの購入補助金い

うのは１０万ほどあるんですけど、これ実際今でも、買ってから補助金ちょうだいって

いう方、いらっしゃるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） はい。実際、電動のごみ処理機とですね、あとシマミミズ使っ

たもの、ほいで昔からいわゆるコンポスターといってます堆肥ですね。そちらそれぞれ

に枠は設けておりますが、数件程度の申し込みは、年間まだございます。でそれについ

て、まあ補助をして、少しではあるんですけども、微力ではありますが、そういった生

ごみ等の削減にも努めていきたいというふうに考えております。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） やめてもいいんじゃないですか。太陽光も今なくなりましたよね、確か、

１０万円あったやつも、助成とか補助、ですよね。これもなくってもいいんじゃないで

すか。もう１０万円何か違うものに使ってください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） おっしゃるようにその需要っていう部分がかなり下がっておる

という部分もあろうかと思います。この辺についてはちょっと検討を進めてまいりたい

とこういうように考えます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） まあ、話、人の話を食うわけじゃないんですがね。物は考え方だと。農

業がね、今、随分こう落ちておるんですが、高齢者の健康のためにはね、農業いうのは

随分精神的にも大事なんです。で、今のコンパクトっていうのはね、循環型社会で非常

に大事なことなんですよ。だから、心をどっかに置き忘れて、効率だけで回しよる弊害

が今、出てきておるわけですね。だから、農業も今まあ、いろいろ質問が出て苦しい時

代ですが、家庭の農業じゃなくて、農は随分可能性がある。だから、そういう意味での

縦割りじゃないけど、建設と民生というのも横の連携を取られながらって健康づくり、

で、孫との感動づくり、そういうもので捉え、直していただく必要があると思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 清代部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） まあ、体を動かすことも一つのメリットだと思います。いろんな観

点からこの事業どうするか、来年度検討してまいります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 昨年度ですね、お聞きしたんですが、住民健診の際に胃がん検査の際に

バリウムを飲むことが高齢者にとって大変負担になるというようなことをお話ししたと

思うんですけれども、その後、対策というか何かされたんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○健康課長（隼田） 胃がん健診、バリウム検査ですよね。バリウム検査受けられる方に

は、繊維質の入ったペットボトル５００ミリリットルなんですけれども、それを検査後

に飲んでくれと、全て飲んでくれと、後、まあ下剤なんかもお渡ししております。その

ような形で早く出していただくというような対策をとっております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ちょっと最後になるかどうかわからんですけど、もう１点ほどお聞きし

たいんですが、堂森課長とは何度かお話してどのことかいうのはわかろうと思うんです

が、ごみステーションをふやすのに、年間どれぐらいの予算を組んでいるかっていうの

をちょっと教えていただけますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 今回、●●●円、工事請負ということで組んでおりますが、こ

れについては新設で新しくボックスをつくるもの、それで、大規模な滑車であるとか、

大きな補修をしなきゃいけないっていう部分の修繕等も含まれておりますが、大体３基

程度の新設にとどまっておるのが現状でございます。これはステーション自体はボック

スの有無問わず、設置自体は多々あるわけですけども、あくまでもボックスを設置とい

うことになれば、今の予算では３基程度を考えております。   
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 何度もね、話をしましたけど、大変ごみステーションの問題、トラブル

になるとこもあるし、近くに住宅いうか民家がふえて結構パンク状態いうか。それで、

１基あるんですがそれ大きくしてくださいとか、もう１基置いてくださいいうのもお願

いしました。それで、新規で新設するのになかなか、その周りの許可が取れないといっ

たようないろいろな事情がございます。それで、実際ごみステーション今あるけど、カ

ラスとかどういうんですか、猫とかが、もう時間がかかって昼ぐらいの収集になると、

もう散らかして困るといったようなことがありますんで、このごみの問題にはもう一度、

これも自治会の会長ともいろいろ話をするべきだろうと思うんですが、そういったとこ

ろできるだけ、いいような方向でやってもらいたいと思いますので、一つよろしくお願

いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 今、御指摘のように、地域住民の皆さんのお互い共助といいま

すか、そういった部分に助けていただいとる部分も多々ございます。で、地元で管理を

いただいとるという中でそういったものをいろいろ醸成しながら総合的にうまくいくよ

うにといいますか、昔は割と簡単に置かせていただいてたものが、その環境の変化、時

代の流れの中で置かせてもらえないというようなことも多々出てきておりますので、そ

の辺はいろいろ相談に乗りながら、うまくいくように進めていきたいというように考え

ております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、特別会計へと移りたいと思います。 

  続きまして、国民健康保険事業特別会計について説明をお願いいたします。 

  堀野課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） 国民健康保険事業特別会計について御説明いたします。 

  予算書のちょうど中ほどに、薄い緑色の仕切り紙がございますが、そこからが国民健

康保険事業特別会計の予算案となっております。 

  国民健康保険では、疾病、負傷、出産及び死亡に対して保険給付を行うとともに、特

定健康診査など医療費適正化のための取組を行っております。 

  本町の被保険者の状況ですが、本年度の月平均の被保険者数は、６,２３５人で、減

少傾向にあります。また、自営業者や農業従事者を主な被保険者として発足しました国

保ですが、現在では、加入者の５割以上の方が６５歳以上であることなど、高齢化が進

んでいる状況です。 

  それでは、予算案のうち、主だった内容について説明申し上げます。 

  まず歳入ですが、１２、１３ページをお願いします。 

  １款の国民健康保険税は、現年課税分と滞納繰越分を計上しておりまして、その総額

は１４ページの上段にございますように、５億２,７４６万９,０００円。本年度より３

６８万３,０００円、０.７％の増となっております。 

  款、項、目の「目」ですが、「一般被保険者」と「退職被保険者等」とに区分してお

ります。この「退職被保険者等」とは、厚生年金などを受給している６５歳未満の方と

その扶養家族を指します。医療費の一部が、現役の時に加入していた健康保険からの拠

出金で賄われることから、経理上、一般被保険者と退職被保険者等に分けて予算計上す

るもので、歳入、歳出とも、随所にこの表現がございます。 

  なお、退職者医療制度につきましては、法改正により、平成２７年度からこの制度へ

の新規加入がなくなっており、今後も退職被保険者は減少してまいります。 

  続いて、３款国庫支出金、１項国庫負担金の療養給付費等負担金は、一般被保険者の

医療給付費、介護納付金、後期高齢者支援金の納付に要する費用等に対し、国が３２％

の定率で負担するもので、４億３,０８３万２,０００円。 

  高額医療費共同事業負担金は、高額な医療費を県単位で費用調整する仕組みへの拠出

金に対し、国が４分の１を負担するもので、２,８３２万３,０００円。 

  特定健康診査等負担金は、４０歳以上の被保険者に対する特定健康診査・特定保健指

導の実施に係る費用の基準額に対し、国が３分の１を負担するもので、３３１万８,０

００円を見込んでおり、国庫負担金の総額は、４億６,２４７万３,０００円。本年度よ
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り５,１８４万４,０００円、１０.１％の減となっております。 

  １６、１７ページをお願いします。 

  ２項国庫補助金の財政調整交付金は、先ほどの定率負担金のみでは解消できない、市

町村間の財政不均衡の是正を図る目的で交付されるもので、１億２,４８９万７,０００

円。本年度より３,９４１万６,０００円、２４.０％の減となっております。 

４款、療養給付費等交付金は、先ほど申しました、「退職被保険者等」の医療費に対し、

旧来加入していた職域保険からの拠出金を原資とする交付金ですが、「退職被保険者

等」にかかる医療費等から算出し、３,３６１万４,０００円。本年度より７,７３１万

３,０００円、６９.７％の減となっております。 

  次の５款、前期高齢者交付金ですが、国保には疾病リスクが高い高齢者が多く、現役

世代が加入する職域保険との間で生じる財政的な不均衡を調整するために、職域保険か

らの拠出金を原資として交付されるもので、１３億３,８４３万５,０００円。本年度よ

り１億９,３１８万３,０００円、１６.９％の増となっております。 

  この交付金が増額となった主な要因としましては、平成２７年度の医療費が確定し、

前期高齢者に係る医療費が増加していることや、平成２７年度の交付金額が確定したこ

とによる精算の影響により、もらい過ぎとなった交付金の返納額が前年度に比べて少な

くなったことなどによるものです。 

  次の６款県支出金、１項県負担金において、高額医療費共同事業負担金は、国庫負担

金と同額を見込み、２,８３２万３,０００円。特定健康診査等負担金は、３３１万８,

０００円。県負担金の総額は、３,１６４万１,０００円。本年度より８１１万円、３４.

５％の増となっております。 

  １８、１９ページをお願いします。 

  ２項県補助金の財政調整交付金は、国の財政調整交付金と同じ趣旨で交付されるもの

で、１億４,００５万２,０００円。本年度より４,０５５万４,０００円、２２.５％の

減となっております。 

  ７款共同事業交付金の１目、高額医療費共同事業交付金、２目保険財政安定化事業交

付金は、いずれも高額な医療費を県単位で費用調整する仕組みによるものでございます。 

  医療費が極めて高額となる患者の発生は、小規模な市町の国保にとって大きな財政リ

スクとなります。そこで、こうした保険者のリスクを軽減するため、県内各市町が一定

の資金を国保連合会に拠出することにより、実際の支出額に見合う収入が得られる、い
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わば再保険のような仕組みでございまして、保険者が負担する医療費の５９％の額が交

付されます。 

  この２つの共同事業でございますが、高額医療費共同事業では８０万円を超える医療

費を対象とし、保険財政安定化事業では８０万円までの全ての医療費を対象としており

ます。 

  共同事業交付金の総額で７億８,８３２万８,０００円。本年度より９,１９３万円、

１０.４％の減となっております。 

  下段の９款繰入金、１項他会計繰入金の一般会計繰入金ですが、一般会計が収入する

国庫負担金や地方交付税を特別会計に財源移転する、いわゆる法定繰入れが、説明欄に

記載しております「保険基盤安定繰入金」、「出産育児一時金等繰入金」、及び「財政

安定化支援事業繰入金」で、これらの合計は、１億５,４８５万９,０００円。 

  次の「その他一般会計繰入金」は、法定外の任意の繰入金で、事務費分や、町の医療

費助成事業の実施に伴う給付費増額相当分の補償措置及び予備費の財源とするものとし

て、４,４９０万１,０００円。これらの総額で１億９,９７６万円。本年度より１,７２

３万円、７.９％の減となっております。 

  次に主な歳出でございます。２４、２５ページをお願いします。 

  １款総務費の１項総務管理費は、被保険者の資格管理などを行う電算処理関連の経費

などを計上する一般管理費、被保険者数に応じて国保連合会の運営経費を負担する連合

会負担金で構成し、総額１,０６２万５,０００円。本年度より６８万５,０００円、６.

９％の増となっております。 

  増額の要因といたしましては、高額医療費支給申請のお知らせなどの郵送料の増額に

よります。 

  次の２項徴税費の賦課徴収費は、保険税の賦課徴収に伴う経費として、主に納税通知

書などの郵送料や電算処理関連経費などで、合計２８４万７,０００円。本年度より５

０万８,０００円、１５.１％の減となっております。 

  ２６、２７ページをお願いします。 

  ３項趣旨普及費は、国保制度を周知・説明するために被保険者などに配布する「国保

のしおり」の印刷製本費２０万６,０００円を計上しております。 

以上、総務費は  １,３６７万８,０００円。本年度より１６万７,０００円、１.２％の

増となっております。 
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  次の２款保険給付費の１項療養諸費は、通院や入院に伴う医療費を医療機関に支払う

療養給付費、柔道整復やコルセット等の治療用装具などの費用を給付する療養費と、次

の２８、２９ページにございます、国保連合会に支払う審査支払手数料で構成し、総額

としまして、２０億４,９７９万円。本年度より１億１,７５５万３,０００円、５.４％

の減となっております。 

  続いて２項、高額療養費は、窓口での患者負担額について、一定の負担上限額を超え

た場合に給付を行う「高額療養費」。健康保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、

その１年分を合算して一定の負担限度額を超えた場合に給付する「高額介護合算療養

費」で構成し、総額２億９,９６６万１,０００円。本年度より２,５４９万４,０００円、

９.３％の増となっております。 

  ３２、３３ページをお願いします。 

  ４項出産育児諸費は、出産育児一時金として、１件あたり４２万円を給付するもので、

国保連を通じ、医療機関へ直接支払いを行うことから、国保連への支払手数料を含め、

２４人分、１,００８万６,０００円を見込んでいます。 

  中段、５項の葬祭諸費は、被保険者が死亡した場合、葬祭費として３万円を給付する

もので、５５人分、１６５万円を見込んでいます。 

  以上、保険給付費は２３億６,１１８万９,０００円。本年度より９,２５６万９,００

０円、３.８％の減となっております。 

  続いて、３款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度に対し、国保の被保険者数

に応じて拠出するもので、事務費拠出金と合わせて、３億３,２３４万円。過年度分の

精算額の関係で、本年度より１,７０３万７,０００円、４.９％の減となっております。 

  ３４、３５ページをお願いします。 

  中段、４款の前期高齢者納付金等は、前期高齢者の財政調整制度における納付金であ

り、事務費拠出金と合わせて、１２１万７,０００円。一人当たりの単価が増額となっ

たことから本年度より１０４万１,０００円、５９１.５％の増となっております。 

  ３６、３７ページをお願いします。 

  ６款介護納付金は、介護保険制度における介護給付や介護予防事業の総額の２８％に

あたる医療保険納付対象額について、介護保険第２号被保険者である４０歳以上６５歳

未満の国保被保険者数に応じて納付するもので、１億５８８万９,０００円。被保険者

数の減少や過年度分の精算額の関係で、本年度より４７１万９,０００円、４.３％の減
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となっております。 

  次の７款の共同事業拠出金ですが、歳入において「高額な医療費を県単位で費用調整

する仕組み」と申しましたが、８０万円を超える医療費を対象とする「高額医療費共同

事業」と、８０万円までのすべての医療費を対象とする「保険財政安定化事業」への拠

出金で構成し、総額で、７億９,７４４万２,０００円。本年度より２６３万１,０００

円、０.３％の減となっております。 

  ３８、３９ページをお願いします。 

  ８款、保健事業費、１項、特定健康診査等事業費は、４０歳以上の被保険者に健康診

査を実施し、併せて、内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームに該当する方

などに保健指導を行うもので、主な経費としては、栄養士報酬１８０万円、受診券や結

果通知などの郵送料等として役務費１３１万４,０００円、健診等委託料●●●●●●

●●●円など、総額で１,７７１万６,０００円。本年度より２１８万４,０００円、１

４.１％の増となっております。 

  ４０、４１ページをお願いします。 

  ２項の保健事業費は、医療費通知に要する郵送料、後発医薬品差額通知作成業務に係

る委託料など、総額４４５万９,０００円。本年度より１７万４,０００円、４.１％の

増となっております。 

  以上、保健事業費は２,２１７万５,０００円。本年度より２３５万８,０００円、１

１.９％の増となっております。 

  こうした内訳により、歳入歳出合計額は、３６億５,５５４万１,０００円。本年度よ

り１億１,３３９万８,０００円、３.０％の減となっております。 

  以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございます。 

  それでは、ただいまの国民健康保険事業特別会計について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 町長も施政方針のとこで言われたんですけど、熊野町にデータヘルス計

画をもとにして、腎症重症化予防教室というものをなさって、国保の減につなげるよう
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に事業やってらっしゃるんですけど、その内容あるいは対象者の人数、その後の効果と

いったものが、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 腎症重症化予防事業といたしまして、糖尿病性腎症の

患者であって、人工透析導入前の段階の方、腎機能低下を支援させ、人工透析を予防、

または導入の時期をおくらせるということを目的として事業を開始いたします。データ

ヘルス計画、レセプト状況等の分析によりですね、抽出された生活習慣を起因とした糖

尿病性の腎症の方、今４７名ほど抽出されております。この方と後、住民健診において

ｅＧＦＲ値でスクリーニングをかけまして、その方を対象として５回の健康教室を実施

しようと考えております。それ年２回、２クールほどしようと思っております。事業の

内容といたしましては主に栄養指導にはなろうかと思います。減塩指導、栄養指導です

ね、かかりつけ医との連携、まあ、情報提供等を行いながらですね、その方に対して保

健指導、保健教室を開催しようと考えております。フォローアップなんですけれども、

事業後もですね、翌年の健診結果であるとか、事業の最後にまた血液検査ｅＧＦＲとか

の数値を見てですね、その推移を見ていきたいというふうに考えております。データヘ

ルス計画においてはですね、その平成２８年度に計画策定、平成２９年度から事業実施

いうことなんですけれど、一応平成３２年までの計画として、その健診、レセプトデー

タにより、その検査値の推移ですね、そこら辺を追っていって、その評価、事業の評価

というものを出していきたいなと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） それも今、１年たってそれらの結果の、良好かどうかその辺の効果のほ

うを教えていただければと思うのと、人工透析すると年間で３６０万円から６００万円

ぐらいのかなり高額な医療になり、それがまあ、国保を圧迫するということは皆さんも

御存じだと思うんですけれども、今、各自治体でそういう糖尿病の患者、あるいはそれ

の予備軍といったものの抽出されて１対１で保健師、専門職が必ずこう、何ていうのか
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な、１カ月に１回かなり頻度の高い状況で指導しながら、このデータが今月はよかった、

次の月はどうたったかというような、物すごくそういうきめ細かなにやってらっしゃる

という事業が起こっていくというようになんですけど、そういったことには広域でいか

がなんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） このデータヘルス計画、平成２８年度策定をします。

で、先ほど４７名の抽出をかけたと言いましたけれども、平成２７年度、２８年度にお

いてはですね、そのレセプトデータに基づかず、住民健診のｅＧＦＲ値でスクリーニン

グをかけた方に対して、その集団指導、個別指導を行っております。まあ、その健康教

室何回かシリーズで行うんですけれども、その検査結果ですね、事業の終わった後に血

液検査をして、またｅＧＦＲの結果とかいうのを見とるんですけれども、ほぼ横ばいの

状況、それで平成２７年度事業参加者について、平成２８年度の住民健診の結果を見て

もほぼ横ばいの状況であるというような今の状況です。呉市とかが、腎症重症化でモデ

ル的に事業をされております。で、来年度から健康都市いうことに参加させていただく

ようにしております。全国レベルのですね、そこら辺で先進地の事例でありますとかい

うところを研究しながらですね、どういう事業をするのが一番効果的かというようなと

ころを研究してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） よろしくお願いします。 

  それともう一つレセプト点検員っていう方が１７０～１８０万円の雇用で行われてる

としたんですけど、それらの多重診療あるいは医療過誤、それからもう一つ最近非常に

多くなっている、はり鍼灸師整体といったところのレセプトの点検何かによる医療過誤

なんかを、どのぐらい年間で上がっているのか教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野課長。 



－113－ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） 今、効果額として今年度は前年度に比べて多少下がってるんですけ

ども、それでも５００万円近い過誤を見つけていただいてるっていうふうな状況になっ

ております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 新聞紙上で時々、鍼灸師あるいは、はり整体なんかの、何ていうんかな、

過剰診療というか不正診療というかそういうのがあるんですけど、町内ではそういうの

はどうですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） はり・きゅうについてはちょっと町のほうでは確認はできてません

けども、柔道整復等、マスコミ等で以前から問題になってたというふうな事例は本町に

おいては確認はできておりません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

  ないようでしたら、暫時休憩いたします。再開は４時１５分から。 

（休憩 １６時 １分） 

（再開 １６時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、総務厚生分科会を再開いたします。 

  続きまして、後期高齢者医療特別会計について説明をお願いいたします。 

  堀野課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯住民課長（堀野） 後期高齢者医療特別会計について御説明申し上げます。 

  予算書におきまして、国保特別会計の次は公共下水道事業特別会計ですので、その次
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となります。 

  後期高齢者医療制度は、強制加入となる７５歳以上の方などを被保険者として、県内

の市町が設置した広域連合が保険者となり、保険給付等を行う制度です。 

  町は、広域連合が賦課した保険料を徴収するとともに、広域連合に対しまして、その

徴収した保険料などを納める保険料負担金、町が負担すべき療養給付費負担金、及び事

務費分賦金を納付する事務のほか、被保険者に対する窓口サービスを行っております。

被保険者数は、３月１日現在、３,９１６人で、増加をしております。 

  それでは、予算案につきまして、説明させていただきます。 

  まず、主な歳入ですが、１０・１１ページをお願いします。１款、後期高齢者医療保

険料は、広域連合による試算値を基に、合計で、２億８,１４９万４,０００円。本年度

より１,９２４万円、７.３％の増となっております。 

  ３款繰入金、１項の一般会計繰入金ですが、町の特別会計や広域連合における事務費

の財源とする事務費繰入金１,４２７万３,０００円、療養給付費の一部を広域連合に法

定負担する財源とする療養給付費繰入金２億７,７８３万６,０００円、保険料軽減によ

る減収分に充てる保険基盤安定繰入金を５,７１６万４,０００円としております。これ

らは、一般会計において県負担金として収入したものや地方交付税により措置されたも

のを、特別会計に財源を移転するもので、総額３億４,９２７万３,０００円。主に療養

給付の支払いに充てるための療養給付費繰入金の増額により、本年度より１,７５２万

５,０００円、５.３％の増となっております。 

  次に、主な歳出でございます。１４ページ、１５ページをお願いします。 

  １款総務費の１項、総務管理費では、納税通知書等の印刷に係る経費やクラウド利用

料などの合計で９８万６,０００円、本年度より２１万１,０００円、１７.６％の減と

なっております。 

  ２項の徴収費は、保険料納付書などの郵送料として役務費５２万６,０００円などの

計上により、合計６８万９,０００円を計上し、総務費の合計で１６７万５,０００円、

本年度より９万９,０００円、５.６％の減となっております。 

  １６ページ、１７ページをお願いします。２款、後期高齢者医療広域連合納付金は、

広域連合の事務費を負担する事務費分賦金として１,２６４万２,０００円、療養給付費

の約８％に相当する額を町が広域連合に法定負担する療養給付費負担金を２億７,７８

３万６,０００円、徴収した保険料等を納める保険料等の負担金の３億３,８６７万９,
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０００円などで、総額６億２,９１５万７,０００円。本年度より３,６８６万４,０００

円、６.２％の増となっております。増額となった主な要因は、保険料収入の増加に伴

うものでございます。 

  こうした内訳により、歳入歳出合計額は、６億３,１８３万３,０００円。本年度より

３,６７６万５,０００円、６.２％の増となっております。 

  以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それでは、後期高齢者医療特別会計について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

  ないようですので、続きまして、介護保険特別会計について説明をお願いいたします。 

  加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） では、介護保険特別会計について御説明いたします。予算書

の後期高齢者特別会計の次の仕切りからでございます。 

  介護保険特別会計には、保険事業勘定と、介護サービス事業勘定がありますが、まず、

保険事業勘定から御説明いたします。 

  予算書１８、１９ページをお願いいたします。主な歳入の御説明をいたします。１款、

保険料は、６５歳以上の介護保険料で、年金から天引きを行う特別徴収保険料と、納付

書などで支払う普通徴収保険料などを併せ、５億６,０５９万５,０００円で、本年度よ

り２,２５１万２,０００円、４.２%の増額となっております。増額の要因は、６５歳以

上の被保険者数の増加によるものです。 

  ３款支払基金交付金は、４０歳から６４歳までのいわゆる２号被保険者保険料を支払

基金を通じ、介護保険給付費及び地域支援事業費の介護予防事業費の法定負担分として

交付を受けるものです。 

  ４款１項の国庫支出金から、次の２０、２１ページの、５款の県支出金までは、介護

給付費及び地域支援事業費に対する、国、県からの交付金及び補助金です。 

  なお、４款２項４目の介護保険事業費補助金は、３年毎に見直されている介護保険法

の改正に対応するためのシステム改修の補助率２分の１の補助金です。 
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  次に２２・２３ページをお願いします。６款繰入金は一般会計からの繰入金で、１目

介護給付費繰入金、２目、３目の地域支援事業繰入金は、介護給付費及び地域支援事業

費に対する法定負担分の繰入金です。 

  ４目その他一般会計繰入金の事務費繰入金は、被保険者の資格管理や介護認定事務な

どの事務費、地域支援事業の補助対象外に対する繰入金で、介護保険料軽減負担金は、

消費税増税を財源として行われる、低所得者に対する保険料軽減措置分の一般会計から

の繰入金です。 

  その他一般会計繰入金の総額は３,４１８万９,０００円で本年度より４７２万７,０

００円、１６%の増額となっております。増額の要因は、介護保険法改正によるシステ

ム改修の町負担や、人件費の増額によるものです。 

  続いて、歳出の御説明をいたします。 

  ２６・２７ページをお願いします。１款総務費の一般管理費は、被保険者の資格管理

に必要な経費で、事業費は９１７万６,０００円で、本年度より５５１万６,０００円、

１５０.７％増となっています。増額の要因は、３年毎に見直されている介護保険法改

正に対応するためのシステム改修を行うことによるものです。主な事業費は、クラウド

システム利用料等の手数料２３７万８,０００円、介護保険法改正システム改修費委託

料です。 

  次の賦課徴収費は、介護保険料の賦課及び徴収に必要な経費で、事業費は１５５万７,

０００円で、本年度より１５万１,０００円、８.８％減となっています。減額の要因は、

納付書等の印刷単価が減額になったことなどによるものです。主な事業費は、保険料の

納入通知書を送付する通信運搬費９６万１,０００円です。 

  ２８、２９ページをお願いします。 

  介護認定審査会費は、５人の審査員で構成された審査会を４つ設け、月４回開催する

審査委員２０人に対する報酬で、事業費は３３６万円で、本年度より、３６万４,００

０円、９.８%減となっています。減額の要因は、本年度は、２年毎の審査会委員交代に

伴う研修会に係る経費を計上したことによるものです。 

  認定調査等費は、要介護認定に必要な、調査及び主治医の意見書徴取に係る経費で事

業費は１,０８１万３,０００円です。主な事業費は、主治医意見書作成手数料として８

９８万５,０００円で、認定調査業務委託料です。 

  次に、２款保険給付費についてですが、まず、１項介護サービス等諸費は、要介護１
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から要介護５の認定者の居宅及び施設サービス給付費を計上しております。 

  １目居宅介護サービス給付費は、訪問介護（ヘルパー派遣）や通所サービス（デイサ

ービス）、短期入所（ショートステイ）や、福祉用具のレンタルなどの給付費で、６億

５,７６１万４,０００円です。 

  ２目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医

療施設の３施設における施設入所サービス給付費で８億１３３万５,０００円です。 

  ３０、３１ページをお願いします。 

  ３目居宅介護福祉用具購入費は、ポータブルトイレや、入浴用いすなどの購入に係る

経費で、１７８万７,０００円です。 

  ４目居宅介護住宅改修費は、手すりの設置や段差解消などの住宅改修に係る経費で、

６７２万２,０００円です。 

  ５目居宅介護サービス計画給付費は、ケアプラン作成費として、７,４９４万７,００

０円で、６目地域密着型介護サービス給付費は、町が指定し、町民のみが利用できる、

認知症高齢者グループホームや、小規模多機能型などの給付費で、２億３,７１２万８,

０００円です。 

  この地域密着型介護サービス給付費が、本年度より４,６７８万９,０００円、２４.

６%増額しておりますが、その要因は、本年度から、利用定員１９人未満の小規模型デ

イサービスが地域密着型に移行になったことによるものです。 

  ３２・３３ページの上段をお願いいたします。以上の、１項介護サービス等諸費の総

額は、１７億７,９５３万３,０００円で、本年度より３,６８６万４,０００円、２.

１％増となっています。 

  次の２項その他諸費、審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会による介護給付費

請求に係る審査支払手数料で、事業費は、１３９万１,０００円です。 

  次の３項高額介護サービス等費は、一定額以上の介護サービス料を負担された方に対

し払い戻しを行うもので、事業費は、１目の介護と２目の介護予防をあわせて、３,０

１９万４,０００円で、本年度より２０１万６,０００円、７.２％の増額となっていま

す。 

  増額の要因ですが、利用料金の２割負担者が、新たに高額介護サービス費の支給対象

になっていることによるものです。 

  ３４・３５ページをお願いします。 
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  ４項高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険の世帯負担額に年単位で

上限額を設け、その超過額を払い戻すもので、その内の介護保険負担分について計上し

ております。事業費は、介護と介護予防併せて、３４９万１,０００円です。 

  ５項特定入所者介護サービス等費は、施設入所やショートステイ利用時の居住費及び

食費については全額利用者負担となりますが、住民税非課税世帯者について所得状況に

応じて負担を軽減するもので、事業費は、介護と介護予防併せて、８,７６２万８,００

０円で、本年度より２３３万９,０００円、２.６％の減額となっています。 

  減額の要因は、対象となる住民税非課税世帯者の所得状況に応じて３つの段階に分け

ていますが、平成２８年８月から、対象要件に、遺族年金などの非課税年金収入額も加

わったため、利用者の負担軽減額が少ない段階の対象者が増えたことによるものです。 

  次のページをお願いします。６項、介護予防サービス等諸費は、要支援１及び２と認

定された要支援者が利用する居宅サービス給付費を計上しています。 

  事業費は、１目介護予防サービス給付費から、３８、３９ページの５目地域密着型介

護予防サービス給付費までをあわせ、４,５５１万３,０００円で、本年度より２,４３

３万２,０００円、３４.８％減となっています。 

  減額の要因は、ホームヘルプサービスとデイサービスの利用者が本年度７月から随時、

地域支援事業の総合事業に移行したことによるものです。各目の事業内容は、先程説明

しました、１項介護サービス等諸費と同様ですが、要支援者は特別養護老人ホームなど

の施設サービスの利用ができませんので、施設サービス給付費はございません。 

  ３８、３９ページ中段の、３款地域支援事業費ですが、地域支援事業は、介護保険サ

ービスとは別に、高齢者が要介護状態になることを予防したり、要介護状態になった場

合も住み慣れた地域でできる限り自立した生活が送れるよう、地域の実情に応じて実施

する事業です。 

  ４０、４１ぺージにかけての、１項１目一般介護予防事業費ですが、事業費は、１,

８０８万３,０００円で、本年度より５６１万１,０００円、２３.７％減となっており

ます。 

  シルバーリハビリ体操リーダーの養成やその活動支援、介護予防の普及啓発、ノルデ

ィックウォーキング大会に係る経費等を計上しております。 

  減額の要因は、西部地域健康センターで実施していたサロンを、総合事業へ移行する

ことによるものです。主な事業費は、２名の職員人件費です。 
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  ４０、４１ページ下段の、２項包括的支援事業・任意事業費の、１目包括的支援事業

費ですが、地域包括支援センターの運営に必要な経費で、事業費は、３,４３２万１,０

００円で、本年度より８３４万５,０００円、３２.１％増となっております。 

  ４２、４３ページをお願いします。増額の要因ですが、専門職が１名増となったこと、

非常勤職員の勤務形態を嘱託職員から臨時職員に変更したことによるものです。 

  主な事業費は、専門職の常勤職員４人と非常勤職員１人の人件費、２つの相談支援セ

ンターの委託料です。 

  ４４、４５ページの２目任意事業費ですが、事業費は５０３万２,０００円で、本年

度より５５万６,０００円、１２.４％増となっております。増額の要因は、成年後見人

謝金の対象者数の増加等です。主な事業費は、成年後見人謝金の８８万８,０００円、

緊急通報体制等整備事業委託料、扶助費の要介護者を介護している低所得者に対し紙お

むつを支給する、家族介護用品給付費の６０万円です。 

  ３目認知症総合支援事業費ですが、この事業は、認知症の早期診断・早期対応するた

め、設置が義務付けられている認知症初期集中支援チームに必要な経費や認知症カフェ

の活動支援に必要な経費を計上しております。 

  事業費は、３３万６,０００円で、本年度より１万２,０００円、３.４％の減となっ

ております。 

  減額の要因は、認知症初期集中支援チームを安芸郡４町合同で設置することから、嘱

託医の報酬を４町が持ち回りで支払うこととなったためです。 

  主な事業費ですが、認知症初期集中支援チームの嘱託医の報酬２万８,０００円、次

のページをお願いします。チーム員の研修や認知症地域支援推進員研修などの特別旅費

２１万円、認知症カフェ補助金３万１,０００円です。 

  ４目、在宅医療・介護連携推進事業費ですが、この事業は、医療と介護が連携し、包

括的・継続的な在宅医療・介護を提供することに必要な経費を計上しており、事業費は

１３万６,０００円、本年度より４６万５,０００円、７７.４％の減となっております。 

  減額の要因は、この事業には８項目の実施すべき事業が定められていますが、安芸郡

４町で実施事業の担当を決め合同で実施することにしたため、事業費が減額となったも

のです。主な事業費は、講演会講師報償費５万円、安芸地区医師会に委託する在宅医療

相談支援窓口事業の委託料です。 

  ５目、生活支援体制整備事業費ですが、この事業は、高齢者支援のための生活支援サ
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ービスの充実や、生きがいや介護予防につながる高齢者の社会参加を図るための体制整

備に係る経費を計上しており、事業費は７８万４,０００円、本年度より３万８,０００

円５.１％の増となっております。増額の要因は、新たに実施する生活支援ボランティ

ア養成研修に係る経費を計上したことによるものです。 

  主な事業費は、生活支援コーディネーター謝金及び生活支援ボランティア養成研修講

師謝金１５万４,０００円、協議体運営委託料です。 

  ４８、４９ページの４項介護予防・生活支援サービス事業費ですが、昨年７月から実

施している総合事業に係る経費です。 

  １目介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援者の、ホームヘルプサービスとデ

イサービスの事業費と、西部地域健康センターで実施する基準緩和型通所サービスに係

る経費で、事業費は３,５１２万５,０００円、本年度より１,８８０万円、１１５.２％

の増額です。増額の要因は、昨年７月から随時移行していた要支援認定者の総合事業へ

の移行が終了することと、西部地域健康センターでのサロン事業を、こちらの総合事業

に移したことによるものです。 

  ２目介護予防ケアマネジメント事業費は、総合事業に移行した２つの事業のみの利用

者に対するケアプラン作成費を、地域包括支援センターから委託された事業所に対し支

出するもので、事業費は、１３２万３,０００円で、本年度より６６万７,０００円、１

０１.７％の増額です。増額の要因は、昨年７月から要支援認定者の一部が総合事業へ

移行したことで対象者が増えたことによるものです。 

  ５０、５１ページをお願いします。 

  ４款基金積立金ですが、第６期介護保険事業計画は、団塊の世代が全て後期高齢者と

なる平成３７年（２０２５年）を見据え、中長期的な視点での計画策定、介護保険料の

算定を行いました。そのため、介護保険料に余剰金が生じることから、２,０００万円

を準備基金に積み立てるものです。 

  保険事業勘定の説明は以上です。 

  続きまして、介護サービス事業勘定の御説明をいたします。 

  ６２、６３ページをお願いします。 

  歳入ですが、１款サービス収入として、要支援１及び２の認定者のケアプランを作成

したことに対する介護予防ケアマネジメント収入として５００万４,０００円、次の２

款一般会計繰入金は、人件費に対する一般会計からの繰入金で７７８万５,０００円で
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す。 

  要支援１、２の認定者が、随時、地域支援事業の総合事業へ移行し、ケアマネジメン

トの対象者が減ったことで、介護予防ケアマネジメント収入が３１９万８,０００円、

３９％減額となり、人件費充当分の一般会計からの繰入金が２８４万１,０００円、５

７％増額となっております。 

  ６４、６５ページをお願いします。 

  歳出ですが、事業費は１,２７９万円で、本年度より３５万７,０００円、２.７％減

となっております。減額の要因は、人件費の減額によるものです。主な事業費は、職員

１名の人件費と、町内などの居宅介護支援事業所への予防プラン作成委託料です。 

  介護保険特別会計の説明は以上となります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それではですね、介護保険特別会計について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 昨年度から包括支援センターっていうのができて、そして、施設介護か

ら在宅介護のほうへ移行するような指導があったということで、どういう形の利用者が、

施設利用者が減ったのか、在宅介護の給付あるいは施設介護の給付で最高どのぐらいの

値段、給付費になるのかちょっと教えていただけますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 包括支援センターは一応、平成１８年から開設をしておりま

す。で、地域包括ケアの体制づくりということで、今期から土台づくり、２０２５年見

据えて土台づくりということで、特に熊野町の場合、特に力を入れているのが、施政方

針でも町長が述べましたように、介護予防健康づくりというところから、まあ、始めて

おります。今の議員の御質問にありました施設から介護、居宅、在宅ということでござ

いますが、なかなか施設、特別養護老人ホーム等に入所された方がですね、在宅に帰ら

れるということはなかなか難しいこととなります。ただ、新たな入所者をどんどん今後、
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後期高齢者がふえてまいりますの、新たな入所対象者を少しでも在宅でということにな

るかと思いますが、ちょっと今年度のちょっと給付費を見てみますと、昨年度に比べて

ですね、ちょっと施設の給付費が落ち、減額になる予定なんですね。で、給付費全体は

伸びてるんです。まあ居宅、在宅でのサービスのほうがどっとふえて、施設が基本的に

施設が減るということ、今までもありませんでした。今年度はちょっと多分減るだろう

というふうなちょっと見込みをしておりますが、ちょっと要因が、なぜかなというふう

に担当者ともいろいろ検討はしてみるんですけど、いろんな選択肢がふえたのかなと思

ってます。施設といえば特養とか老健なんですけど、ほかにも、今、町内で言えば隣御

縁、介護つきの有料老人ホーム、で、町外にもたくさんのサ高住とか言ってましたけど、

サービスつきの高齢者住宅等がふえておりまして、ある程度ちょっと本人負担金は要る

んですけど、それが支払えるだけのお金をもってらっしゃる高齢者もちょっと今後は

年々ふえてまいりますので、結構、町外、息子や娘を頼って町外の今のサービスつき高

齢者住宅等に転出をされる方がですね、ちょっと目に見えてふえてるんですね。で、た

だこれ住所地特例といいまして、住民票移されても給付費のほうは熊野町が見るように

なりますけど、やはり特別養護老人ホームなんかに入るよりは、給付費はどっと少ない

です。本人負担金は高いんですけど、給付費は本人負担金も居住費とかは、食費等は全

額実費負担になりますので、給付費等はどっと、特別養護老人ホームの中に入られるよ

りは、町の負担は少なくなるということから、ちょっと人数的にはほとんど変わらない

んだけど、給付費が相当落ちてるということはそういうことかなと思っております。包

括ケアの推進で今後成果が見え始めるのが、多分４、５年先かなって、多分１、２年包

括ケアの推進してすぐに成果が見えるというものではないと思っておりますけど、住民

主体ということで、今のシルバーリハビリですとか、認知症カフェ何かが、やはり住民

が率先して研修を積んでいただいて、地域で本当、今、本当運用していただくそういう

仕組みづくりをですね、今後ますますつくっていかなければいけないのかなというふう

に感じております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 今朝の新聞に１８％病床、介護用の病床、あるいは在宅医療のほう、施
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設医療も減らしていこうというような感じになっているということで、施設のほうが家

族的には楽かなとは思ってたんですけれども、逆に患者というか本人にとっては在宅の

ほうが、何ていうの、幸せな生き方になると思うんですよ。で、まあそれが、介護ヘル

パーあるいは訪問介護といったものが充実してきたので、そういう人たちのほうへ支援

包括支援がという説明をすることによって、在宅介護のほうがふえてくるのかなと、ま

あ、そのほうが終末医療といったものにいい影響を及ぼすんじゃないかなと思っており

ます。できるだけ人間らしくというか、今、施設の中で長期療養型のところにいくと、

何てもう天井だけしか見えなくて周りはもう体が固まってしまってそれでもまだ、何て

いうのかな、治療されながら生きてると、家に帰りたいなっていうような人がふえてま

すので、できたらそういうところの家族はなかなか踏み切れない、在宅介護に踏み切れ

ないところがあるんですけども、そういった指導ができていただければ、介護保険の今、

これ見てると施設介護がちょっと減になってきて、在宅介護のほうが給付費がふえてる

っていうのはいい傾向かなと思うんで、ぜひそういった努力をしていただければと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 認知症関係のことなんですけど、聞いた話によると、まあ、これは去

年から２カ所ぐらいでやってると思うんですが、聞いた話では、先ほどちょろっとあり

ましたけど、ボランティアの方々が一生懸命手伝ってらっしゃるということで、極端な

話、自腹を切ってまで茶菓子を用意したりという話を聞きました。今、これを予算を見

れば３万円、３万１，０００円ということですけど、先ほどもあったように、そのボラ

ンティアが一生懸命やってこれ、地域で地域ぐるみで認知症ケアをしていこうという時

代になってくると思うので、これぜひ来年度からというか、今年度も様子を見ながらで

すね、もう少し予算を組んで充実していった方がいいんじゃないかと思うんですよ。そ

の辺よろしくお願いしたいんですが、まあこのカフェだけではないと思うんです。認知

症対策というかな、全般にそのもう少し予算が必要なんじゃないかなっていうふうに思

われるんですが、どうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 認知症カフェの町の補助と、まあお金のことということで、

来年度補助金をつけましたのはですね、御茶菓子とかそういうことではなく、基本的に

御利用者の保険ですね、が、やっぱりちょっと何かあったときに、保険対応、傷害保険

ですね、しなきゃいけないかなという話がちょっと二つの事業所で話し合ったときにあ

りまして、それはまあ町が見ましょうということで、来年度初めてですけど、補助金を

つけさせ、これカフェだけではなくて、シルバーリハビリも団体をつくられて、公民館

で教室等開催されておりまして、そこにも、シルバーリハビリのほうは今年度から補助

金、保険代ということでつけさせていただいております。お茶菓子等で自腹を切ってと

いうことで、今年度も７月から始めさせていただいて、今まで２回、３回とですね、オ

ブザーバーも入れながら活動していただいてる方を集まっていただいて、どうしたらい

いか、ああしたらいいかということで、町の職員交えて、いろいろ話をさせていただい

ております。基本的には後方支援ということで、一応金銭的なものではないんですけど、

いろんな面での相談とか支援等は行っております。で、本人も来られたときには２００

円、業者が２００円持って来られるんですね。前々からなんですけど、ちょっとコーヒ

ーもいいコーヒーを使われたりとか、お菓子も結構高いお菓子を買われてるんですね。

だからそのあたりがまあ、カフェだからそういうものを出さなきゃいけないかなという

ことがおありなんですけど、十分２００円の中で賄っていただけるような今のコーヒ

ー・お茶・お菓子をされたらどうですかという話は再々行っております。あと、会場の

使用料等も減免をさせていただいてるというところではございますが、一応、町の主体

となる事業っていうことだけじゃなくて、基本的には地域住民の方の事業ということで、

町がバックアップを、まあ手を放すことは一切いたしません。バックアップは一生懸命

しながら、どうしてもちょっとお金ということになれば、今後検討はしなければいけな

いとは思っとりますが、やはり基本的なものというものはちょっとそういう形で進めさ

せていただければなというには考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 済みません、ちょっとせかされておりますが、まあじゃあ、ことしも
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まあ、自腹はしょうがないということなんでしょうけども、それも含めてね、やっぱり

その環境づくりということで、いろんな、もしその金銭的なことだけではないとは思う

んですが、せっかくボランティアのお母さんたちがもてなそうというお気持ちがあるの

をですね、少しある意味応援してあげてほしいなという気がしてますので、今年やりな

がらね、その辺は検討してみてください。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） はい、わかりました。３０、２０億円の予算で３万５，０００円という

のはちょっと。そういう面がありますので、ちょっと私もそこまで思ってなかったんで。

まあ、ちょっと課長の言ったのもまあ、筋は通ってるんで、その折衷案ということでも

う一回考えてみます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 済みません、同じようなことになってしまうかもわかりませんが、この

資料の中でですね、一般介護予防事業として１，８８３万円自助公助云々と書いてあり

まして、その中で、地域に体操を普及させる体操指導士の要請及び活動支援云々と書い

てありますが、これ予算見るとですね、これもまた保険代かなと思うんですけど、体操

リーダー会活動事業費補助ですね、６万２，０００円、これで立派な体操のリーダーが

育つものなのかどうなのかと、よくよく見ますと、この１，８００万円の中のたったの

この６万円なんですね。その他は、給料であり、手当であり、云々かんぬんで実際に事

業費として出てるのはそうでもないような気がするんですが、どうですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 今の保険代と申しましたけど、これ、シルバーの体操リーダ

ーを養成するのは町が行っております。で、そのかかる経費っていうのはもちろん職員
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が行っておりますので、人件費ですとか後、専門の先生、大学の講師などを呼んできて

おりますので、こちらのほうの報償費、講師の謝金等に全て入っておりますので、リー

ダーを養成するお金的なものは今の予算書の３９ページですね、そちらのほうに報償費

の講師謝金等はこれはリーダー養成等にかかる経費等が入っておりまして、後、消耗品

等もあります。で、いったんリーダーが活動されるのは、社会福祉協議会のボランティ

アセンターのほうに登録していただいて、基本的には社協のほうがコーディネート、リ

ーダーを利用したい、で、誰が行くかっていうのは、コーディネーターのは社協が入っ

ておりますが、そのリーダーの中で何人かまあ、大体８割方の方がですね、リーダー会

っていうのつくられたんですね、これ本当に任意の団体です。町のものではなくて任意

の団体、その任意の団体が今、東公民館月２回、で、中央地域健康センターで月１回、

で、未来交流館で月２回、これは実習活動をされておりますので、もちろんこのＰＲ等

も町は行っておりますが、この自主活動されてる中の利用者の保険代、御本人たちはボ

ランティア保険に入られておりますけど、その自主活動の利用者の保険代ということで

今年度から、ちょっと保険代ということで出させていただいております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） はい、わかりました。まあ、こうやって我々議員のほうにですね、主要

事業として載せられてるわけですから、ぜひとも下火っていうかですね、しりすぼみに

ならないようにですね、どんどん広げてってやってください。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） もう時間がないんで、つまらん質問するようなんですが、介護予防ケア

マネジメントの収入が減っているということで、また対象者が減ということを言われた

んですが、これは入所される方が多いんですか、どうですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○高齢者支援課長（加島） 介護予防マネジメント要支援１、２の方のマネジメント代で

すけど、昨年７月から総合事業へ移行しておりますので、入所ということではなくて、

同じ方がいわゆるプランの作成がちょっと、費目がちょっと違ってきたということにな

ります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 先ほどの藤本委員の関連したんですけど、その体操のリーダーの人たち

が、まるっきりのボランティアで、それであっちへ行ってください、こっちへ行ってく

ださいって、それのその交通費も何も出ない。で、何カ所も何カ所も言われる、今度新

しい何か体操に変わるのに、そのＴシャツもこれも自分で自前で買ってくださいってい

うような感じで、どこまで僕たちはそのボランティアすればいいのかというような、そ

のちょっとした不満もありました。だからやっぱりそういう、何ていうの、体を動かし

て元気になってもらおうと言われるんなら、ある程度そういうリーダーの人たちを育て

るなら、やっぱりもう少し予算的に、本当３万円じゃないですけど、してあげていただ

ければ。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） はい、わかりました。あの２件の件。私もそう思うとるんですが、なか

なか事務担当がうん言わんので、正直に申し上げました。まあ、平成２９年度はちょっ

と勘弁してください、補正するのは。平成３０年度で前向きな予算にある程度させてい

ただきます。よろしいでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 清代部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） このたび、ゆらっとくま体操からシルバーリハビリ、これは茨城県

のほうでもう既にやっておられます。で、県内でも庄原市、それから尾道市がやってる

ということで、県内でもそういう連携が取れたほうがいいだろうということで、若干体
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操を一部変えました。で、もちろん皆さんのＴシャツ、Ｔシャツっていうか、これまで

全く自前であったんですが、このたび、リーダー変わるということで、そのシャツにつ

いては皆さんつくるのと、それから、講座については職員がずっとついております。で、

新しく要請された方にも卒業されたときには、そのシャツを渡すようにというようなこ

とではやっております。で、この体操そのものがですね、そういった地域の中でその皆

さんが手弁当でやっていただいてるという、そういった他の団体とのかかわりもありま

す。そういった意味では、このたびも茨城県のほうから先生を呼んでですね、そういう

研修会をやったりとか、いろんなそういった交流、熊野町で今月も３町合同で研修会を

するようにとかいうようなことも、これは先生呼ぶのは町のほうが呼ぶわけですが、そ

ういった形で、まずはモチベーションが下がらないように、そういった後方支援はやっ

ていかなきゃいけないというふうには思っております。まあどれだけ、じゃあ、交通費

どうするのかというのもいろいろ難しい問題がありますので、ここらあたりはいろんな

団体の状況も見ながら、研究をちょっとさせていただければというふうに思ってます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、以上で当、分科会の審査は全て終了といた

します。 

  審査報告につきまして、進行役において報告書を作成したいと思いますので、報告書

作成のために、暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（休憩 １６時５６分） 

（再開 １６時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  分科会報告書作成しましたので、朗読いたします。 

 

平成２９年３月９日 

 予算特別委員長 藤本哲智様 

                       総務厚生分科会進行役 時光 良造 

平成２９年熊野町議会予算特別委員会総務厚生分科会審査状況報告書 
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  本分科会は平成２９年予算特別委員会において付託された次の件について３月９日に

分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

１．審査議案、議案第２１号、平成２９年度熊野町一般会計予算のうち議会費、総

務費、民生費、衛生費、商工費、消防費、公債費、諸支出金、予備費について、議案第

２２号、平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について、議案第２４号、

平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について、議案第２５号、平成２９年

度熊野町介護保険特別会計予算について。 

 

  それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで異議はござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございます。それでは、ただいまの分科会

報告を予算特別委員会で報告することに決定しました。 

  皆さん、御協力ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本）  済みません、ちょっと予算のことで、総務委員長としてね、明日の朝

ですね、恐らくまた９時半から始まるかと思いますが、産業建設委員会のほうなんです

けど、分科会のほうなんですが、久保隅産業建設委員長が、ちょっと明日、所用でです

ね、午前中留守になります。そうしたことによって、民法副委員長が進行役を務めてい

ただくようになりますが、皆さんよろしいでしょうか。 

  じゃあ、以上そういうことでございますので、執行部のほうもよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、明日９時半からということで、よろしいで

すね。いいですね。 

  はい、お疲れさまでした。ありがとうございました。 

（散会 １６時５９分） 
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平成２９年予算特別委員会 産業建設分科会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成２９年３月１０日 

２．招集の場所  第１委員会室 

３．開議年月日  平成２９年３月１０日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１４名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（２名） 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のために出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      建 設 部 次 長         奥 野 哲 哉 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      都 市 整 備 課 長 代 理         穂 坂 俊 彦 

      開 発 指 導 課 長         林   武 史 
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      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 総務費 

 農林水産費 

 土木費 

 公共下水道事業特別会計 

 水道事業会計 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 ９時３０分） 

○産業建設分科会進行役（民法） 皆さんおはようございます。 

  本日委員長が欠席のため、かわりまして私副委員長が、進行をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは座ってよろしいですか。 

  ただいまから、平成２９年予算特別委員会産業建設部会を開催いたします。 

  それでは平成２９年度の事業ごとにおける予算について、各担当者から説明を受けた

いと思います。 

  最初に、総務費の一部と農林水産費、土木費について、説明をお願いいたします。 

  穂坂都市整備課主幹。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課主幹（穂坂） はい。建設部及び水道部の予算説明に関しまして、建設課、

上下水道課においては、Ａ４版の事業箇所図をお配りしておりますので、この資料も御

参考にしてください。 

  それでは、７６、７７ページの「住居表示事業」でございます。 

  この事業は、住宅の建築等に伴う住居表示の設定、その管理に伴う住居表示台帳の整

備などに係る経費を計上するもので、事業全体で２３万２,０００円、本年度と同額と
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なっております。 

  歳入のその他１,０００円は、住居表示案内図等の雑入です。 

  主な事業費は、住居表示台帳修正に係る委託料と街区表示板の購入など、維持管理に

伴う消耗品費です。 

  ７８ページの企画費以降、民生費、衛生費は、総務部及び民生部で説明しております

ので、少し飛びまして、１６２、１６３ページをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費「農業委員会」でございます。 

  この事業は、熊野町農業委員会に関する諸経費及び農家台帳更新等に係る経費を計上

するもので、事業全体で６５１万４,０００円、本年度より４７万５,０００円、７.

９％の増となっております。 

  増額の主な要因は、農地利用状況調査整理に伴う臨時職員賃金の増でございます。 

  歳入の国・県支出金１７５万８,０００円は、農業委員会交付金１１０万円と、機構

集積支援事業補助金、６５万７,０００円、農地利用最適化交付金１,０００円で、その

他の２２万８,０００円は、農業者年金業務委託手数料等でございます。 

  主な事業費は、農業委員会の委員合わせて１４人の報酬３７７万７,０００円、農家

台帳に係る電算処理関係の手数料９５万９,０００円と、農家台帳データ更新の委託料

でございます。 

  １６４、１６５ページをお願いいたします。 

  ２目農業総務費「農業啓発推進事業」でございます。 

  この事業は、農産物の生産実態を住民に深く認識していただき、地域農業の発展と生

産意欲の高揚を図り、住民相互の親睦を図ることを目的に行う「農業祭」開催に係る経

費を計上するもので、事業全体で６４万円、本年度より１万９,０００円、３.１％の増

でございます。 

  増額の要因は、時間外手当の単価増に伴うものでございます。 

  主な事業費は、農業祭実行委員会補助金４０万円です。 

  次に、３目農業振興費「農業振興対策事業」でございます。 

  ごらんのページから１６７ページの上段に記載されておりますこの事業は、農業振興

に係る事務全般の経費を計上するもので、事業全体で１６７万８,０００円、本年度よ

り５万９,０００円、３.６％の増でございます。 

  増額の要因は、農業振興計画書作成等に要する時間外手当の増です。 
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  歳入の国・県支出金１０３万１,０００円は、農業再生協議会交付金７２万円、数量

調整円滑化事業補助金等３１万円１,０００円です。 

  主な事業費は、農業生産行政協力員９名の報酬６０万２,０００円、農業再生協議会

交付金７２万２,０００円です。 

  次に「鳥獣被害防止対策事業」でございます。この事業は、農林産物に被害を及ぼす

イノシシ、ヌートリアなどの有害鳥獣の駆除並びに防除を目的とし、その被害防止に係

る経費を計上するもので、事業全体で２３９万６,０００円、本年度より１１８万８,０

００円、３３.１％の減額でございます。 

  減額の主な要因でございますが、本年度は県の鳥獣被害防止総合対策交付金を財源と

し、熊野町有害鳥獣駆除対策協議会補助金として、臨時的に老朽化した箱わなの更新費

用として充当いたしましたが、その交付金部分が減額となるためのものでございます。 

  歳入の国・県支出金９万９,０００円は、鳥獣被害防止総合対策交付金です。 

  主な事業費は、鳥獣被害対策実施隊員報酬２８万円、有害鳥獣捕獲報奨金４１万円、

有害鳥獣駆除班補助金６０万８,０００円、有害獣防除用施設設置事業補助金６７万１,

０００円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 続きまして、４目農地費、「単町農業基盤整備事業」でございま

す。 

  １６８ページ、１６９ページをお願いいたします。 

  実施箇所図、建設課主要実施計画図でございますけども、こちらでは丸１で、主要事

業として、「熊野北農道舗装補修事業」を表示しております。 

  この事業は、農業基盤の保全を図るため、農業用施設の維持補修を行うもので、事業

全体で１，００５万７,０００円、本年度より２５万６,０００円、２.６％の増となっ

ております。 

  増額の主な要因といたしましては、農道の補修工事と水路改修工事費の増額によるも

のでございます。 

  歳入のその他７９０万円のうち、７４０万円は基金繰入金、残り５０万円は、農業用

水路等の受益者分担金でございます。 

  主な事業費は、「熊野北農道舗装補修」と農業基盤整備等の工事請負費でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○都市整備課長代理（穂坂） 続きまして、２項林業費、１目林業振興費、「林業振興対

策事業」でございます。ごらんのページから１７１ページをごらんください。 

  この事業は、「ひろしまの森づくり事業交付金」を活用し、里山の荒廃を防ぎ、自然

とのふれあい等を目的とした森林整備を行い、その自然環境及び景観の保全を図る事業

に係る経費を計上するもので、事業全体で３１５万９,０００円、本年度とほぼ同額で

ございます。 

  歳入の国・県支出金２９０万円は「ひろしまの森づくり交付金」で、その他２,００

０円は、鳥獣飼養許可証交付手数料となります。 

  主な事業費は、里山林整備事業の委託料でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設課次長（奥野） 続きまして、「小規模崩壊地復旧事業」でございます。 

  この事業は、県費補助により、人家裏の小規模な荒廃林地の復旧、または荒廃のおそ

れのある林地の予防工事を実施するもので、事業全体で６１２万１,０００円、皆増と

なっております。 

  歳入の国・県支出金は、県費補助金の２７５万円。その他の３１７万５,０００円は

基金繰入金の１８０万円と、「災害復旧負担金」の１３７万５,０００円でございます。 

  主な事業費は、昨年度豪雨災害で被災しました平谷地区の宅地裏法面の工事請負費で、

本年度に引き続いて、工事を行うものございます。 

  続きまして「林道維持管理事業」でございます。 

  この事業は、林道施設の利用者の安全を確保するため、維持補修等を実施するもので、

事業全体で４１０万９,０００円、本年度より２９７万円、３.６倍の増額となっており

ます。 

  増額の要因は、串掛林道の法面修繕工事の増額によるものでございます。 

  主な事業費は、林道維持補修の工事請負費でございます。 

  歳入のその他３００万円は、基金繰入金でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） 少し飛びまして、１７６、１７７ページの下の方から、１７８ペ

ージ、１７９ページをごらんください。 

  ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費「道路管理事務事業」について御説明

します。 
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  この事業は、道路・河川の管理や占用物の許認可、官民境界の確定事務を行うもので、

事業全体は２５０万３,０００円で、本年度より１９万２,０００円、７.１％の減額で

ございます。 

  減額の主な要因は、公用車の車検に要する費用の減額で、主な事業費は、道路台帳の

修正などに要する委託料で、合わせて２２８万円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設課次長(奥野) 続きまして、２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費の「県営事業及

び土木一般事」でございます。 

  ごらんいただいておりますページから１８１ページの上段にかけて、記載しておりま

す。 

  この事業は、県が施工した県単独事業に係る事業負担金等を計上するもので、事業全

体で７２９万６,０００円、本年度より３８万６,０００円、５％の減額となっておりま

す。 

  減額の主な要因は、「県営道路等改良事業負担金」が減額したことによるもので、具

体的には、雲母川砂防事業の町施設工事負担金の減によるものでございます。 

  主な事業費は、県営道路等改良事業負担金の４００万円です。 

  歳入のその他３６万７,０００円は、臨時職員等社会保険料納付金でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） 続きまして、ごらんのページから１８３ページにかけて記載して

おります、２目道路維持費「道路維持管理事業」でございます。 

  この事業は、日常的な道路や河川の維持管理を行うもので、事業全体は３,８９６万

３,０００円で、本年度より５９２万円、１３％の減となっています。 

  減額の要因は、熊野団地内の道路照明の更新が終了したことによる工事請負費の減額

でございます。 

  歳入のその他２,８１９万円２,０００円は、道路占用料３８６万１,０００円、基金

繰入金２,４００万円及び臨時職員の社会保険料納付金など、３３万１,０００円です。 

  主な事業費は、臨時職員１名の賃金２１４万９,０００円、道路照明の電気代など光

熱水費２２８万円、町道の街路樹管理業務や、道路維持のための高齢者能力活用協会へ

の委託料、道路維持に要する工事請負費でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○建設課次長(奥野) 続きまして、「町内一円道路維持事業」でございます。 

  この事業は、住民の道路交通の安全性を確保するため、町道及び権限委譲された県道

３路線について維持補修を行うもので、事業全体で１,６０６万円、本年度より４００

万円、２０％の減となっております。 

  減額の主な要因は、くまの産業団地管理道等の修繕工事が完了したことによるもので

ございます。 

  歳入の国･県支出金１,０２６万円は、県の分権改革推進移譲事務交付金で、その他５

３０万円は、基金繰入金４８０万円と、水道工事復旧負担金の５０万円となっておりま

す。 

  主な事業費は、権限委譲された県道の維持修繕業務委託料と、町内一円の道路維持修

繕の工事請負費でございます。 

  次に、「(国庫)町道舗装修繕事業」でございます。 

  この事業は、町道の主要幹線道路等で、老朽化した舗装の修繕を、国庫交付金事業を

活用して行うもので、事業全体で６５０万円、本年度より１，５５０万円、７割の減額

としております。 

  減額の主な要因は、国の交付金のこれまでの内示状況を勘案したことによるものでご

ざいます。 

  歳入は、国費率５５％の国庫交付金３３０万円、地方債２４０万円等でございます。 

  主な事業費は、工事請負費でございます。 

  次に、「道路維持事務事業」でございます。 

  １８４ページ、１８５ページをごらんください。 

  この事業は、町道施設の維持管理等に必要な事務的経費を計上するもので、事業全体

で１０４万５,０００円、本年度より２０万９,０００円、１６％の減となっております。 

  減額の主な要因は、公用車の車検の減に伴うもので、主な事業費は、公用車の維持補

修経費等でございます。 

  ３目道路新設改良費、「町道局部改良事業」でございます。 

  実施箇所図では丸２におきまして、実施予定の２箇所を表示してございます。 

  この事業は、町道の部分的な拡幅や交差点の隅切りなど、局部的な改良工事を実施す

るもので、平成２９年度は平谷地区及び萩原地区で、それぞれ１箇所の改良工事を予定

しております。 
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  事業全体で１,７７７万円、本年度と比べ７４３万円、約３０％の減となっておりま

す。 

  減額の主な要因は、局部改良工事に必要な用地購入や、物件移転補償の各経費が減少

したことによります。 

  歳入のその他１，１５０万円は基金繰入金で、主な事業費は、調査測量設計委託料、

工事請負費及び用地購入費の●●●●円でございます。 

  続きまして、「道路新設改良事務事業」でございます。 

  ごらんのページから次のページにかけて記載してございます。 

  この事業は、町道施設の新設、改良に伴い発生する事務的経費を計上するもので、事

業全体で２３０万２,０００円、本年度より１０万９,０００円、４.５％の減となって

おります。 

  減額の主な要因は、需用費の減額、図書購入費の減によるものでございます。 

  歳入のその他１,０００円は、コピー代等の雑入です。 

  主な事業費は、公用車の維持補修経費、積算システム使用料４６万４,０００円など

でございます。 

  次に、「町道深原公園線（鞘ノ河内工区）新設事業」でございます。 

  実施計画箇所図では丸３でございます。 

  この事業は、「町道深原公園線」を深原地区「準工業地域」方面へ延伸するための道

路を施工するもので、事業全体で４,１２２万円、本年度より３，０７２万円、約３.９

倍の増となっております。 

  増額の主な要因は、橋梁工事に着手することによるものでございます。 

  歳入は、国費率５５％の国庫交付金２，２００万円、地方債１，６２０万円でござい

ます。 

  主な事業費は、町道の橋梁下部工の工事請負費及び用地購入費の１,０００万円でご

ざいます。 

  その他の財源２４０万円は、基金繰入金でございます。 

  続きまして、ごらんのページから１８９ページにかけて記載しております「都市再生

整備事業（熊野団地地区･道路）」でございます。 

  実施計画箇所図では丸４となっております。 

  この事業は、平成２６年度から熊野団地側溝の改修工事を実施しているもので、事業
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費は２,５５０万円、本年度より８５０万円、本年度に比べ２５％の減となっておりま

す。 

  歳入は、国費率約４０％の国庫交付金１,４１７万５千円、地方債９７０万円でござ

います。 

  主な事業費は、工事請負費でございます。 

  なお、平成２９年度は本事業の最終年度となっております。 

  その他の財源１６０万円は、基金繰入金でございます。 

  次に、「町道呉出来線改良事業」でございます。 

  実施箇所図では丸５となっております。 

  この事業は、「槙ヶ迫交差点」付近と「ゆうあいホーム」前の離合困難な２箇所を拡

幅するため、本年度の事業用地購入に引き続きまして、拡幅工事を行うもので、事業全

体で１，５５０万円、本年度と比べまして３,０１１万円、６６％の減となっておりま

す。 

  減額の主な要因は、本年度、家屋移転を伴う用地取得が完了したことによるものです。 

  歳入は、国費率５５％の国庫交付金８２５万円、地方債６００万円でございます。 

  主な事業費は、工事請負費でございます。 

  その他の財源１００万円は、基金繰入金でございます。 

  次に、「町道藪太央線改良事業」でございます。 

  実施箇所図では丸６でございます。 

  この事業は、「町道藪太央線」において、「町道出来中溝線」との交差点から、離合

困難な区間を拡幅するため、今年度事業に引き続き実施するもので、事業全体で１,３

５０万円、２５％の減となっております。 

  減額の主な要因は、出来中溝線との交差点部改良工事が完了したことによるものです。 

  歳入は、国費率５５％の国庫交付金７１５万円、地方債５２０万円でございます。 

  主な事業費は、用地取得費６００万円と物件移転補償費１００万円でございます。 

  続きまし、ごらんのページから１９１ページにかけて記載しております、「町道出来

中溝線改良事業」でございます。 

  実施箇所図では丸７になります。 

  この事業は「熊野北農道」との交差点部分に隅切りを設ける事業で、本年度の事業用

地購入に引き続きまして、交差点改良工事を実施するもので、事業全体で２,６７１万
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円、７１％の減となっております。 

  減額の主な要因は、本年度家屋移転を伴う用地取得が完了したことによるものです。 

  事業全体で１，１００万円、歳入は、国費率５５％の国庫交付金５５０万円、地方債

４００万円でございます。 

  主な事業費は、工事請負費でございます。 

  その他の財源１５０万円は、基金繰入金でございます。 

  次に、４目橋梁維持費、「（国庫）橋梁維持修繕事業」でございます。 

  実施箇所図では丸８となっております。 

  この事業は、平成２５年度に策定しました「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、老朽

化の著しい橋梁の補修工事を実施するもので、事業全体で１,２００万円、本年度と比

べまして１，２００万円、５０％の減となっております。 

  主な減額の要因はといたしましては、本年度、すべての橋梁において点検が終了した

ことによるものです。 

  歳入は、国費率５５％の国庫交付金６０５万円、地方債４４０万円でございます。 

  主な事業費は、調査測量設計委託料と工事請負費でございます。 

  その他の財源１４０万円は、基金繰入金でございます。 

  続きまして、３項河川費、１目河川管理費、「町内普通河川改修事業」でございます。 

  この事業は、町内一円の「普通河川」の災害を防止し、地域住民の安全を確保するこ

とを目的としまして、改修・しゅんせつ・維持補修等を実施するもので、事業全体で１,

２６８万２,０００円、本年度より６１万１,０００円、５.１％の増となっております。 

  増額の主な要因は、平谷地区で護岸工事を計画していることによるもので、事業費は、

調査測量設計委託料と工事請負費となっております。 

  その他の財源１,２１０万円は、基金繰入金でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長代理（穂坂） 続きまして、１９２、１９３ページをお願いいたします。 

  ４項都市計画費、１目都市計画総務費、「都市計画一般事業」でございます。 

  この事業は、都市計画審議会等に関する事務、並びに各種協議会への負担金を計上す

るもので、事業全体で１４６万３,０００円、本年度より８９万３,０００円、２.６倍

の増となっております。 

  増額の主な要因は、都市計画図面修正業務委託料の皆増、大型プリンターの入れかえ
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による使用料の皆増、広島圏都市計画基礎調査負担金が、主な要因でございます。 

  主な事業費は、大型プリンター使用料１４万８,０００円、広島県都市計画基礎調査

負担金２３万８,０００円です。 

  歳入のその他１,０００円は、都市計画総括図等販売による雑入でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） 続きまして、ごらんのページの下の方から１９５ページにかけて

記載があります「建築開発一般事業」でございます。 

  この事業は、都市計画法や国土利用計画法等に基づく許認可事務の進達、営繕事務に

係る経費を計上しております。 

  事業全体で８０万９,０００円、本年度より１,１９９万７,０００円、９４％の減額

でございます。 

  減額の主な要因は、都市再生整備計画事業の東山地区団地緑地整備工事が完了したこ

とによるものです。 

  歳入の国・県支出金６,０００円は、土地利用規制等対策費補助金など、その他の５

４万７,０００円は、屋外広告物の許可手数料等です。 

  主な事業費は、積算資料等を購入する消耗品費１６万７,０００円と、設計等の委託

料です。 

  次に、「木造住宅耐震診断補助事業」でございます。 

  この事業は、耐震改修促進法に基づき、地震による被害から住民の生命・財産を守る

ことを目的に、民間の木造住宅に対し、耐震診断費の補助を行うものでございます。 

  歳入の国・県支出金１０万円は、国の住宅・建築物安全ストック形成事業補助金です。 

  事業費は、木造住宅耐震診断費補助金の２０万円です。本年度と同額となっておりま

す。 

  次に、「子育て世代『住むならくまの』応援事業」でございます。 

  この事業は、本年度に引き続き行う事業で、子育て世代の定住を促進し、人口の維

持・地域の活性化を図るため、住宅を新築または中古住宅の購入に際しまして、購入の

支援措置といたしまして、助成金を交付する事業でございます。 

  事業費は、子育て世代「住むならくまの」応援助成金の１,５００万円でございます。 

  続きまして、１９６、１９７ページをごらんください。 

  「建築物 土砂災害対策改修促進 補助事業」でございます。 
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  この事業は、本町に土砂災害警戒区域が指定されることに伴いまして、平成２９度か

ら新たに実施する事業で、特別警戒区域内の既存建築物の改修費の一部を補助するもの

でございます。 

  歳入の国・県支出金１１３万８,０００円は、国からの補助金「住宅・建築物安全ス

トック形成事業補助金」７５万８,０００円と、県費補助の「建築物土砂災害対策改修

促進事業費補助金」３８万円です。 

  事業費は、建築物土砂災害改修促進費補助金の１５１万８,０００円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市計画整備課長代理（穂坂） 続きまして、２目公園費、「都市公園緑地管理事業」

でございます。 

  ごらんのページから次のページにかけて記載しておりますこの事業は、公園・緑地の

適正な維持管理に係る経費を計上するもので、事業全体で１,６６４万５,０００円、前

年度より３１万７,０００円、１.９％の増となっております。 

  増額の主な要因は、緑地管理委託料の積算単価等の見直しによるものでございます。 

  歳入のその他２１６万７,０００円は、電柱設置等の行政財産目的外使用料６万７,０

００円、基金繰入金２１０万円です。 

  主な事業費は、植栽管理業務や草刈り業務等の委託料及び公園敷地の土地借り上げ料

１５３万３,０００円です。 

  次に、深原地区公園管理運営事業です。 

  この事業は、深原地区公園の管理運営を指定管理者の「ＮＰＯ法人きらら会」に委託

するための費用を計上するもので、事業費は、５８８万７,０００円、本年度より２２

万２,０００円、３.９％の増となっております。 

  増額の要因は、管理費の積算単価見直しによるものでございます。 

  歳入のその他１６万８,０００円は、自動販売機設置負担金でございます。 

  続きまして、「都市再生整備事業」でございます。 

  この事業は、都市再生整備計画に位置づけられた熊野団地内の公園・緑地の整備を行

うもので、事業全体で４００万円、本年度より４００万円、５０％減となっております。 

  減額の要因は、本年度の東山公園の水飲み場の更新、貴船公園のベンチの更新、防主

山緑地のパーゴラ等の整備が完了したためでございます。 

  歳入は、補助率約４０％の国庫交付金２２６万８,０００円、地方債１５０万円、そ



－143－ 

の他の２０万円は、基金繰入金です。 

  主な事業費は、東山地区のポケットパーク整備に係る委託料と工事請負費です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） 続きまして、「公園整備事業」でございます。 

  この事業は、本町を訪れる観光客の滞在時間の延長や体験学習、並びに地域交流など

の創出を目的とした事業です。 

  事業費は、６２万３,０００円で、本年度より１,０２４万３,０００円、９４％の減

となっています。 

  減額の要因は、「熊野町観光基本戦略策定業務」が完了したことによるものです。 

  事業費は、土地の鑑定手数料６２万３,０００円のみでございます。 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長代理（穂坂） 次に、３目公共下水道費、「熊野町公共下水道事業繰出

金」でございます。 

  ごらんのページから次のページに記載しておりますこの事業は、一般会計から公共下

水道事業特別会計への繰出金を計上するもので、事業費は、３億３,６３５万４,０００

円、本年度より１,９７３万円、６.２％の増となっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） 続きまして、５項住宅費、１目住宅管理費「町営住宅管理事業」

でございます。 

  ごらんのページから２０３ページにかけて、記載をしております。 

  この事業は、町内の公営住宅９団地、７０戸の維持管理を行うもので、事業全体は１,

２２１万４,０００円です。 

  歳入のその他１,２２１万４,０００円は、家賃収入です。 

  本年度より１１万９,０００円、１％の減額でございます。 

  減額の主な要因は、借地していた住宅敷地の一部を返還したものでございます。 

 主な事業費は、土地の借り上げ料４５８万８,０００円、施設の保守点検や維持管理に

要する委託料及び町営住宅の修繕を行うための工事請負費です。 

  次に、「コーポラス熊野管理事業」をごらんください。 

  この事業は、コーポラス熊野住宅３８戸の維持管理を行う事業で、事業全体で１,５

８６万円７,０００円、本年度より２３６万７,０００円、１８％の増額でございます。 
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  増額の要因は、２号館の屋根防水工事に合わせ、一部ベランダの防水工事を行うため

の工事請負費の増額でございます。 

  歳入のその他１,５８６万円７,０００円は、家賃収入です。 

  主な事業費、簡易的な修繕料８６万４,０００円、消防設備の保守点検等の委託料、

及び住宅の応急的な修理や、防水工事などを行うための工事請負費でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長代理（穂坂） 次に、６項地籍調査費、１目地籍調査費、「地籍調査事

業」でございます。 

  ごらんのページから次のページに記載しておりますこの事業は、あらゆる土地行政の

基礎資料となる地籍を明確にするための費用を計上するもので、事業全体で１６７万２,

０００円、本年度より２４５万１,０００円、５９％の減となっております。 

  減額の主な要因は、本年度の備品購入費の公用車更新完了による減でございます。 

  歳入のその他１,０００円は、コピー代等の雑入でございます。 

  主な事業費は、地籍測量業務等の委託料及び土地情報管理システム使用料６４万７,

０００円でございます。 

  一般会計については、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、ありがとうございます。 

  それでは７６ページの住居表示費、１６２ページの農林水産費から２０５ページまで

の土木費について、質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  はい、沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。１６７ページ、有害鳥獣駆除対策協議会補助金、これが前年度か

らかなり減ってるんですけれども、前年度にお聞きしたときにですね、箱わなというよ

うなお話をいただいたんですが、このたびの議会質問の答弁にもありましたように、４、

５年前は７０頭から８０頭だったイノシシがですね、１２０頭ぐらいになってるってい

うことをお聞きしまして、この予算の中には、箱わなは計上されてないんでしょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、穂坂都市整備課主幹。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課主幹（穂坂） はい。御質問の箱わななんですけども、今年度にですね、老

朽化した箱わなをですね、１２基ほど更新さしていただきまして、それを協議会、駆除

対策の班員の人たちに、設置をさせていただきまして、それで捕獲ということでさして

いただいてるというところでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） すいません、それはお聞きしてるんですけれど。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 今年度は箱わなをですね、老朽化しておりましたんで、更新したん

ですけれども、来年度予算には組んでございません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。今年度組んでるというのはお聞きしてるんですけれども、今部長

がお答えしてくださったように、計上されてないということで、イノシシの数がふえて

るっていうことなのに、それで対策ができるのかなといった部分とですね、あと箱わな

に関してなんですけれども、私もよく御相談いただくんですが、設置をしていただくの

にですね、かなり重量があるということで、一人二人ではできないって以前言われたん

です。担当課で。それで、いわゆる猟友会の方がですね、何人かいらっしゃらないと、

設置ができないのでっていうようなお話がありまして、そのときにですね、箱わな自体

の、要するにそんなに人数がいなくてもね、設置できるものが今あるので、それに変更

しようと思いますっていうようなお話があったんですが、その点はいかがなんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 穂坂都市整備課主幹。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課主幹（穂坂） はい。沖田議員さん御指摘のとおり、かなり大きな箱わなで

はなくって、できるだけ少人数でも持ち運びができるようなものに、変えさしていただ

きたいと思っております。変えてですね、今回１２基を設置したものも、できるだけそ

ういう軽量で、持ち運びに便利なものという、持ち運び便利ということはないんですけ

ども、以前のものよりは、軽量化をしております。 

  で、逆にあんまり軽過ぎるとですね、要は動いたりとか、そういったものがございま

すので、そういったところも踏まえての、今現在で考えられるものということで、設置

さしていただいてるところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい、わかりました。今年度計上されてないっていうのは、どういった

お考えに基づいて、そうされたのか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 穂坂都市整備課主幹。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課主幹（穂坂） この本年度、２８年度につきましては、国からの交付金を利

用さしていただきまして、さしていただいたところなんですけども、ちょっと毎年とい

うことになりますと、ちょっとその交付金の活用というのも難しいという面もありまし

て、そういった面から、設置場所とかそういったところも勘案、要は設置しても、それ

を放置していれば、要は用途としては難しいということなので、そういったところで、

今年度については、予算計上していないということでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 同じくその、有害鳥獣のことなんですが、一点、猟友会っていうんで
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すかね。銃が使える人が高齢化して、後継者がいなくてどんどん減っているというふう

に聞きますし、またその銃は使わないでも、今の駆除をする、いわゆるボランティアと

いうか、そういう方々が、なかなかなり手がいないっていうふうに聞くんですが、その

あたりを町として、育てるとかいうような思いというのは、ないもんでしょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田部長。建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） はい。議員御指摘のように、高齢化確かに進んでおります。狩猟に

関して、要は銃ですよね。銃を使っての捕獲ということになると、当然公安委員会のほ

うの許可も要りますし、まあ当然、わなを使ってのですね、捕獲についても許可は要る

わけですけれども、そういった面でなかなか町のほうからは、銃の許可に対してですね、

助成をすると、応援をするということはちょっと、今は考えてございません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 今は辛うじてそういう人たちが、まだ体が動いているので、何とか駆

除できていますけど、そのうちできなくなってくるのは、目に見えておるんですけど、

そこらあたりも少し考慮してですね、今後の鳥獣対策っていうのも、準備しておく必要

があるのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それからもう１つ、別なんですけど、１９５ページの木造住宅耐震診断補助事業。２

０万円なんですが、これ具体的にどういった制度なのか。 

  これと同じく次の、２０３ページの、じゃないな。これじゃない。土地災害、あ、次

のページか。土砂災害改修促進補助金ですかね。この制度も、合わせてちょっと詳しく

聞かせてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林開発指導課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） まずは住宅の耐震診断費の補助ということでですね、木造住宅の

耐震診断補助事業というのがございますけれども、これはですね、民間の木造住宅、昭
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和５６年以前の住宅の、一般的に言いますと、ツーバイフォーとかそういうものじゃな

く、在来工法の木造住宅に対しまして、耐震診断をするときに、補助しようというもの

でございまして、補助率がですね、補助率といいますか、一応耐震診断費の経費の３分

の２を補助しますと。かつ２万円が限度額ということでございますんで、２万円です。

はい。で、そういう診断をされる方は、町のほうに申し込んでいただいて、最高額が多

分出ると思いますけど、２万円助成しようというものでございます。 

  それから、その次に建築物の土砂災害の改修促進事業でございますけれども、これは

今年度、来年度ですね。もうきのうですか。告示されまして、土砂災害警戒区域という

のが熊野町、第四小学校区のほうにかかりました。で、その中のですね、レッドゾーン

ですね。災害危険レッドゾーンの中の建物に関しまして、補助しようという制度でござ

います。 

  これは、改修費用の２３％。この２３％を町のほうで補助しようという。限度額が工

事費の額が３３０万円ですんで、７５万９,０００円が限度額ということになっていま

す。そういう制度でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） よくわかりました。実績としてはですね、この耐震に関してはあって、

土砂災害のほうは今年、来年度からということだと思うんですけど、まずこの木造耐震

の実績というのを教えてもらいたいのと、それから土砂災害のほうは、例えばどういう

工事に対して出せて、例えば工事内容によっては違う、出せるものと出せないものとあ

ると思うんですけど、そこら辺もう少し詳しくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林開発指導課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） はい。まず耐震診断の実績でございますけど、これまだ０でござ

います。 

  それから土砂災害のほうの工事でございますけれども、例えば待ち受け要壁、要壁を

建物の前に建てる。それからあと、建築物の壁を、ＲＣですね。鉄筋コンクリートに変
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える、というようなのが、工事の対象になります。ですから、対象外といたしましては、

新しく建てるとかですね、新築とか、増築でも規模が大きいものは対象外となっており

ます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） すいません。レッドゾーンの話ですが。皇帝ハイツがレッドゾーンでご

ざいまして、今のこの大瀬戸さんが聞いてくださったんですけど、７５万９,０００円

で何ができるって言われたんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林開発指導課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） はい。７５万９,０００円といいますけど、工事の限度額の３３

０万円ということでございますけども、これの２３％が７５万９,０００円で、３３０

万で何ができるかと言いますと、一応試算をしておるようでございます。国土交通省の

ほうでですね。で、待ち受け要壁を一般の住宅ですね。一般の住宅で待ち受け要壁、建

物の前に壁を建てる。大体１戸当たりで試算してみると、３３０万円というのが出たよ

うでございます。それに対する、それが一応限度額というようにしておるようでござい

ます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） はい。わかりました。わかりませんけど、わかりました。 

  ただこのやり方ってどうなんですか。例えばその、山をコンクリートとか、網かけて

ですね、崩れにくくするとか、そういうよく焼山から呉におりるときに、よく網張った

りいろいろしてるじゃないですか。そういうところには目は向けられないんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○産業建設分科会進行役（民法） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 本来であればそのようなハード整備を行って、事前に防護するっ

ていうのが筋なんでございますけども、国全体のいうても、県全体のいうても、そうい

うハード整備をしていくのがもう追いつかないという現状がありまして、今回土砂災害

警戒区域っていうのを設定させていただいて、危険を承知してくださいねというのが、

今回のその事業のスタンスであります。 

  で、その中で生命を守るという観点から、今の補助というのがあるというような状況

でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 何か絵にかいた餅みたいですよね。だって４５０世帯がそんなことをで

きるわけもないし、それだけのスペースもあるわけもないわけですから。何かもっと違

う形のものが考えられんのかなって。具体的に何、じゃああるのって言われたら困るけ

ど、今言ったように、要壁っていうかですね、県全体では八木のような形にならないよ

うにですね。皇帝ハイツなんて八木のような状態が考えられんことはないような形で、

流れるような感じするんですよね。であれば、そういう方向性いうのはできないんです

か。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 基本的に人工につくった崖というのが、基本的にはハード整備の

対象には今なっていないというのが現状でございまして、自然な斜面に対しては、補助

とかはあるんですけれども、なかなか人工でできた、皇帝ハイツは切っておると思うん

ですけども、そんななかなか難しいというのがありまして、できる手法っていうのは、

当然検討していかなければならないと思ってますけども。現状では難しいという状況で

ございます。 

  以上でございます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） はい。今先ほどの耐震の２０万にしても、今回の土砂災害の１５１万に

してもですね、利用者おらにゃあきっと余るでしょうね。利用者がどれぐらいこれを知

って、７０何万いただきながら３分の１ですか。３分の２で補てんして、どんなものを

つくるかいうのが、こういうことがありますよっていうことを、どうやって周知するん

ですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林開発指導課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） はい。土砂災害の警戒区域に入りましたというのがございますけ

ど、それをまあ、それと合わせて、広報にこういう制度がありますっていうふうに、載

せるぐらい。と、あとホームページに出るんだとは思いますけども。その程度、ホーム

ページと広報ということでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） これはあんまり長く言っても仕方ないんですけど、これだけの金額だか

ら、４５０世帯なんて絶対無理な話ですし、何年かに分けてやれば、それはそれで済む

ことでしょうけど。何か抜本的な、って言うかもっと違った形で、救助のほうにお金を

かけるとかですね。この予算に対して文句いうわけじゃないんですけど。何かこう、国

が言うから、県が言うから、じゃあそれにそってそれをやろうっていうんだったら、た

だやっつけみたいな形。ほんと御無礼な言い方かもわかりませんけど。であれば、町民

の方も「どうせい言うんな、これは」っていうことで。 

  まあそうは言うても皇帝ハイツは土地が安くって、それを安いから来とる人もたくさ

んおられるわけですけど、でも最終的にはそういうわけのわからん補助金が出るってい

うのは、どうなんかなと。予算上、違うものにもっと充てられないのかなという気はし

ます。別にこれを否定してるわけでも何でもないわけですけど、どうもそういう方針が
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出たから、それの中にやっつけで２０万もってきたよ、１５０万もってきたよ、いうの

は違うような気がするんですよね、予算編成の中で。もっと違うところにお金かけても

いいんかなと。自主自立の防災という考えからいくとですね。そういう考え方はもてな

かったんですか、最初。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 先ほど林課長が説明したんですけども、事前の周知、あ、周知を

どうするかという点なんですが、こないだ第四小学校区で地元説明会を、県と合同で開

催しまして、その中でこういう補助金を創設しますという話はさせていただきました。 

  それと先ほど、４５０世帯という話があったと思うんですけども、これ恐らくイエロ

ー土砂災害区域でございまして、今回対象になるのはレッドゾーンでございます。赤色

で図示しております。はい。そこは非常に危険だというところで、それに対する補助と

いうことでございますので、その点を御理解いただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） すいません。それはそれでもう結構でございます。わかりました。わか

ってはないけど、わかりました。はい。 

  あと、コーポラスの収支ですね。今回１,６００万近くかけて噴水とかやられるそう

ですけど、そのコーポラスの収支それから今後どういうふうにあれを維持していくのか。

それから耐震は済んでたんですかね。 

  ちょっとこう、ざらざらっと３つほど聞いたんですが、答えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林開発指導課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） はい。耐震は済んでおります。 

  それから今後もですね、今のままの体制をしばらくはそのまま維持していこうと思っ

ております。 
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  それから収支ですけれども、これまでコーポラスを購入いたしましてから、今、収入

と歳出を差し引きしますと、多分７,０００万ぐらい、収支で増がですね、増いうかプ

ラスがですね。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） この分は、現町長やったんかな。前町長やったんかな。買ったじゃない

ですか。１０年たったら、何か自由自在にできるいう話だったですよね。それはどうな

ったんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） はい。買ったのは私でございまして、安くしていただきました。 

  それでですね、そのときの構想はですね、１０年やはり移動ができないんで、そのま

まの状態にしようということで。コーポラスもですね、その時点の考えでは、１０年た

ったら取り壊して、更地として民間に売っていこうということだったんですが、非常に

家賃収入もよろしいということ、それから耐震も終わってる。改修しながらですね、そ

のまま使用するのも手ではないかということも選択肢、ちょっと今考えてます。だから

民間に売却するのは今、老人クラブが使ってますけども、光が駐車場に使ったり。これ

は１０年たったら売却を考えていきます。コーポラスについては、もう一度期限がきた

ら再検討したいと思います。 

  ただ、あの住民がいなくなると、やはり人口減ということも考えなくちゃならない時

代になりましたんで、やはり買ったときの人口の状態とですね、ここへきてちょっと人

口の減り方が５０人程度だったのが、１００人程度になってますんで、やはり人口政策

の面からも、総合的に考えていきたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  竹爪議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） はい。２０１ページなんですが、町営住宅の管理事業でございますけど、

この管理事業ですけど、この初神とか出来庭とか城之堀にもあります木造住宅でござい

ますよね、これ。も含めたものだろうと思うんですけど、町内的には今何軒ぐらいあっ

て、今後どのように木造の老朽化したものを、まあ更新はもうないとは思うんですけど、

いずれどういう形にもっていく予定でございますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林開発指導課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○開発指導課長（林） はい。町営住宅、今現在７０戸ございます。で、古い木造住宅が

今言ったようにございますけども、これにつきましては、もう廃止してしまうと。で、

それで借地が多くございまして、借地の上に建っとるのがほとんど木造住宅が建ってお

りますんで、この借地も返還するという方針でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） はい。わかりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、よろしいですか。 

  大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） また似たような話なんですけど、町営住宅とコーポラスですけど、こ

の事業に関して、全部これ、家賃収入で賄えてるということなんですが、例えばコーポ

ラスも防水工事の分がふえたにもかかわらず、それすべて賄えてるってことは、もっと

これ、これ以上にさらに１８％上がっても賄えるってことは、相当のいわゆる利益が起

きてるから、できるのかなと思うんですが、これ実質、先ほどの収支っていう話もあり

ましたけども、実際どのぐらい余裕があるんでしょうか。これ家賃収入で少々の工事、

維持費がずっと賄えるということなんですか。言える範囲でいいです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○副町長（内田） はい。収支ということですね、全体的な形で考えていきますと、当然

のことながらこれを取得したときの経費もございます。 

  で、今現在の７,０００万円ぐらいというのはですね、購入した後にですね、大体そ

のぐらいになってますよということなんで、その７,０００万というもともとの計画に

つきましては、先ほど町長が申しましたように、１０年たった段階で、どういう形の維

持をしようかと。そのときに、実は取り壊し費用等もかかってくると。そういったこと

も含んでですね、留保できるものについては、留保していくということで、現在７,０

００万になっておると。 

  で、今現時点の段階では、そのままの状態でですね、いいんじゃなかろうかというこ

とじゃったんですけど、町営住宅についてはですね、当然建てまして、そのときに建っ

たときには、国のほうの補助金が入ってくると。木造についてははっきり言って、維

持・管理年数は過ぎてますから、取り壊しはしても可能であると。 

  ただ木造住宅、一戸建てというのにですね、魅力を感じて、今現在入ってらっしゃる

方は、どうぞできましたからどうぞっていうときにおいても、手を挙げる方は少なかっ

たというのがありまして、一戸建てのほうがいいよと。で、こちらについても、はっき

り言って世代が変わられて、もう亡くなられた段階であいていくんだろうなと。それか

また、施設のほうに入らなきゃいけなくなった段階であいていくんだろうと。その都度、

これについては木造住宅については、そのときに整理をするということになろうと思い

ます。 

  で、こちらのほうの重地住宅については鉄筋コンクリートだけということがございま

すんで、維持ができる限りはですね、維持・管理して、町営住宅最終的にはこちらのほ

うの重地住宅だけになるのかなというところで、思っていかなきゃいけないんだろうと

考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） はい。聞きたかったのは、町営住宅にしろコーポラスにしろ、独立採

算で、これ今後も維持・管理ができるかということを聞きたかったんです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。今現在の費用の中で、単年度収支の中ではですね、維持はでき

ると考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） わかりました。 

  それ以外に、ちょっとこないだ、２、３日前の新聞だったと思うんですけど、広島か

ら空港に行くバス。リムジンバスが、この矢野安浦線を通るだどうだっていう話があり

ました。これは矢野を通って、熊野を通るんだと思うんですが、これに関して、じゃあ

少し、県道の整備をですね、便乗して、例えば町内だけではなくて、例えば矢野峠のく

にゃくにゃ道を直すとか、そういうことに便乗してこう、直してくださいよ、と言える

ものなのか。全く関係ないものなのかっていうのを教えてもらいたい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。確かに昨今話題になっておりまして、以前にも知事のほうから

ですね、空港へのアクセスが３路線ありますよというのが言われておりました。その中

の１本が熊野町と。で、また知事との懇談会において、熊野町のほうからですね、熊野

の道というのはですね、例の広島の山陽道が不通になることもよくあったということが

ございまして、空港へアクセスの有効な手段ではなかろうかというのを、知事のほうへ

提言をされまして、それを受けて、知事のほうもすぐ県の中でですね、検討したいと。

そうした結果、熊野町の道についてもあがってきております。 

 この道につきましては、下のほうの矢野峠を、旧の矢野峠を改良というのは、これは県

のほうも考えてらっしゃらないことだろうと思います。 

  当然のことながら、今のトンネルがあってですね。時間的に一定の時間でいけるとい

う見込みができるところということでなってきますんで、それを解して、まあ町とすれ

ばですね、町内の県道矢野安浦線の改良工事の促進をお願いをしていくというのが、熊
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野町にとってのスタンスであろうと思います。で、そういった形の中でですね、通過交

通がふえるかもわかりませんが、町内のほうの工事渋滞、また新しいバイパスという形

の中でですね、分配というかですね、分離ができることもあるんじゃなかろうかという

ことで、そちらのほう、進めていく形になろうと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） はい。まあそんなに大量に大型車が、どんどん走り始めるとかいうこ

とではないとは思うんですが、ただリムジンバスは大きいですから、大型車がね、矢野

安浦線を通ると、ほとんど、特に矢野峠から向こうは、片方が待つんですよ。それによ

って渋滞が起きていたりします。実際、今恐らく大型車がどんどん大きくなってるのか

なと思うんですが。 

  そういったことがやっぱりふえていくということになるとですね、熊野町にとっても

不利になるわけですから、そこら辺は訴えていって、少しでも改良ができることならで

すね、改良を促していけるとっかかりになれば、と。それなら大いに通ってもらって歓

迎ですよ、というようなことじゃないかと思うんですが、そのあたりどうでしょうね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） まずですね、リムジンバスが通るというのはですね、非常に県が矢野安

浦線を非常に重視しとるあらわれだと思います。そういった意味でも、バイパス構想も

含めてですね、今後力強く知事に、あるいは県当局に要求していきたいと思います。そ

のつもりで、県当局が今、おっていただいておるんで、たちまちの道路補修とかこうい

った予算面もですね、そういった意味で要求したいと思います。 

  ただ、矢野峠の現在についてはですね、峠を越えたらもう広島市ですから。県道もで

すね、政令市の場合は、政令市が負担します。管理します。だから直接ですね、県の管

理ではなくなる。矢野峠、ぐるぐる回ってますが、あの改良は市の責任になってますん

で、我々としても市には要求しますけども、直接県の関与は外れるということを、御承

知願いたいと思います。 
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  もちろんリムジンバス運行されて、交通量がふえますが、それだけ道路が認識された

ということで、一歩前進ではないかと思ってます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） はい。一般質問でもちょっと質問しかけたんですが、イノシシのことで。

捕獲数が決められているような感じなんですが、ほんとに困っているんで、もう１２０

頭ですか。とったらもういないんならいいですが、多分ふえてるんじゃないか思います。

そこらあたりのこと、どのように考えておられるのか。予算的に制限があるのか、ある

いはあんまりとったらいけないのか。お考えをお示しください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。おっしゃるように農作業をされてる方、また一般的にですね、

よくありますように、イノシシが出てきて、町の中出てくるということになってきます

と、安全性がどうなんだろうかということがございます。 

  で、今の現在の捕獲についてはですね、大体この程度の予算の範囲内でとれるんでは

なかろうかということで組んであるもので、これが当然のことながら、頑張っていただ

いてとっていただけるもんであればですね、予算のほう、補正予算のほうをお願いして

いくという形で、対応のほうしてこなきゃいけないものだろうと考えています。 

  イノシシのほうもですね、今ごろ頭数が大分ふえてきておりますんで、そうした形の

中で結構話伺うと、今は熊野町でもシカが出るということになってますし、町中も、す

ぐそこらの皇帝ハイツの下のほうも出る。イノシシ出てきておりますんで、そうした形

の中でですね、駆除班の方、また農業の方大変だろうと思いますんで、これはできる限

り駆除していただければ、それに対した予算というのは、当然のことながらまた議会の

ほうへお願いさせてもらわないといけないことが出てくることもあると思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。すいません。立花議員と同じなんですけれども、先ほどのイノシ

シの箱わなの件ですが、今年度１２基購入されているということで、既に設置済みのも

のがあるのかないのか。で、また来年度ね、予算組めなかったのは、まあ県からの交付

金毎年っていうわけにはいかないので、というような理由だったんですけれども、現実

にですね、被害にあわれてる方はですね、本当に切羽詰まった問題になっておりまして、

県からの交付金がおりる、おりないっていうことで、予算を組む、組まないっていうの

を決めるのは、町民に寄り添ってはいないんじゃないのかなと思うんですが、その辺い

かがですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。当然のことながら、箱わなですね。設置が完了できればという

のがあるんですけど、まあほとんどのところは設置してるということなんで、はい。今

確認しまして、そういう形です。 

  で、実はちょっと私が、何でこれで立つんだろうかというとこなんですけど、以前か

らちょっと猟の免許とか、箱わなを持ってまして、免許持ってまして、ちょっと一定の

理由があって流したんですけど。 

  私の里のほうでもですね、今兄がまだやってますけど、年間大体１５、６頭、一人で

とってますけど。で設置に対しても、一人で設置に行って、やってますけどね。で、そ

ういったこともありまして、よく以前からずっと、イノシシの関係については、見させ

ていただいとったというのがございまして、その合わせて答弁させていただきたいと思

いますけど。 

  やはり大変なのは猟友会の方たち、絶えずわなを１回設置すればですね、毎日ほとん

ど行っとかにゃいけない。で、わなを設置する場所もですね、民家に近いところで設置

をされますと、実際にそこの中で何かがあった場合に責任をとらなきゃいけない。で、

だれが設置をしたかという名札も張ったりですね。 

  またわなの中でとったものを、今度引きずり出したときに、やはり安全なのは鉄砲で
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撃つ。銃で撃つと。で通常銃を持ってない方についてはやりで刺すんですね。そういっ

た形もありまして、なかなか難しいところもありますんで、一定のやっぱり管理個数と

考えていただきながら、猟友会の中で、今いらっしゃる人数でですね、わなの箱の、わ

なの免許のほうを持ってらっしゃる方の人数、またそれと連携をとれる銃の免許を持っ

てる方、とかいろんな形の中でですね、適正な数をですね、絶えず猟友会の方と協議を

しながら、その個数を決めていかなければいかないんだろうと。今現時点では、そうい

う形で話をしているというところであろうと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  暫時休憩いたします。再開は１１時で。 

（休憩 １０時４４分） 

（再開 １０時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） ９月でございましたかね。一般質問した経緯もあるもんですから。 

  ちょっと町長さんの夢を、私にも夢があるんじゃという中で、私がそのときにはもう、

控えたもんですから、夢を合わせて、ということと、ふるさと創生という中では、交通

アクセスが随分大きい問題があると。で、人口。住むなら熊野というような事業もある

んですが、なぜ熊野の住宅を選ばれるかっていう意味で言えば、今からは交通アクセス

いうのは随分大きい要素があるというのは、皆さんの共通認識ではないかなと思うとこ

ろでございます。 

  で、その当時私の御提案はですね、まあ県にも頼りにはするんですが、国にもいくん

ですが、自主的な財源を持つ必要があるんではないかと。で、あのトンネル事業は、大

先輩が随分苦労されてつくられた。で、今と同じトランプ現象ですが、どんどんどんど

んアメリカから圧力かかって、４００兆円、日本中にお金かけて、一気に区画整理から

道路ができてきたと。これはね、熊野の宝なんです。で、自主的な財源を踏まえながら、

ここ年間、６億円ぐらい入る予定じゃないでしょうかね。 

  で、今度はもう、有料は解決して、県はタッチしなくなって、今言われるように、広

島市の管理と熊野の管理。その広島市との都市圏の話し合いもあろうかと思うんですが、

お互いにその費用を持ち合わせて、それぞれの地域の道路網の整備を進めつつ、県の応



－161－ 

援もいただくと。これはまあ今、国もですね、地域のことは地域で考えないけんと。ふ

るさと納税もそうですよね。熊野の場合は、畜産業とか農業が今弱い。 

  ただ、私は可能性はあると思うとるんですよ。家庭内菜園から、教育の場から、今の

ごみの問題も含めて、農業もありますが、今可能性があるのは、宅地でしょう。そのた

めには道路は非常に生命線です。そんな中、リムジンが通ろうかといわれる。わしは熊

野にも１箇所か２箇所はリムジンがとまっていただけるように、早くしていただきたい

と思うとこでございますが。 

  町長さんの夢をちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） はい。まあリムジンが通るといいましてもですね、山陽自動車道が通行

どめになった場合でありまして、定時で通るわけではないということですね。まず第一

に。 

  それから、トンネルを市と熊野町で買い上げるように聞こえたんですが、それはちょ

っと今の法的には難しいですし、無料化になることを望んでる町民が非常に多い状況で、

６億円。まあ何ぼかわからんですが、それを財源に充ててですね、料金を徴収しながら

道路を拡幅していく。国または県のですね、予算のないところを継ぎ足すと。まあ一つ

の手ではありますが、じゃあ無料を望んどった町民の方々、恐らく半数以上を超えてま

すんで、この方々はどう考えるかということもですね、考えにゃいけんのじゃないかと

思います。私としては。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） はい。まず１点目でございますが、今、出てる情報は、緊急時、トンネ

ルがこの間、１年前ですね、事故があったときに、全部こっちにつらなったとそういう

ときのバイパス用として、ということではあるんですが、広大があり、西条がこうある

わけですよ。定時制のリムジンが、宇品から通ったってええわけですね。だからこれを

早い目に、こっち誘致するのが私らの役目だというふうに思っております。だから、向
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こうが出される条件をそのまま飲むんではなくて、熊野から西条のこの安芸台地の、熊

野高原、賀茂高原の夢をかくというのが、ひとつ大事であろうと思っています。 

  で、もう１つ。２番目の財源のことでございますが、高齢者、通勤時間帯を通られん

方は、ただか当然安いんです。それはだれが考えても、１００％はこの中入ってきませ

ん。ただ、まちづくりのために、１００円ずつ積み立てようじゃないかと。で、これが

熊野の将来の道路整備になるんだと。 

  で、通勤・通学、今町民税をたくさん払ってらっしゃる方は、この方が混むのを少し

でも調整しようじゃないかと。例の埋立地、矢野の埋立地からのアクセスができるまで

は、という限定でも私はいいと思うんですが、このあたり、安いものがいいばっかりじ

ゃないじゃないとなってるんですね。消費税も安いからいいのかと。そうじゃないです。

福祉のほうに回らなくなってますね。だからお金は払ってでも通りたいいう道路なんで

すね。そのあたり、見解の相違かもわかりませんが、まあちょっと聞こえてくるのに、

はあ。無料じゃ、無料じゃって、わし歩いてるけん、はあひっくり返せんと。 

  で、もう１つは、県は地元の要望がなければ、動けない。となれば、議会の半数の議

決をとらにゃいけん。町長の意見と議会の意見が違う。両方とも町民の意見を受けて出

とる。どの順番をとるかですよ。 

  時間は忙しい。２０２０年。東京オリンピック終わったらね、どんどん収束しますよ。

２０２５年、高齢者どんどん進みます。で、この調子でいきますとね、子供子供言いな

がらね、つくれないんですよ。学費の無料化もさまざまなことをしないと。はい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。町長の夢という形で、私が答えるわけでもないんですけど、私

の中でなんですけど、一応道路行政の中でですね、いま一度ちょっと整理をしていかな

きゃいけないかなと思ってるのが、実はトンネルというのは、熊野町のものではなくて、

広島県と広島市。この中の、例えば有料化が無料化になったときに、熊野がそこのトン

ネルをもらえるものではない。県道、一部分が広島市なんですね。で、そうした形の中

で、熊野町が、あそこ１００円とりますよと、熊野町が独自に決めることはできないと

いうのが、1点あろうと思います。 

  で、またそのお金についても、もし１００円が入るもんであったら、広島県が恐らく
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お使いになられるものになろうと。熊野町では使えないと思います。というのがまた２

点目。 

  それと、３点目といたしまして、実はこれは住民の感情というのが、全部私が聞いと

るわけではございませんのであれですけど、例えばこのたび黒瀬トンネル、熊野黒瀬ト

ンネルが開通いたしました。これは無料で、県が全部実施をしていただいたと。で、東

呉、東広島、呉道路。これも実際に一定の高速道路並みのスピード出せますけど、これ

が全部無料であると。 

  今よく聞くのが、なぜ熊野トンネルは有料なのか、ということをよく聞いております。

で、それはもともとは先ほどもお話ちょっとございましたように、広島市の矢野のほう

の開発があったときにですね、熊野町の交通状況ということを、その当時、当時の町長

がよく言われておりましたが、熊野の中にトンネルをどうしても引かなきゃいけない。

また当時、県議会議員さんのほうもいろんな形の中で、御協力いただいてですね、そう

した中で、どうしても通すためには有料でやらなければ、だから有料であってもいいで

すから、通してくださいという形を、その当時あったんだろうと思ってます。 

  で、そうした中で、やっとその期間が過ぎていくと。で、それをまた引き続き有料化

をとるということになってきますと、まあ住民的な感情というのは、いかがなものかな

というのを、町長が申されたとおりだろうと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） はい。ちょっとはこれはステージを変えましてね、課題としてはあると。

で、みんながみんな、無料化が賛成であるばっかりではないと。せっかくお金がためた

熊野もずっと我慢してきた有料化ではあったんですが、ただこれは逆に熊野の権利にな

るという発想もあろうかと思います。 

  まあいうことで、平行線ですが、非常に大きな、これはトンネルは、扱い方の問題が

あろうかと思います。はい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  諏訪本議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 私もちょうど同じようなこと質問しようと思うとったんで、あれなん

ですが。前９月のときにも申し上げたんですが、要するに先ほど町長さんも言われたよ

うに、それは管轄があるから、それはわかるんですよ。そのときに、やっぱり私があの

とき申し上げたのは、熊野町としてのですね、町としての考え方を、県のほうで検討委

員会つくっておる。そこで別個検討されるという話を聞いたわけですよ。そのとき熊野

町としての考えやら意見を、やっぱりそこへ向いて、伝えるようにね、してほしい。い

うことを、あのときに私申し上げたんですが、ぜひそういった方向でですね、今先ほど

の町長さんも申し上げられましたけども、このたびの道路が認可がおりたと。県の矢野

安浦線がね。それからある意味では、先ほど重要度が増したという言い方をされました

けども、まあ私は言い方変えれば、ランクが上がったというように思うんですね。その

県道矢野安浦線のね。だからランクが上がったんだから、この機会に、できればいろん

なですね、方法やら工夫をしてですね、町内の道も含めて、しっかりした道路整備をす

べきじゃないんかなというように思っております。 

  それからもう１つ言いますと、前も申し上げたんですが、ほんとは今の料金体制で言

うたら１分間に通れる車の台数が、ほんと１分間に５台ぐらいですよ。５台も難しいか

もわからんですね。だから、渋滞起こったりしたときには、ものすごいもう、私も何遍

もかかってますけども、矢野のまちの下まで、あるいはひどいときは青崎のほうまでの

車が並んで、渋滞、皆もうトンネルへ向かっとるんですけども、車のはける台数がしれ

てる。そういう面でいうたら、私はＥＴＣ化でもしてですね、車のはける台数をふやし

てほしいなあというようなことを思っております。 

  それからそこの中で、このたび町の道路の関係の予算がですね、やはりまあ先ほど説

明を受けて、減ったいう理由が、まあ言われたんで、少しずつは「ああ、なるほどの、

なるほどの」思って、こういうのをある意味で納得はするんですけれども、道路という

ようなこの土木費あたり見たら、ちょうど町のこのたびの予算は１０％切ってますよね。

土木関係はね。で、年度によって高いときもあったり、低いときもあったりするかもわ

かりませんけども、やっぱりもう少し道路に関してですね。この前も筆の里工房の道の

関係も行ったりしましたけども、やっぱり道路に関する、もう少し予算が私から言うた

ら、極端なこと言うたら、１桁足らんのじゃないかなと思うぐらい、まちのやっぱり、

我々の体いうたら血管ですよ。動脈、ほんとやっぱりそういうねえ。流れたいときに、
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いろんなどう言うんか。あんまり目立った事業じゃないけども、しかしやっぱり道路と

いうのは、絶対必要なもんだなというふうに思っております。そういう面で、ぜひとも

道路そういう道路予算をつけてもらいたいし、それからももう１つ、このたびも中溝出

来線のかどあたりの隅切りの部分あたりをやられたと思うんですけども、やっぱり随分

時間をかけてやられとった、かかったんじゃないかなと思うんですが、そういうような

取り組みですよね。これは継続的に何年も何年もかかって、やっぱり土地の交渉等もあ

ったりして、取り組まれるもんだと思うんですけども、そういうような、どう言うんで

すか。予算にはあらわれないんですか。そういったような箇所いうんか。交渉を今、続

けておられるようなところは、何カ所かあるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。全部がちょっと私のほうからお答えできないところもあります

んで、最初のほうの質問の中でいただいたことにつきまして、まずお答えさせていただ

きたいと思います。 

  県道矢野安浦線、やはり熊野町にとって主要道路であるということでですね、この道

路の早期完成というのを目指していきたいというのは、当然のことながら思っておりま

す。 

  で、特に熊野トンネルが有料化が無料化になるといった段階でですね、いろんな形で、

また道路の事情が変わってくるんだろうなとは思っております。そうしたことで、広島

県のほうとも絶えず協議をしておりまして、議員さんおっしゃるように、協議の中では

ですね、下のほうの道のほうで、まだ渋滞がまた発生するんじゃなかろうかということ

も含んでですね、そういったことの改修、また実際に矢野駅のほうへ向かう車のところ

で、あそこも混んだりもしますよね。そういった形のものも、実際にトンネルのほうが

無料化になったときに、どうなるだろうかとか、いろんな形の検討を今からしていかな

きゃいけないもんだろうと。また熊野トンネルのところの信号機のところ。無料化に伴

って、また真っすぐ行く車のほうがふえるかもわからないと。いろんな観点でですね、

当然のことながら、協議を重ねていってですね、なるべく渋滞のないようなまちづくり

という形のほう、目指していきたいという形で思ってます。 

  で、また町内のほうの道路行政につきまして、というところで、ちょっと１点述べさ
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していただきますと、やはり道路行政というのは、町道の維持・管理というのは、基本

的には町が行わなきゃいけない。でそこの中で、国のほうから補助金をいただきながら

ですね、有意義な補助金があればそれを獲得をしながら、充てていきたいという形がご

ざいます。 

  で、いろんな形の事業につきましては、やはり熊野町は自己財源というのが少のうご

ざいます。近隣三町から言っても、一番自己財源がないまちであると。で、そういった

形の中で、いろんな事業進める上においては、財源がつくようなものを選択しながら行

っていると。 

  で、道路事業をおろそかにしとるわけではございませんが、やはり今、国のほうにお

いてもですね、道路という形の中でですね、まあ例えば震災が起こって、そちらのほう

に大きくお金が集中するというときにはですね、やはり財源が減ってまいります。いろ

んなことで振り分けられるものが変わってきます。そうしたときにはちょっとやはり、

若干伸びてくる可能性があります。 

  ただ、当然のことながら、国のほうの要望、また県の中でですね、ぜひとも熊野町の

中の道路整備をさしていただきたいんだという形はですね、引き続き要望してまいりた

いと思ってます。 

  で、最後のところで、ちょっと全部は答えられませんが、実際に道路つくろうとした

場合に、用地交渉が大変な、職員にとっても大変な問題でですね。やはり道路つくるの

に勝手に、ある国のように「ここは道をつけますよ。どきなさい」ということはできま

せんので、当然のことながら、用地交渉で、その中で１円という形のところでですね、

１坪何円上がったら何ぼ上がるんだという感覚をもって、用地交渉に行かなければいけ

ない。また相手の感情を害したら、もうこれ、無理やりとることはできないということ

でございますので、慎重に用地交渉に、それぞれ担当職員、のぞんでくれて、またなぜ

この道が必要なんだろうかという形の事業説明をしながらですね、一生懸命のぞんでく

れてます。なかなか全部が全部の土地、はい。いろんな土地ありますんで、そういった

形で、まあ一応あるのはあります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） はい。来年度以降用地買収の予定地があるかどうかという御質問
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なんでございますけども、まだ確定ではございませんけれども、呉出来線におきまして

ですね、相手方からお話を受けて、用地交渉開始したという案件はございます。 

  今年度、主に用地買収を行ってきたわけでございまして、来年度以降、まあ工事が出

て、形としてでき上がってくるという中で、そういうのを受けて、多分そういう話があ

ったのかなというふうに考えております。 

  引き続き必要な路線に対して、整備していきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 諏訪本議員、予算の、予算についての集中審議でひと

つ、お願いいたします。 

  諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） ぜひひとつ、よろしくお願いしたいと思います。できやすいところか

らね、やるんじゃなしに、ひとつ、時間も委員長も気にしておられますんで、早い目に

切り上げますけれども、要するにできやすいところやるんやなしに、しっかりね、やっ

ぱり町として、機能するためにどうしなきゃならないかという、その考え方をもった上

でやってほしいというように思います。 

  それからもう１つは、私は今の県道矢野安浦線が、認可がおりたという分からいくと

ですね、無料化になったら、認可から外れるんじゃないかな、いうような気もしており

ます。トンネルがね。トンネルが無料化になったりすれば、渋滞が激しくなったりすれ

ば、当然認可からね、広島から空港までの、今リムジンの認可がおりてますけども、混

みだしたら外れると思うんですよ。まあそういうようなことも思っておりますんで、ひ

とつ、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  以上にします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい。ほかにはございませんか。 

  ないようでしたら、続きまして、公共下水道事業特別会計について、説明をお願いい

たします。 

  寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○上下水道課長（寺垣内） はい。それでは公共下水道事業特別会計予算(案)について、

御説明いたします。 

  予算書中ほどにある緑色の仕切りの２枚目をお開きいただき、１４ページ、１５ペー

ジをお願いいたします。 

  まずは１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。 

  この事業は、公共下水道の普及促進や維持管理経費を計上しております。 

  事業費全体で、２億８８９万２,０００円、本年度より１,０２４万５,０００円、５.

２％の増となっております。 

  増額の主な要因は、認可計画図面作成業務委託料の増や、流域下水道維持管理負担金

の増加によるものでございます。 

  財源のその他２５万８,０００円は、広島県土木協会などからの助成金、一般財源の

２億８６３万４,０００円は、下水道使用料を充てております。 

  主な事業費といたしましては、まず中段にございます、維持管理に必要な業務等の委

託料合わせて●●●●●●●●●●●円で、主にマンホールポンプ場管理委託料や、認

可計画図面作成業務等でございます。 

  また、工事請負費といたしまして、●●●●円を公共桝及び管渠補修工事費として、

計上しております。 

  １６、１７ページをお開きください。 

  １７ページ中段に、流域下水道維持管理負担金として、９,８２４万８,０００円を計

上しております。 

  この負担金は、熊野町で発生した下水道の汚水を、広島市南区の広島県東部浄化セン

ターで広域処理するために、必要な維持管理負担金でございます。 

  続きまして、下段の２款事業費、１項下水道事業費、１目公共下水道整備費でござい

ます。 

  ごらんのページから１９ページにかけて記載をしております。 

  事業費全体では、１億７，６５５万９,０００円、本年度より３，７０９万９,０００

円、１７％の減となっております。 

  減額の主な要因は、本年度に新宮地区準工業地域の下水道整備が、おおむね終了する

ことにより、汚水管渠の工事延長が減じていることによるものです。 

  財源といたしましては、汚水管渠工事に係る国庫交付金４,７００万円、下水道事業
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債１億１,７５０万円、その他として、受益者負担金等１，２０６万９,０００円を充て

ております。 

  主な事業費といたしましては、設計業務等の委託料が合わせて●●●●●●円で、国

庫補助対象事業として、熊野団地管路調査業務、同じく熊野団地管路施設修繕・改築計

画策定業務、及び出来庭地区ほか２件下水道実施設計業務等を計上しております。 

  また、工事請負費が合わせて●●●●●円で、同じく国庫補助対象事業として、公共

下水道未普及地域の管渠等整備のための工事費などを計上しております。 

  事業実施箇所につきましては、お手元にお配りしております平成２９年度公共下水道

主要事業実施計画箇所図に表示しておりますので、ごらんください。 

  まず、丸１の新宮地区汚水管渠工事でございますが、新宮地区の準工業地域におきま

して、延長９９７ｍ、整備面積４.７５ｈａの管渠工事を予定しており、これにより本

地域の整備は完了するものでございます。 

  丸２の中溝地区汚水管渠工事でございますが、中溝地区におきまして、延長２１２ｍ、

整備面積０.５８ｈａの管渠工事を予定しております。 

  丸３の呉地地区汚水管渠工事でございますが、呉地地区におきまして、延長１２５ｍ、

整備面積０.１９ｈａの管渠工事を予定しております。 

  次に丸４の熊野団地管路調査業務は、昭和４０年代に造成されました、熊野団地内の

下水道管の詳細な老朽度調査を行うものであり、平成２９年度は熊野団地の柿迫地区、

東山地区の一部を予定しております。 

  丸５の熊野団地管路施設修繕・改築計画策定業務につきましては、平成２８年度から

平成２９年度に実施される管路調査の結果をもとに、老朽度に応じた修繕・改築計画を

策定するもので、熊野団地内全体の下水道管を対象としております。 

  最後に丸６の出来庭地区ほか２件、下水道実施設計業務ですが、出来庭地区、呉地地

区、城之堀地区における、下水道未普及区域を整備するための実施設計業務を行うもの

です。 

  公共下水道事業特別会計予算案の説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、ありがとうございます。 

  それでは公共下水道事業特別会計につきまして、質疑を行います。 

  質疑はございませんか。ないですね、はい。 
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  ないようでしたら、引き続きまして、上下水道事業会計について、説明をお願いいた

します。 

  寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） はい。それでは、上水道事業会計予算(案)について、御説明

いたします。 

  なお、上水道会計予算につきましては、地方公営企業法施行規則第４５条におきまし

て、予算書の様式が定められております。 

  したがいまして、一般会計などの予算書のような事業ごとの予算編成になっておりま

せんので、例年どおり資料の平成２９年度歳入歳出予算説明資料の中にございます、主

要事業一覧表の内容にそって、御説明させていただきます。 

  それでは、資料１８の最後のページ、２１ページをお開きください。 

  ２１ページ目の上段、項目番号６、上水道事業会計の表をごらんください。 

  また、事業の実施箇所につきましては、お手元にお配りしております平成２９年度上

水道主要事業実施計画箇所図に表示しておりますので、合わせてごらんいただきたいと

思います。 

  初めに、建設改良費の上段、未給水地区解消事業、事業実施箇所図では丸１から丸３

となります。 

  事業費としては２,２２０万円を計上しております。 

  この事業では、新宮の海上側地区におきまして、延長３００ｍ、呉地地区におきまし

て、延長合計１８０ｍ、萩原地区におきまして、延長８０ｍの配水管の敷設工事を予定

しております。 

  次に、建設改良費の下段、老朽管路更新事業、事業実施箇所図では、丸４と丸５でご

ざいますが、事業費として４,１００万円を計上しております。 

  この事業では、川角地区におきまして、今後の維持管理を効率的に行うために、延長

８０ｍの老朽管路と、計画的に実施しております熊野団地内の東山地区におきまして、

延長５４０ｍの老朽管路の敷設がえ工事を予定しております。 

  上水道事業会計予算案の説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） はい、ありがとうございます。 



－171－ 

  それでは上下水道事業会計につきまして、質疑を行います。 

  質疑はございませんか。ないですか。 

  ないようでしたら、以上で当分科会の審査はすべて終了といたします。 

  それでは審査報告につきまして、進行役において、報告書を作成したいと思います。 

  報告書作成のため、暫時休憩いたします。 

（休憩 １１時２８分） 

（再開 １１時２９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  分科会報告書を作成しましたので、朗読いたします。 

  （１）平成２９年３月１０日予算特別委員長 藤本哲智様。 

  産業建設分科会進行役 民法正則。 

  平成２９年熊野町議会予算特別委員会産業建設分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成２９年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

０日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案 議第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算のうち、農林水産費、

土木費、総務費の一部について。 

  議案第２３号 平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について。 

  議案第２６号 平成２９年度熊野町上水道事業会計報告について。 

  それではただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで、御異議ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それではただいまの分科会報告書を予算特別委員会で報告することに決定いたしまし

た。 

  皆さん御協力ありがとうございました。 

  それでは文教委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教委員長（片川） １時半からでよろしいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） １時半からいうことで。 
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  ありがとうございました。 

（散会 １１時３１分） 
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平成２９年 予算特別委員会 文教分科会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成２９年３月１０日 

２．招集の場所  第１委員会室 

３．開会年月日  平成２９年３月１０日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１４名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（２名） 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のため出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      子育て・健康推進課長         隼 田 雅 治 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 
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      教 育 指 導 監         青 木 真智子 

      教 育 指 導 監         田 中 眞 樹 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 民生費 

 教育費 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会１３時２８分） 

○文教分科会進行役（片川） ただいまから、平成２９年予算特別委員会文教分科会を開

催いたします。それでは、平成２９年度の事業ごとにおける予算について担当から説明

を受けたいと思います。 

  それでは、民生費の一部と教育費の説明をお願いいたします。 

  藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） まず、民生費部分から説明させていただきます。 

  １２０、１２１ページをお開きください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、４目人権推進費、広域隣保活動事業でございます。 

  この事業は、人権教育集会所を拠点に生活相談員を配置し、さまざまな生活相談を行

うための経費を計上しています。 

  事業全体で２９４万５，０００円、本年度と同額です。 

  歳入の国・県支出金１０８万９，０００円は、県補助金の隣保館運営費等補助金です。 

  主な事業費は、人権推進事業への補助金１１１万円です。 

  続きまして、熊野町教育集会所管理事業でございます。 

  この事業は、生活相談や学習事業、啓発事業等を行う川角地区にあります教育集会所

の管理運営に係る経費を計上しています。 
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  事業全体で１３６万７，０００円、本年度より５２万２，０００円、６１．８％の増

額となっています。 

  増額の主な要因は、教育集会所の改修に係る修繕費の増額によるものです。 

  歳入のその他の収入は、行政財産目的外使用料３，０００円です。 

  主な事業費は、光熱水費３３万７，０００円、修繕料５６万円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 続きまして、２１２、２１３ページをお願いします。 

  ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、教育委員会活動事業でございます。 

  この事業は、教育委員会の活動に必要な委員報酬や旅費、研修負担金などを計上して

います。 

  事業全体で２３１万３，０００円、本年度より９，０００円、０．４％の減額となっ

ています。 

  主な事業費は、教育委員報酬の２１０万８，０００円です。 

  次に、２目事務局費、学校教育一般管理事業でございます。 

  この事業は、学校保健等に係る人的経費や教育長及び職員の旅費、緊急連絡用のメー

ルシステムの費用などの経費を計上しています。 

  事業全体で３００万４，０００円、本年度より５万９，０００円、１．９％の減額と

なっています。 

  主な事業費は、臨時職員賃金の７４万９，０００円です。 

  続きまして、２１５ページの下段、学校教育振興事業でございます。 

  この事業は、就学時健診や教育支援委員会に要する経費、外国語指導のための英語指

導助手派遣費用、学力向上対策に係る経費などを計上しています。 

  事業全体で、１，６２６万２，０００円、本年度より２７０万２，０００円、１９．

９％の増額となっています。 

  歳入の国・県支出金６２万４，０００円は、広島県学びの変革パイロット校事業委託

金です。 

  主な事業費は、英語指導助手派遣業務委託料となっています。 

  続きまして、２１７ページの下段、学校支援事業でございます。 

  この事業は、各種印刷業務など、教諭の支援を行う学校支援員を各校に配置し、中学

校には不登校や問題行動対策のための生徒指導相談員を、また、通常学級に在籍する児
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童・生徒の中で、多動などによる問題行動が授業を妨げたりするケースなどに対応する

配慮児童支援員や、家庭教育支援アドバイザーなどの配置に伴う経費、それから、施設

等における簡易な修繕等について速やかに対応するための学校施設等安全点検業務委託

料を計上しています。 

  事業全体で、２，３２５万６，０００円、本年度より２１７万８，０００円、１０．

３％の増額となっています。 

  増額の主な要因は、県費で対応していた家庭教育支援アドバイザーが町費対応になる

ためです。 

  歳入のその他収入９１万１，０００円は、臨時職員等社会保険料納付金です。 

  主な事業費は、生徒指導相談員の報酬４６５万６，０００円、配慮児童支援員の報酬

３０８万９，０００円、学校支援員の報酬４４９万３，０００円、家庭教育支援アドバ

イザーの報酬５５２万円、学校施設等安全点検業務委託料です。 

  続きまして、２１８、２１９ページをお願いします。 

  ２項小学校費 １目学校管理費、小学校一般管理事業でございます。 

  この事業は、学校医や学校用務員の配置、児童・生徒、及び教職員の健康診断実施な

どの経費を計上しています。事業全体で３，０１９万４，０００円、本年度より６７２

万５，０００円、２８．７％の増額となっています。 

  増額の主な要因は、パソコン教室のパソコン更新、及びＩＣＴ整備に伴う機械器具使

用料の増額によるものです。 

  歳入のその他収入１２９万１，０００円は、行政財産の目的外使用料、及び臨時職員

等社会保険料納付金です。 

  主な事業費は、学校医報酬３４９万１，０００円、各種健診業務委託料、そして学校

用務員の賃金６２５万円、機械器具使用料１，２５１万４，０００円となっています。 

  続きまして、２２１ページ中段、小学校施設維持管理事業でございます。 

  この事業は、学校施設の維持管理、修繕などに係る経費を計上しています。 

  事業全体で４，１２６万６，０００円、本年度より２４８万円、５．７％の減額とな

っています。 

  歳入のその他収入８８５万円は、公共施設等整備基金繰入金です。 

  主な事業費は、修繕料１６０万円、施設機械警備や電気工作物保安業務、草刈り業務

などの委託料、第一小学校プール管理棟の防水工事、そして土地借り上げ料２，３１８



－177－ 

万４，０００円などです。 

  続きまして、小学校大規模改造事業でございます。 

  この事業は、安全・安心な教育環境を整備するために、老朽化した小学校施設の改善

を図る実施設計や工事施工に係る経費を計上しています。 

  事業全体で３７５万円、本年度より９６０万９，０００円、７１．９％の減額となっ

ています。 

  主な事業費は、第一小学校東校舎の実施設計業務委託料です。 

  続きまして、２２３ページから２２９ページまでの、各小学校の一般管理事業は保健

管理や健康指導に要する経費を、施設維持管理事業は学校施設の運営、修繕等に係る経

費を計上しています。 

  まず、２２３ページ、小学校一般管理事業、第一小学校は事業全体で７２７万５，０

００円、本年度より１９２万２，０００円、３５．９％の増額となっています。 

  増額の主な要因は、新入生が特別支援学級へ入級することに伴う介助員２名の増員に

よるものです。 

  主な事業費は、介助員報酬４１１万９，０００円、消耗品費１６２万１，０００円で 

 す。 

  次に、小学校施設維持管理事業、第一小学校は、事業全体で６７６万３，０００円、

本年度とほぼ同額です。 

  主な事業費は、光熱水費６０１万１，０００円です。 

  ２２５ページをお願いします。小学校一般管理事業、第二小学校は、事業全体で２９

６万４，０００円、本年度より７万５，０００円、２．５％の減額です。 

  主な事業費は、介助員報酬１０３万円、消耗品費９４万８，０００円です。 

  次に、小学校施設維持管理事業、第二小学校は、事業全体で３４２万８，０００円、

本年度より１１万２，０００円、３．２％の減額です。 

  主な事業費は、光熱水費２９７万５，０００円です。 

  次に、小学校一般管理事業、第三小学校は、事業全体で４７７万７，０００円、本年

度より９２万５，０００円、２４％の増額となっています。 

  増額の主な要因は、特別支援学校に在籍する教育課程の異なる児童対応のため、介助

員１名の増員によるものです。 

  主な事業費は、介助員報酬２０６万円、消耗品費１５１万８，０００円です。 
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  続きまして、２２７ページ中段、小学校施設維持管理事業、第三小学校は、事業全体

で４８７万７，０００円、本年度より１１万１，０００円、２．２％の減額です。主な

事業費は、光熱水費４０４万円です。 

  次に、小学校一般管理事業、第４小学校は、事業全体で５１８万円、本年度より９０

万１，０００円、２１．１％の増額です。 

  増額の主な要因は、新入生が特別支援学級へ入級することに伴う介助員１名の増員に

よるものです。 

  主な事業費は、介助員報酬２０６万円、消耗品費１８０万３，０００円です。 

  続きまして、２２９ページ中段、小学校施設維持管理事業、第四小学校は、事業全体

で５０１万２，０００円、本年度より１３万３，０００円、２．６％の減額です。 

  主な事業費は、光熱水費４３８万９，０００円です。 

  続きまして、２目教育振興費、小学校教育振興事業でございます。 

  この事業は、学力調査の実施、問題データベースの活用や教科備品・指導書の購入な

どの諸経費を計上しています。 

  事業全体で５６２万５，０００円、本年度より２３３万８，０００円、２９．４％の

減額です。 

  減額の主な要因は、新年度から山・海・島体験活動について、県の補助金がなくなっ

たための負担金減によるものです。 

  歳入のその他収入５４万２，０００円は、日本スポーツ振興センター保護者負担金で

す。 

  主な事業費は、学力検査業務委託料、庁用器具費１１７万円、日本スポーツ振興セン

ター負担金１２６万７，０００円です。 

  続きまして、２３１ページから２３５ページまでの各小学校の教育振興事業は、就学

援助や教科用品、図書などの購入、教職員の研修などの経費を計上しています。 

  まず、小学校教育振興事業、第一小学校は、事業全体で９４９万４，０００円、本年

度より１６１万円、２０．４％の増額です。 

  増額の主な要因は、対外活動費の事務局として、４校の共通活動費を計上したことに

よるものです。 

  歳入の国・県支出金４０万円は、国庫補助金の要保護児童生徒援助費補助金、及び特

別支援教育就学奨励費補助金です。 
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  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１４８万６，０００円、対外活動費１１５

万５，０００円、要保護及び準要保護児童援助費６１４万５，０００円です。 

  次に、小学校教育振興事業、第二小学校は、事業全体で２７０万６，０００円、本年

度より４万６，０００円、１．７％の減額となっています。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費７５万９，０００円、要保護及び準要保護

児童援助費１６３万７，０００円です。 

  続きまして、２３３ページ中段、小学校教育振興事業、第三小学校は、事業全体で５

９１万６，０００円、本年度より１９万２，０００円、３．１％の減額となっています。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１０５万３，０００円、要保護及び準要保

護児童援助費４３７万５，０００円です。 

  次に、小学校教育振興事業、第四小学校は、事業全体で５７５万２，０００円、本年

度より１２７万５，０００円、１８．１％の減額です。 

  減額の主な要因は、平成２８年度は対外活動費の事務局でしたが、新年度は第一小学

校に変わることによるものです。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１４６万５，０００円、要保護及び準要保

護児童援助費３６６万８，０００円です。 

  続きまして、２３５ページ中段、小学校低学年書道科指導事業でございます。 

  この事業は、小学１年生と２年生を対象に教育課程外で、年間１５時間書道の指導を

通じて、正しい姿勢を身につけ、集中力と持続力を養い、熊野を愛する豊かな人間性の

育成を目的としています。 

  事業全体で５２４万４，０００円、本年度より８４万１，０００円、１３．８％の減

額となっています。 

  歳入のその他収入５５万７，０００円は、臨時職員等社会保険料納付金です。 

  主な事業費は、低学年書道科専任の臨時職員１名の賃金３６９万６，０００円、共済

費１１５万６，０００円です。 

  続きまして、２３６、２３７ページ、３項中学校費 １目学校管理費、中学校一般管

理事業でございます。 

  この事業は、学校医や用務員の配置、生徒及び教職員の健診などの経費を計上してい

ます。 

  事業全体で１，９７０万円、本年度より２３７万２，０００円、１３．７％の増額と
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なっています。 

  歳入のその他収入５９万８，０００円は、行政財産目的外使用料、臨時職員等社会保

険料納付金です。 

  増額の主な要因は、パソコン教室のパソコン更新、及びＩＣＴ整備事業による機械器

具使用料の増額によるものです。 

  主な事業費は、学校医報酬２０７万７，０００円、学校用務員の賃金３１２万５，０

００円、機械器具使用料８６３万１，０００円、庁用器具費２５５万６，０００円です。 

  続きまして、中学校施設維持管理事業でございます。 

  この事業は、中学校における施設の維持管理、修繕などに係る経費を計上しています。 

  事業全体で、３，１８３万９，０００円、本年度より５１万５，０００円、１．６％ 

 の減額となっています。 

  歳入のその他収入４８０万円は、公共施設等整備基金繰入金です。 

  減額の主な要因は、屋外階段修繕実施設計委託料の減です。 

  主な事業費は、修繕料８５万円、施設警備や設備保守点検などの業務委託料、土地   

 借り上げ料２，２１１万７，０００円、施設維持に係る工事請負費です。 

  続きまして、２３９ページの中段、中学校大規模改造事業でございます。 

  この事業は、安全・安心な教育環境の整備を目的に、老朽化した学校施設の改善を図 

 るため、実施設計や工事施工に係る経費を計上しています。 

  事業全体で５万６，０００円、本年度より１億９，４６０万３，０００円、９９．９ 

 ％の減額となっています。 

  減額の主な要因は、平成２８年度に計上していました、熊野東中学校普通教室棟大規 

 模改修工事、及び工事に係る監理委託業務を新年度に繰り越すこと、及び熊野東中学校 

 武道館屋根改修工事の完了によるものです。 

  続きまして、中学校一般管理事業、熊野中学校でございます。 

  この事業は、非常勤講師や介助員に要する経費、保健管理や健康指導に要する経費、 

 文具など学校維持に要する消耗品、通信費などの経費を計上しています。 

  事業全体で１，３９８万７，０００円、本年度より８７万７，０００円、５．９％の 

 減額となっています。 

  主な事業費は、介助員報酬２０６万円、特別支援学級支援のための非常勤講師などの 

 報酬９２０万４，０００円、消耗品費１３７万円です。 
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  続きまして、２４１ページ、中学校施設維持管理事業、熊野中学校でございます。 

  この事業は、施設の維持、修繕に要する経費を計上しています。事業全体で７２７万 

 円、本年度より５８万１，０００円、７．４％の減額となっています。 

  減額の要因は、電気代・ガス代等光熱水費の減額によるものです。 

  主な事業費は、光熱水費６０５万円、修繕料７８万円です。 

  次に、中学校一般管理事業、熊野東中学校でございます。 

  この事業は、非常勤講師や介助員に要する経費、保健管理や健康指導に要する経費、 

 文具など学校維持に要する消耗品、通信費などの経費を計上しています。 

  事業全体で、１，００６万２，０００円、本年度より２７２万３，０００円、３７． 

 １％の増額です。 

  増額の主な要因は、新入生が特別支援学級へ入級することに伴う介助員１名の増員、 

 及び特別支援学級の非常勤講師報酬の増額によるものです。 

  主な事業費は、非常勤講師報酬５８９万円、消耗品費１７６万２，０００円です。 

  続きまして、２４３ページ、中学校施設維持管理事業、熊野東中学校でございます。 

  この事業は、学校施設の維持、修繕に要する経費を計上しています。 

  事業全体で５７９万１，０００円、本年度より４４万８，０００円、７．２％の減額 

 となっています。 

  減額の主な要因は、燃料費及び光熱水費の減額によるものです。 

  主な事業費は、燃料費５３万５，０００円、光熱水費４３０万５，０００円、修繕料 

 ６４万６，０００円です。 

  続きまして、２目教育振興費、中学校教育振興事業でございます。 

  この事業は、学力調査の実施、問題データベースを活用した学力向上への取り組み、 

 教科備品、指導書の購入など、中学校の教育振興を目的とした諸経費を計上しています。 

  事業全体で３７８万９，０００円、本年度より５０４万７，０００円、５７．１％の 

 減額となっています。 

  減額の主な要因は、平成２７年度に中学校教科書が採択され、それに伴う指導書及び 

 教材備品購入に要した費用の減です。 

  歳入のその他収入２７万６，０００円は日本スポーツ振興センター保護者負担金です。 

  主な事業費は、熊野町学力検査委託料、問題データベース使用料５３万円、庁用器具 

 費９５万円、日本スポーツ振興センター負担金６５万３，０００円です。 
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  続きまして、中学校教育振興事業、熊野中学校でございます。 

  この事業は、経済的に就学困難な生徒に対する就学援助や指導資料、図書などの購入、 

 対外活動費や教職員の資質向上のための研修などの経費を計上しています。 

  事業全体で９３２万５，０００円、本年度より９０万９，０００円、１０．８％の増 

 額です。 

  歳入の国・県支出金１０万円は、国庫補助金の要保護児童生徒援助費補助金及び特別

支援教育就学奨励費補助金です。 

  増額の主な要因は、昨年１２月から開始した中学校給食分の就学援助費の増です。 

  主な事業費は、教科・部活用品等消耗品費１４５万円、対外活動費１９８万円、要保

護 

 及び準要保護生徒援助費５２３万２，０００円です。 

  続きまして、２４５ページ、中学校教育振興事業、熊野東中学校でございます。 

  この事業は、経済的に就学困難な生徒に対する就学援助や指導資料、図書などの購入、 

 対外活動費や教職員の資質向上のための研修などの経費を計上しています。 

  事業全体で１，２７１万５，０００円、本年度より３０７万２，０００円、３１．９ 

 ％の増額となっています。 

  増額の主な要因は、要保護及び準要保護生徒援助費の増額です。 

  主な事業費は、指導資料、図書などの消耗品費１６２万５，０００円、対外活動費２ 

 ３５万４，０００円、要保護及び準要保護生徒援助費７８５万４，０００円です。 

  続きまして、２４６、２４７ページをお願いします。 

  ４項学校給食費 １目学校給食費、学校給食事業でございます。 

  この事業は、学校給食法に基づき給食を提供し、児童・生徒の健全な心身の発達、発 

 育及び食育を推進することなどを目的にした経費を計上しています。 

  事業全体で１億２，３１０万５，０００円、本年度より６，８８４万７，０００円、 

 ３５．９％の減額です。 

  減額の主な要因は、平成２８年度中に実施した中学校の給食開始に向けた給食用リフ 

 ト整備に係る工事請負費、配膳に係るコンテナの購入に係る備品購入費、容器類などを 

 整備する消耗品費の減額によるものです。 

  歳入のその他収入６，３５９万４，０００円は、学校給食保護者負担金督促手数料４ 

 万２，０００円、臨時職員等社会保険料納付金２７万５，０００円、学校給食保護者負 
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 担金６，３２７万７，０００円です。 

  主な事業費は、嘱託による給食指導員の報酬１８０万円、消耗品費１３５万５，００ 

 ０円、給食調理業務委託料でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） ２４８、２４９ページをお願いいたします。  

 ９款教育費 ５項幼稚園費 １目幼稚園費の幼稚園就園奨励等事業でございます。 

 この事業は、幼稚園教育の振興と保護者の負担軽減のため、私立幼稚園に対し助成を行

うものでございます。 

  事業費は、本年度とほぼ同額の２，４８６万１，０００円となっております。財源の

国・県支出金６１８万４，０００円は、国庫補助金の私立幼稚園奨励費補助金６１８万

４，０００円でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 続きまして、９款教育費 ６項社会教育費 １目社会教育総務

費、社会教育一般事務でございます。 

  この事業は、生涯学習振興のための庶務、及び社会教育関係団体の育成に係る経費を

計上しています。 

  事業全体で３１４万７，０００円、本年度より５４８万６，０００円、６３．５％の

減額となっています。 

  減額の主な要因は、郷土館倉庫建設工事の完了によるものです。 

  主な事業費は、くまどく事業の推進に係る経費４５万円、社会教育関係団体補助金１

３４万円です。 

  続きまして、２５１ページの人権啓発事業でございます。 

  この事業は、人権啓発、及び男女共同参画社会推進を図るための講座や、人権啓発講

演会などを開催するための経費を計上しています。 

  事業全体で４７万３，０００円、本年度より１万円、２．１％の減額です。 

  主な事業費は、講座や講演会等の開催に要する委託料です。 

  続きまして、成人を祝う会事業でございます。 

  この事業は、郷土熊野町の将来を担う新成人の門出を祝うための経費を計上していま

す。なお、来年度対象の新成人は約２５０人の見込みです。 

  事業全体で６１万８，０００円、本年度より１万９，０００円、３．２％の増額です。 
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  主な事業費は、記念品料３４万６，０００円です。 

  続きまして、２５３ページの青少年健全育成事業でございます。 

  この事業は、青少年の健全育成を目的として組織された団体、青少年育成くまの町民

会議の活動に係る経費を計上しています。 

  事業全体で１８万７，０００円、本年度よりも７万円、２７．２％の減額です。 

  減額の主な要因は、こども１１０番の家ステッカー等の作製枚数の規模縮小によるも

のです。 

  主な事業費は、消耗品費５万７，０００円、青少年育成くまの町民会議への補助金１

２万５，０００円です。 

  続きまして、２目町民会館費、町民会館施設管理事業でございます。 

  この事業は、生涯学習の拠点施設である熊野町民会館の施設維持管理に係る経費です。 

  事業全体で２億１，１６５万３，０００円、本年度より１億７，８１０万円の増額で

す。 

  歳入の地方債は、一般単独事業債１億３，４２０万円、その他の収入は、公共施設等

整備基金繰入金５，１３０万円、老人福祉センター使用料９６万円、コピー代４万円で

す。 

  増額の主な要因は、町民会館空調改修工事、駐車場舗装工事に伴う工事請負費等の増

額によるものです。 

  主な事業費は、光熱水費６６６万４，０００円、清掃及び施設保守点検業務委託料、

空調改修工事、駐車場舗装工事の工事請負費です。 

  続きまして、２５４、２５５ページ、３目公民館費、熊野町公民館管理運営事業でご

ざいます。 

  この事業は、町民会館における町公民館部分の施設管理及び主催事業の開催に係る経

費を計上しています。 

  事業全体で６１６万４，０００円、本年度より６８万円、１２．４％の増額です。 

  増額の主な要因は、施設の修繕料、主催事業に係るバス借り上げ料の増額によるもの

です。 

  歳入その他収入は、公民館使用料２１０万円、行政財産目的外使用料６５万１，００ 

 ０円、臨時職員等社会保険料納付金２０万１，０００円、受講負担金６５万円、自動販

売機設置負担金３１万８，０００円、公衆電話料５，０００円の計３９２万５，０００
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円です。 

  主な事業費は、臨時職員賃金１２１万円、報償費５５万４，０００円、ふでりんホー

ル各設備の保守点検業務委託料です。 

  続きまして、２５７ページ、熊野東公民館管理運営事業でございます。 

  この事業は、熊野東公民館の施設管理及び主催事業開催に係る経費を計上しています。 

  事業全体で７７８万４，０００円、本年度より１７７万３，０００円、１８．６％の

減額です。 

  減額の主な要因は、施設修繕料の減額によるものです。 

  歳入その他収入は、公民館使用料３２万４，０００円、臨時職員等社会保険料納付金

２４万５，０００円、受講者負担金３７万９，０００円、コピー代２万円の計９６万８，

０００円です。 

  主な事業費は、臨時職員賃金１５６万３，０００円、光熱水費８８万２，０００円、

施設管理委託料です。 

  続きまして、２５９ページ、公民館一般事務でございます。 

  この事業は、公民館全般に係る経費、及び放課後子供教室の運営に係る経費を計上し

ています。 

  この事業全体で１，０４３万５，０００円、本年度より１７１万円、１４．１％の減

額です。 

  減額の主な要因は、くまの・みらい交流館広場整備工事の完了によるものです。 

  歳入は国・県補助金３７２万円、公共事業等債２３０万円、その他収入は旧中公民館

建物賃借料１３９万６，０００円、基金繰入金２０万円、参加負担金３万円、行政財産

目的外使用料８，０００円の計１６３万４，０００円です。 

  主な事業費は、旧中公民館土地借り上げ料１３７万６，０００円、くまの・みらい交

流館広場あずまや・芝張り工事の工事請負費です。 

  続きまして、２６０、２６１ページ、４目文化財保護費、文化財保護事業でございま

す。 

  この事業は、文化財保護委員会を開催し、文化財保護活用を図るとともに、郷土館管

理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で２０３万２，０００円、本年度より１２万１，０００円、５．６％の減額

です。 
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  歳入その他収入６，０００円は町史等販売代金４，０００円などです。 

  主な事業費は、郷土館管理委託料及び町指定文化財補助金２５万円です。 

  続きまして、２６２、２６３ページ、５目図書館費、町立図書館運営事業でございま

す。 

  この事業は、町立図書館の管理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で５，１８４万１，０００円、本年度より５３３万円、１１．５％の増額で

す。 

  歳入その他収入は、広島県市町村振興協会交付金４９２万１，０００円、臨時職員等

社会保険納付金１３９万３，０００円、行政財産目的外使用料１１万９，０００円、公

衆電話料２，０００円、雑入５，０００円の計６４４万円です。 

  主な事業費は、嘱託司書報酬１，０００万３，０００円、臨時職員賃金８８２万９，

０００円、図書等購入に係る消耗品費１，０３８万８，０００円、光熱水費４９０万８，

０００円です。 

  続きまして、２６６、２６７ページ、６目交流館費、くまの・みらい交流館管理運営

事業でございます。 

  この事業は、住民の生涯学習、及び多世代交流事業を推進するくまの・みらい交流館

の管理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で１，２３５万７，０００円、本年度より５１万９，０００円、４．４％の

増額です。 

  歳入その他収入は、交流館使用料１２０万円、臨時職員等社会保険料納付金３６万５，

０００円、受講負担金４４万４，０００円、雑入１４万４，０００円、自動販売機設置

負担金８万４，０００円の計２２３万７，０００円です。 

  主な事業費は、臨時職員賃金１５６万３，０００円、光熱水費２１４万８，０００円、

施設管理委託料、文化事業委託料です。 

  続きまして、２６８、２６９ページ、７項保健体育費 １目保健体育総務費、社会体

育一般事務でございます。 

  この事業は、スポーツ振興活動拠点となる町民グラウンド、町民体育館等の施設管理

に係る指定管理料及び遊びと学びの交流学校事業などの各種事業委託料を計上していま

す。 

  事業全体で４，３６０万８，０００円、本年度より２０４万４，０００円、４．９％
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の増額です。 

  増額の主な要因は、グラウンドゴルフコースの基本設計に係る委託料の増額によるも

のです。 

  主な事業費は、指定管理に係る委託料、熊野スポーツ振興会補助金２，２９７万１，

０００円、グラウンドゴルフコース基本設計業務委託料です。 

  続きまして、２７０、２７１ページ、２目体育施設費、社会体育施設管理事業でござ

います。 

  この事業は、町民グラウンド、町民体育館等の維持・修繕等に係る経費を計上してい

ます。 

  事業費全体で８３９万８，０００円、本年度より１８５万４，０００円の増額です。 

  歳入のその他収入は、行政財産目的外使用料６万９，０００円です。 

  増額の主な要因は、町民グラウンド改修実施設計業務委託料の増額によるものです。 

  主な事業費は、借り上げ料１，７８４万３，０００円、町民グラウンド改修実施設計

業務委託料です。 

  教育部については以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） それでは、１２０ページの人権推進費と２１２ページから

２７３ページまでの教育費について質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  山吹議長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） ページの２４５ページの９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、

対外活動費がですね、熊野中学校が１９８万円、熊野東中学校が２３５万４，０００円

がありますね。この活動ですね、内容をちょっと教えてほしいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） まず、熊野中学校のほうの対外活動費でございます。こちらにつ

きましては、通信陸上大会、陸上の県選手権大会、剣道の県選手権大会、卓球の県選手

権大会、ソフトテニス県選手権大会、陸上の県総体、剣道の県総体、卓球の県総体、テ
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ニスの県総体、そして陸上の中国大会等の活動費を計上しております。 

  次に、熊野東中学校でございます。こちらにつきましては、陸上の県選手権大会、柔

道の県選手権大会、水泳の県選手権大会、サッカーの県選手権大会、軟式野球の県選手

権大会、陸上の中国大会、柔道の全国大会、水泳の県総体、陸上の県総体、中国駅伝、

吹奏楽コンクール県大会などの経費を計上しております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） ほかにございますか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 最後のころで、町民、２７１ページですか、グラウンドゴルフ場の設

計整備ということ言われたんですが、これはどこにどのようにものを考えておられるの

か、ちょっとお聞きしたいなと思うんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 今、住民のほうからグラウンドゴルフ場の設置要望ございましてで

すね、適地のほうを選定しておるところでございますが、町民グラウンド周辺の場所に

ですね、できないかどうかということを含めてですね、計算、設計を、概略設計ですが

組んでおりまして、場所からいいますと、町民グラウンドの上のバーベキュー広場とか、

その付近でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） グラウンドゴルフはニーズが高いというのはわかるんですけども、慎

重にですね、どういうような施設をつくっていくかということについては慎重に検討し

てもらいたいなというふうに思っております。それから、もう一つその下、次のページ

になるんか、町民グラウンドの実施設計業務委託料というのがありますよね。これはだ

からこっち側のほうに、概要の資料で町民グラウンド改修工事実施設計を実施するよう

になっとるんですが、どのようなことを考えておられるのか、ちょっとお聞きしたいと
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思います。設計についてですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） これまで、町民グラウンドの水はけ状態が悪いということで、今年

度２カ所においてですね、５０万円ぐらいずつで１００平米ぐらい、ちょっと簡単な施

行をしておるんですけども、やはりその状況見ましても、やはり全体をやはりしっかり

直さないとグラウンドの機能がやはりできてないということが判明しております。やは

り、そういったグラウンドの指針によりますと、やはり表面が１０ｃｍ、ふつうの砂で

しょうか、その下に１０ｃｍ砕石、そういった構造でないと、その下にまた透水管です

ね、それを置いて。そういったものにしないと、やはり表面だけしたのでは直らないと

いうのがどうもいろいろうちのほうも、県の施設課のほうへですね、いろいろ問い合わ

せ行きましたら、まあこういう状況だというのがわかりましたので、新年度はですね、

そういったことを含めまして、全面改修を行うにおいては、やはり、場所の何カ所か地

質調査をしたり、そしてそれをもとに、いろいろな現在の砂の状況ですね、見ながら実

施設計をしてくということで、ちょっと大きな金額を組ましていただいております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから２カ所ほど、試験、実験をやられたということなんですかね。

その結果、だから、一応下の方へ向いてその管を埋めた工事をしなきゃならないという

ことを前提にした工事を進められるということなんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 議員御指摘のとおり２カ所しておったんですが、表面だけ１０ｃｍ、

やはり工法でいいますと、一つは杉、ヒノキのまぜたもの、もう一つはポリマータイプ

といったものでしておったんですけども、それはそれなりに機能しておるんですけども、

やはりそれで、全面を直しましてもですね、やはり５年１０年とたったら、やはりお金
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をかけた割には長続きしないということで、やはり何カ所かやっぱり地質違いますんで、

そもそもこのグラウンドには下へ砕石がないようでございますね。やはり今、県立高校

のグラウンドちょっと改修工事見に行ったんですけども、町外の、やはり、砕石があっ

てその上にグラウンドの砂、１０ｃｍぐらい盛ってやっておるということですんで、大

体聞きますと、砂を１０ｃｍはぎとってそのうち２割ぐらいは、ふるいにかけて５ｍｍ

以上の大きな砂粒は捨てて、そこへ２割ぐらいはそういった改良剤まぜて、それでその

１０ｃｍ覆うという工法が現在の県立高校のグラウンドのやり方だというのを聞いてお

りますので、そういったことを検討していきたいと考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから、今の１０ｃｍぐらいやった下へ向いて、ちょっとわしもその

構造がようわからんのですが、だから、今の町民グラウンドそのものには、管を埋めて、

その昔私らもじっと見よりましたけども、横へ逃げるような工事はしてないんですよね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 本来であればやはり砂層があって砕石があってその下にそういった

管を埋めとればいいんでしょうけども、現在、町民グラウンドの場合、砂の上に透水管、

やっぱり管を置いておるんですが、もうこれが目詰まりして機能してないということだ

と思いますので、この管は埋め殺しにして、新たな物をこの今度工事したら砕石の下に

はわせてやるようなことを計画しております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 私もずっとこういった工事は長いこと見てきたり、体験もしてきとる

んですけども、要するに、もっても５年、６年なんですね、要するに、やった翌年ぐら

いは見事にその管のところへ向いてですね、要するに、雨の降った後、きれいに乾いて

すぐ白くなるんですよ。でも、それが５、６年たって、もう１０年たったらもう全くか
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わらなくなってくる。で、それに、私らはずっとどっちかというと、土をダンプに持っ

てきてもらったりして、それの土をたんびにたんびに、その利用者が持っていってです

ね、これある意味でいやあ、永遠の課題ゆうちゅいけんのですが、それ追っかけっこな

んですね。だからそのためにちょっとわし、金額、今、詳しいことわかりませんけども、

それだけの金をかける価値があるのかないのか、それからもう一つは、学校ではですね、

これは教室なんですね、だから、こういった町民グラウンドのレベル言っちゃ、まあ失

礼だけども、それは利用者が便利がよくなる、雨が降ってもすぐ使えるというのはいい

ことにこしたことはないんですけども、学校という施設とこういう社会体育施設とでは、

ちょっと観点が違うんじゃないかなと。で、他の市町村あたりで、それちょっと聞いた

んですけども、やっておられるような町があったら教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 議員御指摘のように、本当、県立高校のそういったインターハイ出

るようなね、生徒が使うようなグラウンドと町民グラウンドはまあ、皆さんには憩いの

場ともいえますので、そういった利用状況は異なると思います。うちのほうが今、調べ

ておりますのは県教委のまあ、施設課のほうへ行ってですね、県立高校のグラウンドの

改修工事のほうを一応聞いておりますので、また、近隣の市町のグラウンド等もですね、

参考にしながらまた、新年度ですね、設計の中でどういった工事をしていくかは検討し

ていきたいと考えております。まあ、実際問題、県教委のほうで聞きましても、大体２

０年、そういった議員御指摘のように維持管理していっても高校のグラウンドは２０年

余りでは、やはり改修していくということは、うちのほうも調査しております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） いや、私が言ったのは、学校はね、私らまあ、体育の教員だったから

わかるんですけども、グラウンドは教室なんですよ。だからこれと、今、言う町民グラ

ウンドとかね、社会体育施設とはちょっと違うんじゃないんですかっていうことを今言

って、調査されてないということ聞いたんですが、本当なんですか。されずにこれが出
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とんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 調査いいますか、うちのは、県立高校のグラウンドのほうを一応調

査して、それなりに仕上げるいうことで、今回組んでおるんですけども、あくまでこれ

からの調査、設計委託料ですので、その中で、地質調査をしながらですね、どこまでど

ういった機能まで回復するかいうのはですね、やはり県立高校だけじゃなく、近隣市町

のですね、そういったグラウンドなんかを状況を参考にして、計画立てていきたいと思

っております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 私は、できればですね、こういうような状況で、まだ私は別の方法が

ね、さっきも私の知恵で言うたら、かまぼこ型にしてですね、やっぱり長い目で見てい

ったら、そのほうがまあ、そりゃあ排水管をするよりは、雨が降った後の利用は便利が

悪いかもわからんけども、私は、いろんな中でお金がいる分ね、町もそんな潤うてるわ

けではないという厳しい財政の中で、これだけのお金を使うことよりも、そりゃあまだ

ほかにもね、いろいろなことがあるんじゃないんかなというようなことを思ったりしま

す。そういう面で言ったりしますと、本当はやはりもう少しね、ある意味では本当慎重

にですね、私らが知る範囲で、近隣の市町もちょっと聞いたりはしたんですよ。で、あ

るいはその尾道の私がおったびんご運動公園にもちょっと電話をして聞いたりもしたん

ですが、作ったときからはしてないです。例えば熊野の町民グラウンドよりも広い呉の

市民広場ですか、昔わしら練兵場と言いよりましたが、あっこらあたりでは全くその観

点がない、で、プロ野球で使う市民、あっこの二河球場あたりに関してもですね、元年

ぐらいにしたかのうという、ちょうど大改修してきれいにしましたけども、あのころに

したかのういうぐらいで、要するにあんまりそういうことに関してですね、余り金は使

ってない。で、そこの中で、そりゃあ町民の福祉に関することでいいことではあるんで

すけども、やはりそこら辺の金の使い方、持っていき方というようなことについてはで

すね、もっと私は慎重になってほしいんじゃないかなと思うんですけども、それについ
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てはいかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 実をいうと、３年前にですね、やはり非常に議員も含めてですね、雨が

降ったら使えんからどうにかしろというのは、これは議会の要望でもあったわけですね。

それで、軽く見積もって１億円ぐらいで上がるだろう、いうことで、まあ、１年あれば

できると思っとったんですが、結局パイプを全部やりかえると２億円近くかかるという

ことが判明しまして、それちょっときついなということで、実をいうと、私もグラウン

ドはですね、５回も６回も行っとる。小学校も全部見てます。かまぼこ型というのは第

一小学校なんです。この方法が取れない、町民グラウンドは。ほかのいろんな競技のと

きに差し支えができるということで、それでですね、ふつうにやれば２億円近い金がか

かるということで、いろんな試しをやったわけでございます。だから、今言った試し２

つというのは、水分の吸収の強い土砂を１００平米ずつやってみると、まあこれ効果あ

りました。あったけれども、これを全部にやると、やはり１億円かかる。１億円ぐらい。

これで何年もつかということをですね、これ調べる必要があるということで、それで、

県のほうに相談とかですね、行った場合に、この工法では５年たったら元に戻りますよ

ということが判明したもんですから、まあ、やってみなきゃわからん面もあるんですが、

そういうことで、もうこうなったら、５年で１億円使うような事業には、本当税金の無

駄遣いになりますので、もう根本的にやろうということで決断した次第でございます。

これはグラウンドを変え、改修してくださいっていうのは議会も町民の皆さんも言った

ことなんです。今、言われたように誰も望んでいないってことはないんです。雨が降っ

たら当日雨が降ってなくても町民体育大会中止になってるわけですね。そういうことが

発生しますんで、それはもうやめなければならない。で、でき上がった後はですね、今

度は車両の制限を考える必要があると、出初め式とそれから町民体育大会、これを制限

できるかどうか、出初め式の消防車両はかなり重たいんですが、これやるとかなり傷む

んですが、出初め式をやる場所がなくなる。だからそこら辺をですね、後２年、２年で

工事完了しますから、そこら辺も調整しながら考えていきたいと思ってます。決してで

すね、えいやでやった予算ではないです、はい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 今、競技場のこと言われましたけども、かつてはね、私も陸上に絡ん

どったから、要するに４００の公認のグラウンドであったわけですよ。だから、ある程

度その傾斜とかいうことは絡んでくるんです。公認を続けようと思った場合ね、ただま

あ、あのとおり、４種ぐらいのグラウンドですから、少々のことがあってもどういうこ

とはないですし、ましてまだ私も何遍も行ったこと、経験したことありますが、第２コ

ーナー、第３コーナーに入るところあたりはちょうどトラックのところなんかいうのは、

岩の塊なんですね。だからスパイクのピンが何遍も私が指導しよる生徒が折ったりとか

ですね、岩が浮いとんですよ。まあ、そういうふうなこともあったりする、まあ、程度

言うたら失礼なんですが、グラウンドなんですね。だから、今も、まして４００のグラ

ウンド、公認は切れてるわけですから、私はかまぼこ型にね、しても何とかいけるんじ

ゃないんかなという気持ちがあるもんですから、こうして言わせてもらうんですよ、だ

からある程度、今の公式なね、だからほかには、ある程度しっかりした大会いうたら、

サッカーであるとか、いうようなのがあると思います。そんなに、かまぼこ型にしてで

すね、大会が、行事がもてなくなるようなことはないんじゃないかなと思ったりするん

ですが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 設計についてはちょっとあんまり詳しくないんですが、それもですね、

一つの参考だと思います。ただ、もう、今年設計して平成２９年度、３０年度実施する

からには、どっちかに決めなきゃならないんで、そこら辺はですね、ＮＰＯの関係者の

皆さんと相談しながら、いろんなスポーツ団体と、まあ、かまぼこ型にしてですね、下

を改良して盛りをこうするのは理想的とは思うんですが、それでいいかどうかそれも含

めてですね、設計の段階で検討させてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから、今の確認で、要するに、この実施設計については、今の下に
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向いた暗渠を埋める工事ではなしに、いろいろなそういったかまぼこ型にすることも含

めて検討するということでよろしいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） はい、そういったことを全て含めての設計委託料ということを組ま

せていただいてます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 私、こうした機会にこういういろんな設計段階のところの話が、まだ、

どういうんですか、いろいろ経験が少ないもんですから、こうして設計段階のことが出

たら、それが即もう決定になってしまって、いつの間にかもう動いてしもうとると、い

うようなことがならんようにですね、先ほど言いましたように、もう一遍よく吟味して

いただいて、しっかりした方向を、よりお金の無駄遣いにはならんようにですね、含め

てお願いしたいというように思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 私はちょっと学びの変革の件をお聞きしたいんですが、詳しく中身を。

で、その前に、今の件に付随しとるんですが、ちょうどまあ中原先生今日お休みでござ

いますので、まあ、皆が前々から心配はしとるんです。あっこは非常に屋外活動の場で

ございますのでね、で、しっかりとした設計と作戦を練っていただくと、で、せんだっ

て私もね、そういう視点で見よると、朝、がっちりマンデーいうところで、ゴルフ場の

グリーンの中に砂があるんです。これ、真ん丸っこい砂なんですよ。ここにある砂はね、

真砂土ですからとげとげなんですよ。これ、こうやっていったら目がつぶれるんです。

で、吸わなくなる。これ今言われる５年で吸わなくなる。で、私も見に行ったんです、

町民グラウンド、貼ってあるとき。水いうのは上から下へ落ちますから、路面を５０ｍ

ですか１００ｍ平米をされとる、全部下へ入ってます。だから、私の技術的な理論から

すると、こうかまぼこ型にした場合、水は高いところから低いところにおりますから、
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だから、ずっと四周に水が集まってきます。そこにそのゴルフ場のグリーンの砂を、真

ん丸い砂ですよ、元は青森にあるらしいです。今、千葉でバレルで生産しておるようで

ございます。これ、がっちりマンデーでも、この特殊な砂なんですよ。目詰まりしない。

で、全部の側溝に水を流し込むわけ。だからまあ、委託する業者も専門でしょうから、

コストもランニングコストも十分に考慮していただいて、で、今言われるように、ある

程度運動もできなくなりますから、ＮＰＯとも、よう協議いただいて、皆の願いでござ

いますから、すな言うものは一人もおりません、ただ、コストの問題。ランニングコス

トのこともあります。で、私は、質問したいのは学びの変革の件です。これ、どんな様

子で進めていくか。どうも熊野高校もアクティブラーニングということで、何％かいう

ても４割ぐらいですか、熊野から今度は熊野高校というラインに進む生徒がおるわけで

すので、詳しく教えていただけませんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 田中教育指導監。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育指導監（田中） それでは、今年度学びの変革の実施状況について説明させていた

だきます。本町では熊野東中学校、パイロット校として１校あります。小学校に熊野第

一小学校、熊野第四小学校と、実践指定校として２校ございます。町内にはそのほか、

中学校が１校、小学校が２校ありますので、平成３０年の新しい学習指導要領の全県展

開に向けて同時にスタートを切りたいという思いから、全ての学校を交えて、学びの変

革推進協議会という小中が合同で協議会を開いております。それで、子供たちの授業参

観等をして、教師がどのような主体的な子供たちの学びをつくっていくかというところ

で、授業研究を通して協議をして進めております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） その学び方というのは、今、熊野高校が考えていらっしゃるアクティブ

ラーニング、こういうものともつながりはあるんでございますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 田中教育指導監。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育指導監（田中） アクティブラーニング、いわゆる主体的な学びということになり

ますので、同じ言葉です。日本語と英語の違いです。で、熊野高校も小中と合わせて授

業参観等は合同でしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） まさに、主体的な学びというのは大事になっておりましてね、この間も

申しましたが、野菜づくり、農業いうのはね、本当に主体的な学びにも一つになるんで

すが、参考でございます、せんだって日経新聞ね、東大でもね、校舎の中、学園の中で

ね、葉っぱ取ってこい言うんですと、学生に、東大生１年生に。光合成の仕組みを教え

るんだって。だから、詰め込み教育で入ってきた子が、パンツのゴムが伸びとる子はね、

はあ、勉強せんようになるんです。そうじゃなくて、どんどん自分でおもしろさ、学び

を探す主体的な場なんです。だから、これはね、今からコンピューターに負けん人間を

つくるためには、要は芸術類型って熊野高校の要素が非常に大きな要素なんです。クリ

エートするいうのはね、やっぱり人間の力ですよ。だから、もっともっとこれはね、根

を生やしていただいて、で、強いて言えば親御さんの問題が大きいんです。これは、先

生方どう思われるかですが、家庭に帰ったときにね、ぽろっとひっくり返るいうかです

かね、これはまあ、ぜひ専門家を交えながら、本当に熊野からノーベル賞出すというか、

その位の迫力で学びのアクティブラーニングを、もう小中高でやっていただきたいと思

います。はい、結構です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 田中教育指導監。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育指導監（田中） 今、御指摘、御助言いただいたことをですね、来年度の指定年度

最後になりますので、実際に取り上げさせてもらおうと思います。ありがとうございま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 暫時休憩します。再開１４時５５分。 
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（休憩 １４時４０分） 

（再開 １４時５５分） 

○文教分科会進行役（片川） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  引き続き質疑を行います。質疑はございませんか。 

  尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 手短にさせてください。済みません、９款４項学校給食費のことでござ

いますが、教員に対する給食に対しても補助が出とるようなんですが、何割の教員が給

食を利用しとるのかお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） はい、済みません、ちょっと遅くなりまして、教員のほうでござい

ます。まず、小学校のほうが長いもんですから、小学校のほう見てみますと、大体小学

校の先生方、教員のほういうことですね、平均しますと７２％、１から４、学校ごとに

若干差があるんですけども、平均しますと７２％であります。中学校がですね、これが

まだ少なくてですね、はい、こちらのほうは済みません、数字が出てないんですが、３

学期の当初で熊野中学校がまだ２名、熊野東中学校が７名ということですから、ちょっ

とまだ低いようでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） じゃあ、手短に。教員の給食の補助についてちょっとお伺いするんです

けども、デリバリー制かつ、選択制でない他の市町村の学校の給食のようにですね、ほ

ぼ全ての教員が半強制的というか、いや応なしに給食を取っておるのなら、教員の昼休

憩の時間も拘束されるわけですし、食事の選択の自由もできないということで、まあ、

これについては、補助を出すということには理解はできるんですが、本町のようにです

ね、給食を食べたいものは食べる、要らないものは要らないといった選択ができるとい

うものについては、これは給食とは呼ばずに弁当というふうに、私、まあ、個人的に考

えるわけなんですが、これは学校給食法に基づいて実施されておる事業ですので、教員
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が食べる給食に対して補助を出す、そういった法的根拠を示してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） はい、ちょっと公的根拠の前に、熊野町の場合はですね、このデリ

バリー制度もやはり子供たちにとっては、給食、学校給食ということでしておりまして、

特に小学校の先生方は教室で子供たちと一緒に食べるわけでございますので、やはりう

ちとしましては、熊野町としては給食ということで、同じように、生徒と同じようにそ

ういった補助いうんでしょうか、実費だけいただいてるということでございます。中学

校の場合もやはり、昼休み非常に短いわけでございますが、先生方もですね、教室で食

べたりとかいうこともされておりますので、熊野町としてはやはりデリバリー制ではご

ざいますが、学校給食と位置づけておりますので、特に学校の先生方、海田町とか府中

町行けば、給食が小学校の先生ですね、あって一緒に安く食えるのに熊野に来た先生方

は同じ、子供たちと同じものを食べても食えんじゃないかということにもつながるとい

うことで、うちのほうはそのようにしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 済みません、そういう解釈ならまあ、仕方がないのもわかるんですけど、

個人的に言えばサラリーマンでしたので、日々の職場においての昼食について補助が出

るというのはまあどうなのかなということで、法的根拠がないということでしたが、熊

野町の給食にかかわる規定の中で、町長がほかに認めるものというところで、これが適

用されるんではないのかなというふうに考えておるんですが、どういう理由で町長がこ

れを認めとるのかということを、また年度変わって教育委員会落ちついたころに教えて

もらったらそれでええんでお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） はい、済みません、給食の実施要項の中にもですね、給食が食べら



－200－ 

れるのは、児童、生徒、それから教職員ということはうちのほう、うたっておりますの

で、給食のちょっと今もってないんですが、給食のほうへ、一応うたっておりますので

そういった根拠で出しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 教育長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育長（林） この点につきましてはですね、いろんな意見があろうかと思うんですが、

最終的には学校におきましては、給食指導ということでですね、食事指導という立場に

立っておりますので、教員の拘束、いわゆる担任それぞれ教室に入って指導しておりま

すので、給食指導という立場から、先ほど部長が申しましたように給食というようにと

らえております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

  尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 給食指導ということでしたらまあ、教員皆さんで、皆さんというか全員

が取るべきものだろうとは思うんですが、まあ、これぐらいでいいです。ありがとうご

ざいます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） ほかにございますか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 済みません、今のことでちょっとついでに、ちょっとだけ教えてくだ

さい。だから、当然その時間は教員の勤務時間に入っとるんですよね、これは。入って

ないんですか、ちょっと教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） はい、特にこれは小学校なんか一緒におりますのでね、勤務時間に
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入っておるというふうに考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから中学校も入っているというように考えていい、だから、三六協

定の関係があったりで、教員と教育委員会と学校とですね、取り交わしがあると思いま

すが、その勤務時間でいうたら、まあ小学校は入ってもいいと思いますけども、中学校

あたりで、今、２名と７名と聞いたんで、そうした時に勤務時間の取り扱いどうなっと

るんかなとちょっと思いました。もう一つ教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） やはり勤務時間のほうにはですね、我々公務員のほうは１時間全く

休憩時間があるんですけども、学校の先生方はそういった、学校にずっとおるというこ

とで勤務時間に入っておりますので、まあ先生方は、８時、学校によったら８時５分に

来ても一応４時４５分ぐらいで終わるとかですね、そのようになっとりますので。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。ほかにございますか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 済みません、もう一つ、借地料のことですよね、２７３ページにあり

ますけども、町民グラウンドでいったら、１，７００万円、まあ、１，８００万円にも

う近いですけども、町全体でやっぱり何かおおかた８，０００万円ぐらいですかね、ち

ょっと今数字覚えてませんけども、やはりこういった借地料というのは、どういうんで

すか、こうずっとこれは積み重なっていくもんでもありますし、真綿で首を絞めるいう

たら大げさですが、まあできるものならね、やはり少しずつでもやっぱり減らしていく

方がいいんじゃないかなというようなことも思っております。そういう中で、この間も

ちょっと話をして借りとるほうがいいという話もちょっとお聞きもしたんですけども、

やっぱり少しでもやっぱりこれはずっとふえていったりした場合ですね、これから例え
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ば、この前出た、私が質問した筆の里工房周辺の整備等も含めていったときにですね、

これ間違ごうたらもう借地料が１億円になってしまうんじゃないんかのう思ったりする

心配をしとんですが、いかがでしょう。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 今、ちょうど町長の声も聞こえましたが、今後は借地をしないという。

実はですね、借地行政というのは以前から熊野町の独特な行政運営の中にございました。

土地のほうですね、町とすればはっきり言って、どちらかというと借地をするんではな

くて、購入をしたいという形の行政をしたいという形で以前から考えもっておりました。

ただ、やはり筆産業が多く占めとった熊野町にとりまして、土地というのが重要な財産

価値があり、また担保価値もあるという形の中でですね、それをなかなか手放すことが

できないということの中で、お話をさせてもらう中では、もうほとんどが借地だったら

いいよという形で進んできております。そうした形の中の観点の中で、土地をお借りし

ながら、やってきております。で、もともとの状況の中ではっきり申しまして、例えば、

町民グラウンドの一つの例を取っていきますと、もともと田んぼということでございま

した。で、その現状の田んぼのままで購入することができるんであれば、やはりそれは

それで安い単価で田んぼということになりますんで、安い単価で購入ができます。で、

現在のところをですね、例えば減してくるほうがいいよということになってきますと、

現状で買わなければいけないということがございますので、今は、はっきり申しまして、

宅地です。単価が高くてですね、なかなか手が出ないと。で、確かに１年間の、はっき

り私も覚えてないんですけど、今の言われる７，０００万円から８，０００万円前後じ

ゃなかったかと思いますね、借地代というのが。逆にこれを買うのにですね、今、実際

何ぼかかるかいうのは、今から十何年ぐらい前にちょっと試算をしたときに、約１００

億円という形の試算をしたことがございます。で、それを買ったということになってき

ますと、もうはっきり言って今の段階での熊野町の行政ではもう太刀打ちできないよう

な状況がございます。そういった形のものを以前に議会の中でも論議をされまして、報

告されたという経緯がございまして、そういった形がもし今後どうしても、例えば買わ

にゃいけんという形の、時々出てくるんですけど、問題が出てきたときには、相続でど

うしても問題が発生したお宅がある場合には、上限を５，０００万円という形で、その
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当時のお話ですけど、という形の中でやはりそれでもって財産がなくなっていくという

のは申しわけないということがあって、相続の段階で土地のほうを買わせていただくと

いうことは考えていかなきゃいけないんだろうなという話がされた経緯がございます。

今、先ほど町長も、また再度かえりますが、申されたように、今後はできる限り事業を

行うときには取得できるところに対して、事業を行っていくという形になっていこうと

思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） まあ、ちょうど売りたいという方がおられたりしたもんですから、ま

あ、少しずつでもね、少しずつでもやっぱり、買えるもんであれば、予算の範囲とかね

いろいろなものがありますから難しいかと思いますが、できれば少しずつでも減らして

いったほうがいいんじゃないかなというようなことを思っております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） ほかにございませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、先ほど来から出ております保健体育総務費、体育施設費の

中の委託料なんですけれども、これ合計で出てますので、できればですね、学校体育施

設開放事務委託料、交流学校運営業務委託料、スポーツ推進委員協議会事務委託料、そ

してグラウンドゴルフコースの基本設計業務委託料のこの内訳とですね、２７３ページ

の町民グラウンド全面改修実施設計業務委託料と建築設備等定期点検業務委託料の内訳

を教えていただきたい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） まず、委託料のほうで、工事に例えば、済みません、２７３ページ

なんかの実施設計委託料というのはですね、いわゆる今後入札等ございますので、まあ、
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外へ出してないというのが現実でございます。その中でですね、２７１ページのＮＰＯ

への指定管理料のほうからでございますが、このあたりは出せますので。指定管理料の

ほうはですね、言いますと分かれてましてですね、指定管理料のほうが施設管理業務委

託料が１，４１０万円、そしてくまのファミリー公園委託料が７５万６，０００円、こ

れをあわせてＮＰＯのほうに委託をしております。そして次、学校体育施設開放事務委

託料、こちらのほうが３０万円、次の交流学校運営業務委託料７２万円、こちらもあわ

せてＮＰＯのほうにしております。次のスポーツ推進委員協議会事務委託料４６万５，

０００円、こちらものほうも事務委託ＮＰＯです。その次の基本設計業務のほうは差し

引きしたらわかるんですけど一応、まあ一応外へ出さないという数字になって、まあ差

し引きしていただらわかるかと思います。黙っときます。それからですね、２７３ペー

ジのほうですけども、実施設計のほうは先ほど来のあれでさせていただきまして、次の

ほうは単なる建築設備等ということでなってますので、こちらのほうは３７万８，００

０円ということでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） ちょっと細かいことで大変申しわけないんですが、２５１ページのです

ね、熊野町のですね、ＰＴＡ連絡協議会の補助金と熊野町文化団体連絡協議会の補助金

があるんですけども、これ、ＰＴＡのほうがですね、前年度よりふえてるのと、文化団

体のほうが前年度より減っている理由を教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 熊野町ＰＴＡ連絡協議会補助金でございますけども、こちらの

ほう、平成２９年度は郡のＰＴＡ連絡協議会のほうが４年に１回持ち回りで開催されま

すのが熊野町に当たりましたので、例年でしたら５万円のところが２０万円となってお

ります。それから、熊野町文化団体連絡協議会補助金でございますけども、こちらのほ

うは、事業にめり張りをつけて、小さい事業、それからそれを何年か積み重ねた金額を

まとめての大きい事業というふうにしておりますので、昨年度１３４万円だったところ
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が、４０万円となっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） ほかにございますか。 

  藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 町民会館の空調のほうですけど、これでことし改修いうことで、１億８，

５５０万円でええんですかね、税込みで。この件なんですが、今のその町民会館の空調

の現状をですね、現状どうなってどうなんかというところをまずは教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 町民会館の空調のほうでございますけども、現在はボイラーに

よる暖房・冷房というふうになっております。そちらのほうが集会室、町民会館入って

右側の集会室、ロビー、講堂この３つをボイラーによって焚き上げて温めたり冷やした

りしているわけなんですけども、開館以来３２年ぐらいたちますので、ボイラーについ

ては、いつ壊れてもおかしくないという感じで今使っている状況です。それから、タン

クにつきましても、もう中のほうが腐食してきてもおかしくないというふうに言われな

がら恐る恐る使っておりますので、３カ所一遍に１回使ったときに途中で動かなくなっ

たっていうことがございましたので、できる限り、ロビー、集会室、講堂を一度に温め

たり冷やしたりするっていうことは少なくして、どこか２カ所だけを温めたり冷やした

りするっていうふうな方向で今使っております 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） じゃあそれを改修するに当たって、今後はどういう形の、ボイラーとか

じゃなくてどういう形になるのかというところ。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯学習課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 今後でございますけども、業者にいろんなパターンのシステム

の比較検討というのをしていただいております。で、従来の現状と同じ重油方式、それ

から電気方式、ＬＰガス方式、重油と電気、ＬＰガスと電気というものの５つを提案し

ていただきまして、その中でそのコスト面、それからＣＯツーの削減でございますとか、

そういうものをいろいろ検討いたしまして、ＬＰガスとそれから講堂のほうはＬＰガス、

ロビーと集会室は電気のほうで対応するという方向で進めていくようにしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） ＬＰガスってそんな一般的なもんなんですか、この大きなものに対して。

わし素人なんで申しわけないんですけど。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） ＬＰガスというのはですね、ガス庫は不要で屋外にバルプタン

クをフェンス内に設置し、それでＬＰガスの専門供給業者により安全管理をもって供給

できるような方向のものになっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 開発指導課のほうが実際に携わって、どういう形がタンクがいいだろ

うかという形でやっております。今日はちょっと今のほうなんかでいませんのであれな

んですけど、実はいろんなパターンを計算する中でですね、ＬＰガスっていうのは今も

有効的な設備だそうです。で、西部健康センターも現在それを使ってるということがあ

るみたいですね。今の言いましたように、講堂の大きさと西部地域健康センターの大き

さ、そうまで変わったものじゃございませんので、全部ではなくてということの中でで

すね、で、コスト的にもＬＰガスのほうがいいという現時点の段階ですけど、あれでも

どういう形の変化起こるかわかりませんけど、それは例えば石油であっても電気であっ
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てもいろんな形がありますけど、今の時点で一番推奨できるのがＬＰガスだという判断

の中で、ＬＰガスのほうへもっていくということで考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） それはいつごろ完成予定ですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 平成２９年度中に完成する予定でございます。工期は７カ月か

ら８カ月としております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、以上で当分科会での審査は全て終了とします。 

  それでは、審査報告につきまして、進行役において報告書を作成したいと思います。 

  報告書作成のため、暫時休憩します。 

（休憩 １５時１９分） 

（再開 １５時２０分） 

○文教分科会進行役（片川） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  分科会報告書作成しましたので、朗読いたします。 

平成２９年３月１０日 

 予算特別委員長 藤本哲智様 

                       文教分科会進行役 片川 学 

平成２９年熊野町議会予算特別委員会文教分科会審査状況報告書 

  本分科会は平成２９年予算特別委員会において付託された次の件について３月１０日

に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

１．審査議案、議案第２１号、平成２９年度熊野町一般会計予算のうち教育費、民

生費の一部について。 



－208－ 

  それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで御異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○文教分科会進行役（片川） それでは、ただいまの分科会報告を予算特別委員会で報告

することと決定しました。 

  皆さん御協力ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（散会 １５時２１分） 
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平成２９年 予算特別委員会 

（会議録 第２号） 

 

１．招集年月日  平成２９年３月１０日 

２．招集の場所  熊野町議会議場 

３．開会年月日  平成２９年３月１０日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１４名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（２名） 

   １４番 中 原 裕 侑    １３番 久保隅 逸 郎 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のために出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      民 生 部 長         清 代 政 文 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 参 事         石 井 節 夫 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      民 生 部 次 長         光 本 一 也 
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      建 設 部 次 長         奥 野 哲 哉 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      商 工 観 光 課 長         時 光 良 弘 

      税 務 課 長         立 花 太 郎 

      高齢者支援課長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         堀 野 辰 夫 

      子育て・健康推進課長         隼 田 雅 冶 

      生 活 環 境 課 長         堂 森 憲 治 

      都市整備課長代理         穂 坂 俊 彦 

      開 発 指 導 課 長         林   武 史 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

      議会事務局書記         小 川 征一郎 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 議案第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算について 

 議案第２２号 平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 議案第２３号 平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について 

 議案第２４号 平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 議案第２５号 平成２９年度熊野町介護保険特別会計予算について 

 議案第２６号 平成２９年度熊野町上水道事業会計予算について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 午後３時４５分） 

○予算特別委員長（藤本） ただいまの出席委員は１４名です。定足数に達していますの
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で、ただいまから予算特別委員会を再開します。 

  まず各分科会での審査について、各分科会進行役から報告を受けたいと思います。 

  ３つの分科会におきまして、それぞれ慎重に審査していただきました。各分科会の報

告を、お手元に配付いたしておりますので、御確認ください。 

  それでは総務厚生分科会の報告をお願いします。 

  総務厚生委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生委員長（時光） はい。平成２９年３月１０日 予算特別委員長 藤本哲智様。 

  総務厚生分科会進行役 時光良造。 

  平成２９年熊野町議会予算特別委員会総務厚生分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成２９年予算特別委員会において付託された次の件について、３月９

日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案  

  議案第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算のうち、諸会費、総務費、民生費、

衛生費、商工費、消防費、交際費、諸支出金、予備費について 

  議案第２２号 平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。 

  議案第２４号 平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  議案第２５号 平成２９年度熊野町介護保険特別会計予算について。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ありがとうございました。 

  続いて、産業建設分科会の報告をお願いします。 

  産業建設副委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設副委員長（民法） はい。それでは報告させていただきます。 

  平成２９年３月１０日 予算特別委員長 藤本哲智様。 

  産業建設分科会進行役 民法正則。 

  平成２９年熊野町議会予算特別委員会産業建設分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成２９年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

０日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案  
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  議案第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算のうち、農林水産業費、土木費、総

務費の一部について。 

  議案第２３号 平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計について。 

  議案第２６号 平成２９年度熊野町上水道事業会計について。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ありがとうございました。 

  続いて、文教分科会の報告をお願いします。 

  文教委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教委員長（片川） はい。報告いたします。 

  平成２９年３月１０日 予算特別委員長 藤本哲智様。 

  文教分科会進行役 片川学。 

  平成２９年熊野町議会予算特別委員会文教分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成２９年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

０日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案  

  議案第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算のうち、教育費、民生費の一部につ

いて。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ありがとうございました。 

  以上で３分科会からの報告を終わります。 

  これより議案第２１号平成２９年度熊野町一般会計予算から、議案第２６号平成２９

年度熊野町上水道事業会計予算までを一括して、総括質疑を行いたいと思いますが、異

議ありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。よって、議案第２１号から議案第２６

号までを一括して、総括審議を行うことに決定しました 

  それでは質疑ありませんか。 
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  山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） はい。先ほど文教の分科会ですればよかったんですけれども。 

 ページの２１７ページに熊高を育てる会っていうのが３００万円、予算化されておりま

す。従来熊高が設立されたときに、１０年ほどやっぱり熊高に３００万円、ＰＴＡの後

援会のほうに出していたんですけど、昨年があったのかなと思って、ちょっと調べたか

ったから、見たんですけど、どうも今年、設立されたようなんですけど、今後これ、ど

ういう目的で出されたのか。単発なのか継続なのか。そういったことをちょっと。 

  それともう１つ、ページの２７１ページに、女子サッカーを育てる会というのが１０

万円、計上されておりますけど、これも今回、２９年度初めて出されたものなんですけ

ど、それの今後の使い道といったものの説明をお願いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（藤本） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） はい。今２つの御質問ということで、私のほうから熊野高校へのです

ね、補助金の目的というか、どういった形のもので始めたかという形のものを、ちょっ

と述べさしていただきたいと思います。 

  こちらのほうの、以前に確かに補助金のほうやってたという時代もございまして、現

在の形というか、今回の形というものがですね、まあ学校側との協議を通じた補助金制

度の大枠づくりというのをですね、町部局のほうでやってきたというのもございまして、

私のほうから説明をさせていただくということになります。 

  現時点での補助目的はですね、３本ございまして、１つ目に中学生高校生の基礎基本

の学力向上を目指していく形をつくっていきたいと。２つ目に地域の課題のいろんな形

の解決をしていくと。３つ目に熊高の魅力向上、これを通じた人づくり、人材の育成と

いうものを想定をしているということがございます。 

  やはりこれから熊野町担っていただく子供たちという中にですね、多くの生徒が熊野

高校に通っておりますんで、そういった形も含んでですね、こちらのほうへいくという

こともございます。 

  また熊野高校におきましては、学校の経営の計画というのが、熊野高校にもございま

して、学校の使命に「地域社会と連携した教育活動の推進」というのを掲げております。
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で、教育ビジョンの中にですね、地元小・中学校や地域社会と一体となった教育活動の

展開、あるいは大学と連携した専門的な教育の推進を示されていると。この中の一環と

して、例えば小・中学校のＰＴＡ連合会の会合に出てきていただいて、いろんな形の中

で熊野高校、参画をしていただいて、またいろんな町内の活動のほうにも多く参画をし

ていただいとるっていうのも、その中のひとつではなかろうかと思ってます。 

  また一方で、本町にはこういう課題の１つの中に、基礎基本の学力向上があり、魅力

あるまちづくりに欠かせない要素と考えていると。 

  また特に近年になっての話ですけど、法政大学とか国際大学との連携を町のほうがと

ってるということも含んでですね、そういった形の取り組みを進めてる関係も含んで、

熊野高校との連携をとるべきじゃなかろうかというような形もございまして、熊野高校

との教育ビジョンと町の課題に対する取り組みとは、同じ方向を向いてるというのを、

１つの契機としてですね、双方がこうした形の中でですね、連携をして取り組みを行え

ば、相乗効果によってまた大きな効果が発生するんじゃなかろうかということで、やっ

ていこうじゃないかということになってます。 

  また詳しくは、役員会のほうで、ということになるかもわかりませんが、その前にま

ずもう１点のサッカーについては、教育委員会のほうから、答えてもらいたいと思いま

す。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） はい。女子サッカーを育てる会でございますけども、女子サッ

カーを育てる会は、アンジュビオレの試合の観戦ツアーを組んだり、それからアンジュ

ビオレを招いての女子サッカーを広めようということで、サッカー教室等を実施されて

おります。２９年度中に、アンジュビオレサッカー練習場が町内に完成する予定である

ところから、当面の間支援をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（山野） はい。熊高の魅力あるまちづくりに、非常に貢献していただくっていう

のはほんとにいいと思います。議会のほうでも、改革特別委員会の中で、まちづくりの

中で、熊高をもっと学力向上あるいは魅力のある高校にして、人材を育てていこうとい

うような意見があったんですけど、ここで３００万円出していただけると、非常にそう

いう将来、すばらしいことだと思うんですけど、ただ、以前にやっぱり３００万円出し

てたころに、熊野高校のＰＴＡを育てる会だったかな。そこに積み立てされてて、それ

が卒業生プラス同窓生が毎年会費として出されて、莫大な金額に残って、余ってきた事

態があったんですよね。それで１０年後に、それはおかしいんじゃないか。それだけで

十分じゃないかというので、まあやめた機会があるんですけれども、まあ使い道を間違

えないような指導をしながらやっていただければ、非常に私たちも議会も協力できると

いうことで、喜んでおります。 

  それとサッカーのほうですけども、サッカーも、育てる会っていうのは、会員を募集

されて、それぞれ会費を払うようなこの４月、３月、４月の段階で、募集要項を出され

ております。今年度中にサッカーの練習場ができれば、それはまたすばらしいことだと

思うので、いろいろ協力していきたいと思っております。 

  ということで。はい、ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） はい、諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） はい。すいません。全協のとこで大分聞いたんですけども、今度西公

民館の跡地へ防災コミュニティセンターですかね。いうのが、私もあのときに多目的に

という話をしたんですけども、ちょっと質問が足りなかったんで、この場でお願いした

いと思います。 

  海上側の避難所のときにはですね、近くに大型の商業施設がないとかいうようなこと

があったりして、設置するという話を聞いておったんですけども、このたびの場所でい

うと、そういう場所は近くにあるわけですね。だから私から言うたら、まあ趣旨やら目

的は違うんかもわかりませんけども、海上側のほうへつくられた。そして今度ある意味

では２つ目ができると。そうしたときに、私の先ほど言いましたように、１つの、１番

目を設置するときの根拠はあったけども、このたびその根拠はないのに、ここへつくら

れるという分について、その理由を一応お聞きしときたいというように思いまして、質
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問さしてもらいました。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 海上側のあれは一時待避所ということで、避難所へ逃げるまでの間

に、一時的に退避して、そこでそこら辺の自助共助で、次の行動に移っていただくため

の施設ということで、これは従来説明してきたかというふうに思います。 

  それから団地の西公民館跡地に関しましては、熊野団地の造成以来、かなり経年をし

ておるということで、その都市再生に合わせて、西公民館を解体して、こういう広場を

つくって、公民館は下に移るというような整備がなされたわけですが、それと同時に、

第１０分団、団地を全体を管轄する消防分団があったんですが、ここが抱えてた問題が

１点ございまして、駐車敷地も何もないようなこういう山の地肌をちょっと削ったよう

なとこに、消防の屯所とそれと車庫、それから火事のときにはみんなが路上に車を置い

て、それで消防車に乗りかえていくということで、周辺環境に非常に支障が出ておった

というような、そういう問題があったのが、今回の都市再生の中で、消防分団をこちら

に移して建てるいうことについて、補助金が充てられるという可能性が生じましたので、

都市再生の中にまず計画を入れさしてもらったということがございます。 

  それから防災機能ということで、もちろん駐車スペース、通常の消防はそうなんです

が、そこで不足してるものとして、今備蓄倉庫が幾つか学校と、ここにあるんです、役

場の横にあるんですけども、あれだけの人数がいる団地にないというようなことがござ

いまして、これはやっぱり備蓄の機能も要るんじゃないか。まあ三石山のほうからのこ

ういう斜面のところの傾斜地が、黄色に指定されましたのでですね、避難される方も今

から、今後自主避難もふえるんじゃないかという予測の中で、熊野団地の中にそういう

備蓄品も要るんじゃないか。 

  それと、やはりもう１つは、自主避難なのがわずか小さい家庭内で起きたとしても、

大きな公民館を全部あけるっていうのは、非常にまた非効率な面もあるので、多少そう

いった小規模な避難に耐え得るような能力も備えとってもいいんじゃないかと。 

  まあこういうようなことで、補助の対象になる範囲で、整備計画を立てたと、こうい

うことでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



－217－ 

○予算特別委員長（藤本） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） はい。いろんな事業の関連の中でね、つくられたという御説明だった

と思いますが、私はいろんな関係の中で、前からも申し上げておりますように、お互い

がやっぱり助け合う、協力し合うという、やっぱり社会をつくっていきたいなというふ

うに思っております 

  この前も申し上げましたが、やはりできるだけ、無駄にならないようにですね、いろ

んな事故が起こらんほうがいいんですけども、やはり多目的にいろんなことが活用でき

るような形にしてですね、ぜひ有効に活用していただければというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ほかにございませんか。 

  民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） すいません、ちょっと先ほど学校給食なんですが。尺田議員がちょっと

質問されたんですが、小学校の教員が今７２％、ほいで中学校の場合は熊中が２名、東

が２名の教員が、申し込みいうか、利用されているということなんですが、中学校は、

このたび新たにスタートしたわけなんですが、まだまだ申し込みが少ないようなんで、

これ学校側にどういった、まあ食べていただくためにどのようなＰＲいうか、申し込ん

でいただけるために、どのようなことをされているのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） はい。中学校の給食始まりましてですね、やはり食べてもらわんと

いけんいうことで、とってもらわんといけんいうことで、最初に全中学生のほうにです

ね、一応とってもらったということで、１２月の１日に中学生のほうにですね、食べて

いただきました。それから、中学校の通われてる保護者のほうにもですね、やはり保護

者試食会ということで、両中学やりましたが、まあ両方１０名程度でございました。 
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  それから今度、この４月に中学校に入られる小学校６年生の保護者の方にもですね、

希望者にということで、やはり試食会もきました。これもやはり１０名程度ずつではご

ざいましたけど。 

  そういったことで、教育委員会としましてもですね、子供には食べさした。そして保

護者にもいうことで、一応ＰＲはしております。 

  それで申し込みなんですけども、現在の６年生が中学に入って、やめたいという方に

は当然廃止届を出していただくんですけども、継続してやっていただく方にはですね、

口座番号も一緒ですし、それから学校の事務、教育委員会の事務、また保護者がいろい

ろ書類書いたり、ということで、継続の方は、もうそのまま何もしなければ中学校でも

とれるという簡単なようにしておりますので、この今、中学校が約２割なんですけども、

３年生が少ないもんですから、今度１年生は今の小学校６年生が約８割近くとってます

ので、まあもう少し、全員がとるというのはちょっと考えられませんので、今小学校の

ほうにはちょっと廃止届ですか。必要なのを出てますので、しかし今よりは上がってく

ると思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） はい。ぜひね、お願いしたいと思います。これまあ、長い夢というか、

保護者のほうも給食を、給食のシステムをね、お願いしたいということでございました

ので。まあまだスタート時点でございますんで、これから徐々に、約半数の生徒が食べ

ていただくような、これからもＰＲというか、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 大変御苦労でございました。毎年この繰り返しでございますが、大きな

予算の骨組みができてまいりました。 

  そんな中、２０年前でございます。野の花宣言というまちづくりのバックボーン、こ

れを思い出します。アクティブラーニングっていうのも教育委員会からきょうお聞きし

ましたけども、まさに主体的に学ぶ。自ら学んでいくと。これがそれぞれのセクション
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に必要になってきとるんじゃないかなと思っております。 

  まさに農業分野でいえば、今現実問題熊野の農業は低迷しております。日本中低迷し

ております。これを復活させるのは、多分家庭からの野菜への取り組みかもわかりませ

ん。 

  で、介護の部分でいえば、自宅介護。自宅医療の時代に入ってまいります。２０２５

年、大変な問題にぶつかっていくわけでございます。これは主体的に親を見、子供を見

る場合もあるかもわかりません。 

  で、もう１つ。総務でいえば、筆の里工房、来場者が随分伸び悩んでおります。そん

な中、実は、ここって宝なんです。子供を連れて行って、家族で学ぶ要素がたくさんあ

るんです。芸術家の作品を見るわけでございます。それもアクティブラーニングの１つ

でございます。 

  だからこういう永遠の課題の中で、今回節目になるのが、１００周年です。この１０

０周年に向けて、町内の今の現実で、住民の参加がない限り、このふるさと創生も含め

て、明かりは見えてまいりません。この魅力あるまちづくりをつくるのは、この中にお

るメンバー、私らも含めて、描いていかなくてはいけないんですが、１００周年事業に

かけてのビジョンをお聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） はい。１００周年記念事業のビジョンということでございますが、

事業概要、全体像については御説明をさせていただいたとおりでございます。で、議員

が申されましたように、住民参画のもとで、これからのまちづくりをみんなで考えてい

く。そういった取り組みを支えていくということは、極めて重要なことでございますの

で、各事業の実施に当たりましては、極力住民参画をいただく。例えば夏祭りを実施す

るといったようなイベントを考える場合にも、実行委員会つくって、町が直接企画する

のではなくて、住民の方にですね、いろいろな知恵を出していただいて、事業を構成し

ていただくといった手法。あるいは、記念誌の製作を考えておりますが、これにつきま

しても多くの住民の方にですね、紙面づくりに御協力いただくというようなことも考え

ております。 

  また、先般も御説明いたしましたが、ロゴマーク。記念のロゴマークもう既に決定を
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いたしておりますが、これにつきましては熊野高校の芸術類型の生徒さんにお願いいた

しまして、作品をつくっていただいて、その中から選ばせていただいたといったような

こともしておりますし、ギネスに挑戦ということでですね、１,０００人の、特に子供

さんを中心として、参加いただくということになろうかと思うんですけれども、そうい

ったように、多くの住民の方で、幅広い年齢層の方にですね、いろんな事業に参画いた

だいて、これからのまちづくりをともに考えるようなきっかけづくりになるようにです

ね、これから企画をしていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） はい。いろいろそういう仕組みと言いますか、考え方あろうかと思いま

す。それも尊重しながら、実は熊野町の紹介ビデオ、これはもう鳴り物入りでございま

したＮＨＫの優秀なディレクターがつくられたと。これは東京から見た視点での熊野の

よさを十分に紹介されてらっしゃると思うんです。 

  そんな中、住民が案外知らないことも多いわけですね。ふるさと熊野、１００年それ

以前から、村の時代からあるわけですが、熊野ふるさと愛着をもつ主体的な事業になる

ように、しっかり考えていきたい。私どもにも投げかけていただいて、町民全体の輪に

なるように、ぜひよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） はい。すいません。介護保険料のですね、滞納繰越分が少しずつですが、

ふえているように思いますが、これはほんとに経済的に苦しくて、払えない方なのか。

その辺のとこちょっとお伺いしたいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） はい。介護保険料の滞納繰越分でございますが、人数的なも

のっていうのは、そんなにふえておりませんが、金額がまあ年々ふえているというのは、



－221－ 

介護保険料自体の基本額が、３年ごとに上がってくるというところもございます。 

  で、あと年金が年額１８万円以下の方が普通徴収ということでございますが、基本的

に年金を担保に、お金を借りられてる方ということで、普通徴収になって、なかなか徴

収も、催告等は定期的に行っております。で、介護保険料だけではなくてですね、ほか

の税のほうも、基本的にはまあ税のほうも一緒に滞納されてるというようなこともござ

いますので、収納推進室と連携しながら、少しでも入れていただくように分割等の話を

さしてもらったりとかいうことで、徴収のほうには努めていきたいとは考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、総括質疑を終了します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  これをもって、討論を終結します。 

  これより、議案第２１号平成２９年度熊野町一般会計予算から議案第２６号平成２９

年度熊野町上水道事業会計予算までを一括して採決します。 

  本案については、原案のとおり可決するべきものと決定することに、御異議ありませ

んか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２１号から議案第２６号までについては、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

  これより、議案第２１号から議案第２６号までを、原案のとおり決定することとする

委員長報告書を作成いたしたいと思います。 

  暫時休憩します。 

（休憩 午後４時１４分） 

（再開 午後４時１５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） それでは休憩前に引き続き委員会を再開します。 
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  報告書を作成しましたので、朗読します。 

  平成２９年３月１０日 熊野町議会議長山吹富邦様。 

  予算特別委員長 藤本哲智  

  平成２９年熊野町議会予算特別委員会審査報告書。 

  本委員会は、平成２９年第１回熊野町議会定例会において付託された次の件について、

それぞれ慎重に審査した結果、いずれも原案のとおり可決されるべきと決定したので、

会議規則第７７条の規定により報告します。 

  議案第２１号 平成２９年度熊野町一般会計予算について。 

  議案第２２号 平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。 

  議案第２３号 平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について。 

  議案第２４号 平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  議案第２５号 平成２９年度熊野町介護保険特別会計予算について。 

  議案第２６号 平成２９年度熊野町上水道事業会計予算について。 

  ただいまの委員長報告書について、採決します。 

  お謀りします。ただいまの委員長報告書を、本会議に報告することに御異議ありませ

んか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいまの委員長報告書を本会議に報告することに決定しました。 

  皆さん、御協力、ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（散会 午後４時１７分） 


